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序論 結婚と集落維持 
 

 

1．問題関心 

 

 本論文の目的は、人びとにとってたいへん重要な結婚という社会的行動に焦点を当てて、

現代農山村の現状分析を行っていくことにある。つまり、結婚という行動を通して、現代

農山村社会の現状を知るということである。 

 現在、日本の農山村はさまざまな課題を抱えている。そのなかでも特に、過疎化、少子

高齢化、農林業等の担い手不足という問題は、集落住民の生活の維持にとって、たいへん

重要かつ深刻さを増している課題である。この 3 つで、現在わが国の農山村が抱えている

地域課題をほぼ網羅していると筆者は考えている。またこの 3 つの課題は、結婚という社

会的行動に深く連関している。結婚という社会的行動を通して現代農山村の現状とその維

持存続の可能性を検討することが本論文の目的である。 

 農山村における結婚は、高度経済成長過程のなかで、「農家に嫁が来ない」といった農山

村の「嫁不足」問題として、マスコミを中心に人びとの注目を集めるようになった。行政

や農協によって「農家花嫁銀行」や「農業後継者結婚仲介センター」といったさまざまな

名称の結婚相談所が開設されてきた。くわえて、農山村に居住する男性と都市部で生活す

る女性との交流事業など、これまで多くの対策が講じられてきた。さらに、1980 年代後半

からは「ムラの国際結婚」現象が起こり、「アジアから来た花嫁」という表現が話題にもな

った。それらの現象から、農山村における結婚の動向が農家と集落の維持と関わっている

ことを明瞭に示している。すなわち、農山村における結婚は、依然として農山村の社会的

課題という性格を有しているのである。 

一方、都市部でも未婚化が進展しているにもかかわらず、都市部では、農山村に比べて

それが問題として顕在化していない傾向にある。なぜなら、都市部での結婚が個人の配偶

者選択の問題として位置づけられているからである。もちろん、人口の大多数が都市に住

むようになった今日では、人びとが歩むライフコースは多様化し、よって結婚が選択行動

のひとつとして捉えられる傾向が強くなってきていることはきちんとみておく必要がある。

しかしながら、現代の農山村社会において、結婚が個人の選択を超えた社会的課題として

みなされているのかを理解するためには、個人の選択を超えた社会的な事象として結婚を

分析し、結婚を集落の維持存続条件と結びつけて理解をしていくことが重要である。その

ため、本論文では、現代農山村における結婚の現状と農山村集落の維持存続の危機として

あらわれている諸課題との関連を明らかにすることによって、その問いに答えてゆくこと

になる。 

結婚という行動への分析視点であるが、本論文では、わが国の社会学のなかで発展して

きた生活構造論的アプローチを用いることにする。この生活構造論的視点は、山本陽三
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（1981a、1981b）や徳野貞雄（2011a）の農村研究の蓄積に依存しており、その含意につ

いては、本論文の具体的な課題分析の中で触れることにしたい。 

 

 

2．基本概念の設定 

 

2-1.生活婚からみた結婚へのアプローチ 

本論文では、生活という視点からわが国の農山村住民の結婚を捉えることになる。その

際キーとなるのが生活婚という分析概念である。もっとも、生活婚という概念は、家族社

会学や農村社会学のなかにも含まれていた考え方であり、本論文はそれらの考え方から多

くを学んでいる。以下、その含意について説明しよう。 

まずは「生活」という言葉を広辞苑から引いてみると、①生存して活動すること、生き

ながらえること、②世の中で暮らしてゆくこと、またはそのてだてとある。これに対して、

社会学では、大まかには①生命、いのち、生存、②生計、暮らし、暮らしむき、③人生、

生き方、生きざまという 3 分法で説明されている。論者によって説明の仕方は異なってい

るものの、生活の概念は、個人レベルと集団レベルの「生」、生き方のような価値観と「て

だて」のような生活技術を包括する概念として理解されていることがわかる。具体的に言

えば、生活とは、①個人レベルの衣食住、②集団の再生産、③生活手段の 3 つに分析的に

分けることができる。 

生活婚とは、生活と結婚が密接不可分な、生活という視点からみた結婚を指している。

辞書的に定義すれば、生活婚とは「生活を維持してゆくために結婚すること、生活の拠点

を形成するために結婚すること」である。具体的には、結婚によって①個人レベルの衣食

住が維持される、②集団の再生産ができ、③生活手段の維持・確保ができ、そしてこの 3

要件を併せ持つものを生活婚と本論文では設定する。 

これまで、農村社会学や家族社会学の一部の研究が強調してきたように、わが国の人び

との結婚の基底には、この生活婚がいつの時代にも存在していた。だが、この生活婚とい

うのは、あまりにも自明のことであったために、それらの研究では、結婚という概念で分

析を進めてきたと考えられる。しかし、すでに触れたように、都市部を中心に結婚が個人

の選択であるという傾向が強まった現在では、論点をより明確に示すために、結婚につい

て新たな分析上の概念が必要であると考え、ここでは生活婚という概念を提起したのであ

る。以下では、研究史をひきつつ、具体的に生活婚の含意とその位置づけを明らかにして

おくことにしよう。 

 

2-2．日本の家族社会学による結婚の分類 

 まずは、わが国の家族社会学における結婚の概念をみておくことにしよう。日本家族社

会学が、結婚をどのように分類しているのかを確認することにしたい。 
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姫岡勤は、社会に支配的なイデオロギーを基準として、明治以降の結婚を、①共同体主

義の結婚、②家族主義の結婚、③個人主義の結婚の 3 つに分類した。共同体主義の結婚と

は、かつての伝統的な村落をイメージすればよいであろう。そこでの結婚は共同体の秩序・

利益の観点から規制され、村内結婚の傾向が強い。だが、男女の性的規範は緩やかであり、

幼馴染の自由婚が多い、と姫岡は指摘している。これに対して、家族主義の結婚とは、結

婚は「家」の存続、繁栄のための手段としてみなされ、その決定権は家長のもとにある。

これは明治民法などをイメージすればよいであろう。そして、姫岡はもうひとつの結婚の

類型を指摘している。個人主義の結婚である。この個人主義の結婚では、結婚においては

結婚の当事者となる個人の自由や意志が優先され、交際を経てから結婚するのが一般的で

ある（姫岡 1976）。 

望月嵩は、先の姫岡の議論を受けて、家族主義の結婚は、結婚それ自体を目的とするの

ではなく、「家」の後継者を確保するためのいわば手段として結婚が意味づけられており、

家格・家柄のつりあいを重視するとした。これに対して、個人主義の結婚は、結婚それ自

体が個人の幸福のための目的とされ、愛情、健康、性格など、個人的属性を重視した配偶

者選択が行われていると述べている（望月［1982］2002：145-146）。 

望月はまた、日本の結婚の分類に、自由結婚と協定結婚を挙げている。自由結婚の典型

は、当事者同士の恋愛によって成立する恋愛結婚であり、協定結婚の典型は見合い結婚で

ある。ふたつの結婚パターンが区別される基準は、配偶者選択にあたっての親や親族の介

入の程度である。協定結婚においては、結婚は家族と家族とを結びつけるものであるため、

結婚する当事者たちの自由な意思にはまかせられず、多かれ少なかれ家族の代表者が、配

偶者選択過程に介入することになる。一方、自由結婚においては、結婚の意思決定には結

婚する当人同士の愛情がもっとも重要であり、結婚はその愛情の結実であると望月は論じ

ている（望月 1997）。 

 この見合い結婚と恋愛結婚という 2 分類は、現代の家族社会学の結婚研究では一般的と

なっており、家族・親族組織から個人が分化し、自立を達成していくという近代化論とも

合致する説明となっている。このような近代化論からすれば、配偶者選択の手段を明らか

にすることは「日本人の結婚に対する意識を探る 初の手がかり」（湯沢 2008：92）とみ

なされることも当然のことであろう。しかしながら、近年の家族社会学においては、家族

史研究の深化をふまえて、個人の自立を到達点とする単純な近代化論には疑問が出される

ようになっている。そこでそれらの成果を紹介しつつ、人びとにとって結婚とはどのよう

なものであったかという実態をみておくことにしよう。 

 

2-3．結婚の実態 

明治、大正、昭和前半の庶民の家族における結婚の実態に焦点を当てた湯沢雍彦は、農

山村、都市部に関係なく、自由結婚においても、見合い結婚においても、結婚は義務であ

り、年頃になったら結婚することはごく当たり前のことであった。なぜなら、人びとが食
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べてゆくため、家を継ぎあとつぎを得るためには、結婚が必要であったためと明確に述べ

ている（湯沢 2005）。このような指摘は、日本民俗学や農村社会学の婚姻研究にも含まれて

いた視点であるが、戦後家族社会学の主要パラダイムであった近代化論の相対化という文

脈のなかで、このような指摘が出されるようになったことが重要である。 

湯沢の一連の研究（1999，2005，2010）から鮮明に見えることは、夫婦が懸命に働き生

活を支えている姿である。とりわけ、現在とは比べものにならないくらいの膨大な家事を

こなし、たいへんよく働く女性の姿がそこには描かれている。嫁をもらうことを、「テマを

もらう」という言い方があったように、家族を支える女性の働きはたいへん重要視されて

いたのである。だからこそ、嫁の資質に「働き者であるかどうか」が真っ先に挙がってい

たのである。結婚は、日々の生活を維持してゆく働き手の確保という側面も濃厚であった

のである。 

このように、生活という視点からの結婚が社会通念として当然視されていた時代におい

ては、見合い結婚も恋愛結婚もたいした差はなかったと考えられる。現に、湯沢の文献か

ら幾度も出てくるように、明治・大正・昭和前半の庶民の結婚は、村内のなかでの男女の

比較的自由な恋愛結婚も見られている一方で、見合いすらなかったケースも多数存在して

いる。むろん、そうであるからといって結婚相手はすでに顔見知りであり、親が結婚を決

めてきたら、それに逆らうことはあまりできなかったことも事実である。 

しかし、それを、前近代的な社会に特徴的な「個」の抑制とのみ解釈することには大い

に異論がある。有賀喜左衛門は、日本社会における結婚は、結婚する一対の男女間の個人

的関係であるが、他方で個人が所属する社会集団の制約がともなうものであり、特に「家」

の関係につよく規制されると述べた（有賀 1948[1968]，1972）。有賀の言う「家」とは、

家業や家産の運営の集団であり、生活組織であるから、それは本論文でいう生活婚の含意

と近い内容を観察していたと言える。すなわち、「家」などの生活に必要な組織を維持して

ゆくためには、結婚が是が非でも必要となる。家と家との結婚は、家の維持、繁栄をもた

らすためということももちろんであるが、一日一日を成員がみな生きてゆくために重要な

手段にほかならなかったのである。 

まとめると、結婚は、共同体の秩序や利益の観点から、「家」の存続の観点からという側

面で捉えるのではなく、家の成員が一日一日を生きてゆき、集団が維持されてゆくために

必要であった。もっとも、農業・農村中心の社会にあって、結婚しなければ生きてゆけな

い時代を生きていた人びとにとって、生活婚はあまりにも当たり前すぎていたと解釈する

のが自然であろう。そのため結婚とは生活婚を前提として理解され分析されてきたのであ

る。 

 

2-4．見合い結婚から恋愛結婚への移行 

敗戦後、日本社会における「民主化」が 重要課題として叫ばれるようになる。理念的

には、「家」制度が廃止され、夫婦家族制度へと移行する。「民主化」の流れのなかで、「民
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主的」で新しい、よい結婚は恋愛結婚であり、「封建的」で古い結婚は、見合い結婚である

という考えが急速に広まった。そのやり玉に挙げられたのが、日本の農山村である。農山

村における結婚は、生活の必要よりも不合理な旧慣に満ちた事象とされ、その民主化が強

く求められるようになってきたのである。 

これに対して、柳田國男は、日本の伝統的な婚姻は恋愛結婚によって成立したのであり、

見合い結婚こそが古くからのものではなく、むしろ新しく変化した方式であると説いた（福

田 2007）。だが、見合い結婚から恋愛結婚への移行は、集団からの個人の自立という社会関

係化の近代化の要請に応えるものであったし、何よりも都市的な婚姻のパターンとみなさ

れた。その結果、恋愛結婚は、旧慣にみちた「家」という制度から近代家族という人間関

係への変化のメルクマークとして浸透していったのである。 

また、このような変化は、戦後日本の産業化という社会構造上の変化からも予想される

ものであった。社会学者の木下謙治（[1980]1991）は、農民や商人の「家業」を衰退させ

たため、結婚が個人問題化し、当事者間の「愛情」が重視されるようになったと論じてい

る。個人の自由な意思に基づいた、愛情の結実である恋愛結婚が賛美されるようになり、

実際には1960年代中頃をもって、全国的には
．．．．．

恋愛結婚が見合い結婚を上回るようになった。 

人びとは恋愛を経て結婚するというプロセスを重要視するようになり、それは、社会学の

みならず、メディア等においても、関心を引くものとなっていった。 

これに対して、日本農山村のフィールドワークから警鐘を鳴らしたのは、文化人類学者

の米山俊直である。米山は、1967 年の著書『日本のむら百年』のなかで次のように記して

いる。本論文の視角にも大きな示唆を与えている研究であるため、少々長いが引用するこ

とにしよう。 

 

“近代化”少年に対して、連想を避けられないものとして、おなじ頃あった、一種の“恋

愛結婚至上主義”を思い出す。こちらもまたまるで少女のように美しく、純粋であった。

しかしかの女のまさに少女らしい思いこみが、行動における制限をかなりの人々にあたえ

たのではないだろうか。仲介者をおくことや、おたがいの家庭的背景を考えることにすら

不純なものを感じる純粋さが、皮肉にも世間にいく組かの不幸な結婚をのこし、婚期を逸

した人々をのこしはしなかっただろうか。この、純真な少女における無邪気な思いこみは、

地球上で多くの結婚や生殖というものが、恋愛とはかかわりなしにあるという事実、また

ロマンティック・ラブなるものが双系血縁組織をもつ限られた地域にしかないという事実

について、知らなかったことに理由がある（米山 1967:76）。 

 

米山は、よき配偶者に恵まれない若者にとって、広く配偶者を選択する機会のひとつと

して機能していた「見合い」が一掃され、恋愛結婚至上主義が重んじられることを、農山

村における結婚の変化の方向として認めながらも、そこにプラスの側面だけではなく、あ

る種の危機感を抱いてもいたのである。その主張点は、結婚や生殖というものは恋愛のみ
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によって成立するものではなく、やはり人びとが生きてゆき、子孫を残してゆくという目

標のために結婚が成立してきたということにある。米山は、人びとが結婚に求めたものを、

恋愛結婚至上主義が覆いかぶさり、かつ恋愛を経ないと結婚できないというイデオロギー

が蔓延することによって、婚期を逃す人が増えるとみていたのである。本論文の文脈に即

して米山の指摘を言い換えるなら、農山村の若者個人の結婚観と生活実態との乖離につい

ての危惧の表明であったといえるだろう。 

 

2-5．生活婚と選択婚 

 これに対して、21 世紀に入った頃から、婚姻率の低下が注目されるとともに、家族社会

学においても、恋愛結婚＝近代家族という図式に疑問が出され始める。そのひとつに、落

合恵美子の研究がある。落合は、1980 年代以降結婚や家族に対する人びとの考え方や動向

が変化していることを指摘する（落合 2004，2008）。落合によれば、男女の未婚率や夫妻

の平均初婚年齢の本格的な上昇は 1980 年頃であり、その理由として、人びとは必ずしも結

婚する必要はないという考えを持つようになったからだという。現代社会では結婚や子ど

もを持つことが当たり前の時代ではなくなり、結婚や子どもを持つことは人生の選択肢の

ひとつとして位置づけられるようになってきたというのである。しかし、結婚は幸せな人

生を送るうえでの戦略的ライフイベントとして、依然として重要であることには変わりは

なく、「理想の相手があらわれるまで結婚しなくてもよい」という結婚相手の遷延は、「結

婚＝幸せのゴール」ということがその証左となっている（宮坂 1997）。 

 このような現象が生じた背景には、都市部を中心に、結婚しなくても「おひとりさま」

でも生活できるという新しい生活条件が浸透したことが非常に大きい。たとえば、コンビ

ニエンスストアが全国的に拡大したのは 1980 年代からであり1、外食産業の発展もあいま

って、食の外部化がずいぶん進んでいる。都市部のように、生活の多くの側面が商品化さ

れている地域社会においては、資金さえあれば、毎日の食事に困ることはない。くわえて、 

1980 年代以降家電製品の充実・発展ぶりも目まぐるしいものがある。わが国に特徴的な単

身赴任が成り立っていけるのも、こうした側面に拠るところが大きい。生活手段の維持・

確保の点でも、必ずしも結婚が必要ではなくなってきている。山田昌弘が「パラサイト・

シングル」と称したように、現代では親との同居は、たとえ未婚者が低所得者であっても、

未婚者にとってむしろ贅沢な生活を可能にするのである（山田 1999）。 

1980 年代から、個人レベルの衣食住は、結婚しなくともコンビニエンスストアをはじめ

外部サービスなどによって維持されることができ、結婚し子どもを持つことも選択肢とし

て位置づけられる。親と同居することによって、結婚しなくとも当面の間は生活できる。

つまり、1980 年代から、生活婚の 3 要件が分離しはじめ、生活を維持してゆくために必ず

しも結婚する必要はなく、結婚がライフスタイルのひとつとして位置づけられるようにな

った。本論文ではこれを選択婚と定義する。 

以上をまとめると、1980 年代以降、人びとの結婚の原理が生活婚から選択婚へと移行し
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たことが、日本社会の結婚をめぐる状況を大きく変えたと考えることは適切であると判断

される。しかしながら、それらの流れを自明のことと考えてしまうと、現代農山村におい

て、なぜ結婚は個人的な選択の問題ではなく、社会的な課題となるのかという問いには答

えられなくなってしまう。 

現代農山村において結婚が社会的な課題となる理由として、生活婚から選択婚へという

都市部の結婚のトレンドになじまない条件が、農山村社会に存在するからである。それは

現代農山村における家、集落の維持存続と結婚問題との直結性である。この点は古典的な

農村研究にも、また現代の家族社会学においても十分に分析できていない課題である。こ

の課題の研究史上の位置づけおよび本論文の分析視角については、第 1 章、第 2 章で詳し

く展開することになる。有賀らの古典的農村研究は、近代農山村の生活婚の実態や制度的

枠組みについては示唆的であるものの、過疎化、少子高齢化、農林業等の担い手不足とい

った集落の維持の問題は視野に入っていない。これに対して、現代家族社会学は恋愛結婚

か見合い結婚かという古典的な結婚類型は打ち破ってはいるが、生活婚から選択婚へとい

う都市的な結婚のトレンドを前提として分析を行っている。よって、米山が指摘したよう

な選択婚の陰の側面、すなわち、そこに結婚を望んでも結婚できない農山村の人びとの存

在は視野から外されているのである。そこで、本論文では、集落の維持という現代的な農

山村の問題と結びつけながら、農山村の結婚はどのような変化を遂げ、そしていまどのよ

うな実態にあるのかを探ってゆくことによって、現代農山村の現状を明らかにしていくこ

とにしたい。 

 

 

3．本論文の構成 

 

 本論文の構成は次のようになっている。 

 第 1 章では、結婚という事象を日本農村社会学がどのように捉えようとしてきたのかを

概観する。研究展開と、農山村の結婚・家族について時代区分を設けて整理したのちに、

本論文の課題を述べることにしたい。わが国の農村社会学は、「家」、「むら」という研究対

象を出発点とし、これまで、膨大かつ多彩な研究成果を蓄積している。本来ならば、本論

文の課題は序論で明記する点であろうが、現代農山村における結婚は集落維持という社会

的課題と直結している。そこで、農山村の社会的課題を提起し続けている農村社会学史の

流れの中で、本論文の課題を記述した方がより明確に打ち出せると考えたため、第 1 章で

本論文の課題を述べることをここで断わっておきたい。 

 第 2 章は、方法論を提起する。本論文の狙いは、集落についてのフィールドワークを通

して、筆者自身の収集し得た資料を中心に、現代農山村が抱える課題と結婚との関連を分

析していくことになる。しかし、そのためには配偶者選択という個人の側からのアプロー

チと生活の単位としての家や集落の存続条件という社会構造レベルを媒介する方法論が必
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要となる。その方法論が生活構造論であるが、生活構造論は実に多様な意味合いで使用さ

れている。そこで、第 2 章では、研究史とは別に方法論というかたちで、本論文で用いる

生活構造論というモデルについてその含意を明確にしておくことにしたい。 

 それらの研究史、方法論をふまえて第 3 章から第 5 章においては、現代農山村の現状分

析を行い、集落維持という社会的課題と農山村における結婚の動向がどのように結びつい

ているのかを実証的に明らかにしていく。 

 第 3 章では、まずは本論文で用いる調査方法（「T 型集落点検」）について説明する。次に、

14 集落で実施した「T 型集落点検」調査の結果をまとめており、小規模集落の人口、世帯、

婚姻状況の現状を示している。 

 第 4 章は、現代農山村に暮らす未婚男性に焦点を当てている。未婚男性が多く滞留する 2

集落を事例に、未婚男性の生活構造分析から、現代農山村における「結婚難」問題につい

て考察する。 

 続く第 5 章では、宮崎県諸塚村の 3 つの小規模集落を事例に、結婚と集落の維持存続と

の連関性について検証する。この章は、本論文の課題ともなっている、結婚に焦点を当て

て、現代農山村社会を知るという構成になっている。 

 終章では、それらの知見をもとに、分析のレベルをやや変えて、結婚問題からみた農

山村の集落維持の可能性と課題について論じることにしたい。 

 

 
 
【注】 
1 岩崎稔他編著『戦後日本スタディ―ズ③』20 頁の北田暁大の発言より 
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第 1 章 日本農村社会学における研究展開と本論文の課題 

 

 

1．はじめに 

 

 本章では、日本農村社会学の研究展開、および、本論文のテーマでもある、農山村の結

婚・家族について、時代区分を設けて整理し、日本農村社会学の歴史の大まかな流れを掴

むことにする。そして、これらを踏まえたうえで、本論文の課題の位置づけを明確に述べ

ることにしたい。 

日本農村社会学は、今でこそ領域社会学とされているが、人口の大半が農村に居住して

いた近代から高度成長期にかけての時期においては、日本社会を知るための不可欠な研究

領域でもあった。日本農村社会学は、日本の農政学や欧米の社会学・文化人類学などの諸

学を導き手としつつ、日本社会に特有の社会的な単位としての「家」、「むら」を析出し、

その構造原理や変容過程を実証的研究に基づいて明らかにしてきた。結婚という事象もま

た、「家」「むら」との関連において分析の遡上にのせられてきたといえる。 

そこで本章では、「家」と「むら」を 1 つの導きの糸としつつ、農村の結婚・家族に関す

る既存研究の整理を行う。とりわけ家族に関する研究の整理については、農村社会学的視

点と家族社会学的視点の 2 つの視点をとりいれた堤マサエの研究（2002，2003，2004）に

依拠している。 

 

 

2．日本農村社会学確立期から 1970 年代までの研究展開 

 

2-1．日本農村社会学確立―鈴木榮太郎と有賀喜左衛門の「家」と「むら」 

わが国の農村社会学の定礎者として、鈴木榮太郎と有賀喜左衛門を挙げることに異論は

ないだろう。鈴木榮太郎『日本農村社会学原理』（1940 年）、有賀喜左衛門『日本家族制度

と小作制度』（1943 年）の両著が刊行された時期をもって、日本農村社会学の確立画期とさ

れている。その理由は、「家」や「むら」という農村社会学が対象とすべき研究テーマが定

まったことによる。 

 鈴木の「自然村」1概念の提唱によって、「行政上の村ではなく農民たちの日常の生産と生

活の場としての村あるいは村落、また地理学的な景観上の集落ではなくて社会的諸関係の

統一体としての村あるいは村落」（細谷 1993:38）、が日本農村社会学の研究対象として据

えられていくようになる。これを農村社会学では一般的に「むら」と呼んでいる。 

 もうひとつの日本農村社会学の伝統的なテーマは「家」である。鈴木は、日本の家族を

「家協同体または単に家と呼ぶのがもっとも適当である」（鈴木 [1940]1968:161）とし、

家もまた、自然村と同様にひとつの精神とみなした。成員それぞれに一定の位座が与えら
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れ、家長を中心に家の発展と維持を何よりも目指すのである。 

 一方、有賀喜左衛門は、「家」は日本に特殊な慣行であり、通文化的意味の家族とは違う

ことを強調した。有賀は、「家」は重要な生活単位であり、生活保障を全面的に担うものと

位置づける。「家」の長い存続のために、「家」の全成員はひたすら奉仕することを 大の

義務とする。その目的成立のために、婚姻が存在するのである。それは「家」が生活に不

可欠な組織であったからである。有賀は、「家」は単独ではその存続が難しく、むらの中で

他の家々との生活関係を持たないと日々の生活は維持できないため、家々の連合がたいへ

ん必要であったと説いた。その家連合の形態として、「同族団」と「組」の 2 つがあると指

摘したのであった（有賀 1972）。 

 婚姻に関してみてみると、鈴木は、農村における婚姻は家と家との関係であり、個人と

個人との関係ではないとし（鈴木[1940]1968）、有賀もまた「家制度の存在にとって婚姻刊

行が極めて重要な部分を占める」（有賀[1948]1968：13）と述べている。鈴木の通婚圏の研

究（[1940]1968）や、有賀の農村における婚姻慣行の研究（[1948]1968）からもうかがえ

るように、両者の婚姻への関心は高いものであった。それは何より、農民生活において、

婚姻はたいへん重要な役割を果たしていたからである。 

 鈴木、有賀の研究は、「歴史的（時間性）、風土的（空間性）に限定された日常生活が生

み出す生活事象と、その生活事実を貫いている人間の生き方を、学的営為の基礎にしてい

る」（佐々木 1986:143）という特徴を持っており、生活論的視点がたいへん濃厚である。 

 

2-2．農村社会の民主化に向けて―戦後～1950 年代 

敗戦後、「日本社会の民主化」が絶対的命題として掲げられ、国民社会的規模での民主主

義的人間主体の確立が、社会科学や哲学、文学における主要な問題関心のひとつとなって

いった。なかでも福武直は、日本の民主化建設のためには、農村社会の変革が至上命令で

あり、過小農社会が有する生産力が向上しない限り、農村の本質的な変化は生じ得ないと

断言したのである（福武 [1949]1972）。 

 戦前の農村には停滞性、封建制、貧困といった特徴が挙げられる。戦後の改革では、家

父長的な「家」の解体、共同体的な村落の解体などといった、封建遺制の克服が強調され

たのであった。福武は、直系家族の原理は依然として農民の家族生活の中に根づいており、

封建遺制は残っているとみなした。結婚に関しても、結婚は当事者同士の問題ではなく、

家と家との結合であるという性格は、依然として前近代的なままである。さらに福武は、

家族の封建遺制と呼んできたものを、封建的家族主義とみなし、封建的家族主義が家族の

面だけでなく、その他の多くの社会においても、形を変えながら、広くかつかなり濃厚に

あらわれてきたことにも言及している（福武 [1951]1986）。 

 小山隆は、封建遺制時の家族の特徴として、家長権の強大と、他の家族員への犠牲の強

要を挙げている。長男が家長権を相続できる一方で、二三男は厄介者として隷属的な地位

に置かれていたと主張する。しかしそうした性格は時代の流れとともに様相を変えていく
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ようになる。二三男は農業を離れ、そして村から都市へ流出し、新たな家族構成を開拓し

ている一方で、長男は依然として後継者としての役割と期待を背負っていると小山は述べ

ている（小山[1951]1986 ）。 

 福武、小山の両者は、近代化とともに、かつてのような封建的な「家」は解体しつつあ

るものの、長男が後継者として家業を継ぐという直系家族の原理や伝統的意識は根強く残

存しており、民主主義的人間の形成のためにも、この日本的な家族意識の克服の必要性を

強く説いたのであった。そして、福武は、これまでの農村社会学には、階級的・経済学的

視点が欠如していることを指摘し、経済学的視点を導入した村落構造論を展開する。福武

が掲げる「構造分析」では、経済構造、階層構成、集団構成、政治構造の相互の関連が積

極的に示される。農村の社会構造についての理論的把握と構造・変動を究明するための調

査手法とが一体となった、方法論としての「構造分析」は、福武グループはもとより、農

村や都市研究に影響を与えたのだった（蓮見 2008:61）。 

 

2-3．農山村・農業の変貌期―1960 年代 

 1955 年を始点に、日本社会は高度経済成長期に突入し、農山村社会はこれまで経験した

ことのない大きな変貌を遂げていくことになる。明治以降一定数を保ってきた「農業就業

人口 1400 万人、農家戸数 550 万戸、農地面積 600 万町」という基本構造は、1960 年以降、

初に就業人口の減少、次に農地面積の減少、そして 後に農家戸数の減少が起こり、基

本構造の不変性が崩壊した（大内 2007）。さらに、産業就業者比率において、これまで第

一次産業は第二次産業、第三次産業よりも優位を保っていたが、1960 年をもって第三次産

業に追い抜かれてしまう。高度経済成長を機に、わが国の社会は農村・農業中心の社会か

ら、都市・産業中心の社会へと大きく移行した。 

 農村社会学では、兼業化、都市化、近代化というさまざまなタームで、変貌する農村・

農業を捉える議論が展開されていくようになるが、とりわけ村落研究者の間では「『むら』

の解体」という視点で議論が繰り広げられていった2。その詳細についてはここで述べる余

裕はないが、主に「解体」される「むら」とは何かということが、まずは問われることと

なった。中野卓をはじめ、「むら」は「解体」するばかりではなく、同時に「再編成」も行

っており、この両過程が同時に進行しているということを強調した論者が多かった。中野

はまた、「むら」は各時代各時期常に変化し続けており、継起する「むら」は先行する「む

ら」の変化を組み入れつつ再編成された「むら」であるという見解を打ち出したのであっ

た（中野 1966）。 

そして 1960 年代の農村社会の問題として、過疎問題が登場する。「過疎」というコトバ

は、1967（昭和 42）年における経済社会発展計画の公文書において初めて用いられた。そ

こでは、過疎問題は過密問題の対極として捉えられており、過疎とは、人口減少のために

一定の生活水準を維持することが困難になった状態を指す。 

一方、農業経済学者の安達生恒は、過疎問題を、「大都市における過密問題とともに、本



12 
 

質的には日本経済の高度成長のひずみのなかから生み落された双生児―しかも一卵性双生

児に外ならない」（安達 1981:79）と位置づけた。農村人口の流出とともに農家戸数も減少

するという挙家離村の多発が、過疎化を引き起こすもっと大きな要因となる。その結果、

むらにおける農業生産力が縮小し、生活機能も麻痺する。さらに、過疎化の進行は人びと

の意識の後退までももたらすことになる。こうした悪循環が繰り返されると、部落の消滅

にいたるという過疎化のメカニズムを安達は説明している（安達 1981）。 

過疎現象は、全国一様で生じているものではなく、地域差がある。このことは、斎藤晴

造らによる『過疎の実証分析』で明らかにされている。斎藤らは、全国各地方の過疎町村

の実態調査をもとに、過疎現象の東西比較を行っている。若年労働力の流出に加え挙家離

村型の過疎進行がすすむ西日本と、挙家離村も含むが季節出稼ぎ労働が主流となっている

東日本では、農家の経済構造についても、農家と労働市場との関係についても大きな違い

がみられている（斎藤他 1976）。 

60 年代の農村家族の動きや変化については、農業経済学者の並木正吉と文化人類学者の

米山俊直からみることができる。特に両者の著書からは、農村男性の結婚難の記述がみら

れる。並木は「 近学校を卒業してきた若い農村の娘達は、出来れば町の勤め人に嫁した

いと考え、農家の長男の嫁さがしの困難が訴えられることが多い。極端にいえば、さしず

め、次三男では就職難、長男は結婚難というところだ」（並木 1960:93）と記している。一

方、米山は少し違う角度から結婚難を捉えている。 

 

 以前、農業労働の老齢化と女子化、いわゆる 3 チャン農業が問題になり、農家のあと

つぎ問題から、嫁に来る娘もいないということが話題となった。ここ（奈良県大塔村……

木村注）でもおなじ現象がみられるわけだが、それはただ嫁のきてというような話ではな

く、実際には、物理的・空間的な孤独のなかへ、少数の若者をおいていることになるのだ。

かれらが話し相手もなく、老人たちとムラのさまざまなことをすべて“若者”として、そ

の役割を果たしてやってゆかなければならないとしたら、その心細さたよりなさは容易に

見当がつくのである（米山 1969:63）。 

 

若者の立場からすれば、同じ年頃の若者がごくわずかしかいないムラよりも、同じ年頃

の若者、とりわけ若い女性が――たとえ自身と全く無関係であったとしても――群がるマ

チのほうが魅力的である。米山は、若者流出の視点から、農家の嫁問題を考えていたので

ある。 

この両者の著書では、高度経済成長を機とする地すべり的な若年層の農業・農村離れが

すすみ、変わりゆく農山村が主な焦点となっている。しかしながら、兼業へと転化したが

農村での生活を主体的に選択した農家、農業を中心として工夫と努力を重ねて生き残る農

家などといった農業・農村の新しい動きなどが描き出されていることにも注目したい。学

界では「むら」の解体という論議が展開されている一方で、農山村に住む人びとは、新し
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い状況に適応しながらも、「むら」のなかでたくましい生活を日々送っているのである。 

 

2-4．生活構造論への着目―1970 年代  

高度経済成長期による農業・農村の劇的な変動を述べた福武は、農家の娘たちから「農

家には嫁ぎたくない」という言葉が語られるようになったことが、戦後における農家の婚

姻をめぐる大きな変化であると位置づけた。農家の母親の「娘は非農家へ、嫁は農家から」

といった身勝手な願望の結果、「農家の後継者の嫁とり難が、方々で叫ばれるようになった」

（福武 1971:52）と結んでいる。ほかにも、配偶者選択、結婚式のもち方、新婚旅行、若

夫婦に対する配慮といった、家族内部の変化がみられていることにも福武は着目していた

のであった（福武 1971）。 

木下謙治は、農民家族は、形としては直系家族が多いが、夫婦家族の論理が浸透してき

ており、農村における集団や組織の構成方法は、夫婦家族単位という方向に動いてゆく場

面が増加していくものと予想している。また木下は農村の自治組織についても言及してい

る。自治組織は、自治の内実、さらには行政末端機構という性格を薄めてきているとし、

自治組織の問題が、農村生活においてもっとも重要な問題の 1 つであると述べている（木

下[1974]1991：198-200）。この自治組織の問題は、70 年代後半以降の村落社会学会の共通

課題として掲げられ、議論が重ねられていった3。 

そして、1970 年代に入ると、村落研究において生活構造分析の有効性をめぐる議論が展

開されていくようになる。この時期の生活構造論的村落研究に、山本陽三による一連の研

究をまずは挙げることができる（1977、1981a、1981b）。山本は、農山村で暮らす人びと

の生活意識や生活組織への関わりかたを明らかにすることによって、農山村社会の変容過

程を把握しようとする。山本は、宮崎県 SAP 運動4の展開を検討した『日本の農業』（1977）

のなかで、農村の結婚についても言及している。マスコミや行政が「花嫁不足」と叫んで

いるが、当の農家男性たちはそれほど不自由していないこと、とはいえやはり、農家男性

は女性と交流する機会が少なく、そうした場や環境を整えていく必要があるということを

述べている。農家男性にとって、結婚難の要因とは、若年女性が農業・農村を忌避すると

いうよりもむしろ、女性と交流するチャンスの乏しさのほうが強いとみているのであろう。

積極的な農業を展開している男性は、結婚難には陥らないのではないかというのが山本が

示した見解であった。 

 堤（2002）は、1970 年代は、戦後から始まったさまざまな研究成果が発表された時期で

あり、家族研究では、家族の内部構造や社会との関連、変動に関心が向けられ、農村社会

学では、同族の理論的研究、「家」・「むら」の理論やその解体過程、生活構造の研究といっ

た、理論と実証の双方の研究がまとまった時期と捉えている。 

 しかしながら、蓮見音彦が「 近の研究傾向の一つの特徴として、微細な分析は行われ

ながらも、必ずしも事態の核心に迫りえないうらみを残してきたように思われる」（蓮見 

1981:12）と鋭く投げかけたように、農村社会学が直面しなければならない課題が自明のも



14 
 

のとはいえなくなってしまったのである5。たとえば、山本努は、1960・70 年代前半の過疎

研究を牽引したのは、主に農業経済学者であり6、農村社会学サイドからの研究は薄いもの

であったということを引き、「農山村に問題は山積するが農村社会学がそれに対処していな

いという奇妙な状況である」（山本 1996:14）と指摘したのであった。 

  

                                                

3．現代農山村の社会的課題と分析枠組み 

 

3-1．多様な研究領域の登場―1980 年・90 年代 

 1980 年・90 年代の日本村落研究学会の共通課題を振り返ってみよう。1970 年代後半か

ら 80 年代前半にかけては、すでに述べたように村落の自治機能を問うもの、85 年から 87

年度は、「土地と村落」が掲げられている。88 年から 90 年度の 3 年間は、「農村社会編成

の論理と展開」と銘打って、転換期にある家、農業経営、農村社会を捉える議論が積み重

ねられた。3 年間の討論のなかで 終的には、「家と村という伝統的課題にかかわることが、

日本農村と農業の現実と課題を理解するうえでどのように貢献しうるか」（高橋 1991:21）

ということが共通認識されたと、高橋明善は述べている。また、高橋は、この転換期を、「転

換期という表現をこえた危機」（同上:44）と位置づけている。翌年度からの 91 年、92 年度

は「家族農業経営の危機」が共通課題としてのぼり、日本と諸外国における家族農業経営

の国際比較が行われた。 

90 年代半ばに入ると、95 年度「環境問題」、96 年度「有機農業運動」、97 年度「山村再

生」、98 年度「農村福祉」といったように、多様な研究テーマが村落研究学会の共通課題と

して登場するようになる。なかでも 94 年度の共通課題として「農村女性」がのぼり、農村

女性研究において大きな画期となった。 

農村女性が政策上においても、研究上においても着目された背景を述べると、政策上で

は、全世界的な女性の平等を求めるイデオロギー的・政治的潮流と、農業の担い手の衰退

（高齢化と男性労働の減少）によって、代替としての女性労働に注目が集まったとされて

いる（熊谷 1994）。しかしながら、農業労働力の女性化は戦時経済下からすでにはじまっ

ており、農業就業人口における女性の割合が過半数を超えていたのは、1940 年からである

（中安 1969）。つまり、これまで不可視であった農村女性に着目することで、停滞する農

業・農村を打破しようという意図があり、さらには深刻化を増す農村男性の「嫁不足」問

題の根本的な解決を求めて、農村女性の地位向上が重要な政策として位置づけられるよう

になった7。 

 一方、研究においては、農村女性政策からの影響にくわえて、村落研究における分析の

視点が、これまでの「家」、「むら」から個人を対象としたものへと広がりを持ったことが

大きいと靍理恵子（2007）は指摘する。農村社会変革の主体として、個人が着目されるよ

うになった8ことで、村落研究においてフェミニズム・パースペクティブが導入され、農村
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女性研究へとつながったという。 

研究対象が多様になっても、やはり「家」、「むら」を問う研究が、重要なことには変わ

りはない。現代農村における「家」、「むら」を問い直すものとして、塚本哲人編『現代農

村における「いえ」と「むら」』（1992）と細谷昂他『農民生活における個と集団』（1993）

が挙げられる。どちらも東北農村地帯を対象に、詳細な実証研究を展開している。『農民生

活における個と集団』のなかで細谷は、今日の家と村を、「自立した個が、みずからを守り

発展させるために発揮している共同体」である「新しい家と村」として捉え、さらに個人

の自立は家の解体につながるのではなく、各成員の工夫と努力によって家の経済・生活が

成り立っていることを主張したのであった（細谷 1993）。 

 過疎状況は、1985 年～90 年の間に地域論的過疎に加え、人口論的過疎が深化するという

「第二次過疎」の段階に突入する。過疎研究における新たな視角を投じたものに、山本努・

徳野貞雄・加来和典・高野和良の『現代農山村の社会分析』（1998）を挙げることができる。

彼らの研究は、「現代社会の問題としての農山村研究を目指して」おり9（山本 1998:ⅲ）、

そのため農山村の生活構造分析を方法論に取り入れている点が大きな特徴である。徳野は

別稿で、農山村研究における構造論的現状分析は一定の限界があるとし10、農山村で暮らす

人びとの生活構造を捉える研究視点の導入を訴えている（徳野[1994]2011a）。彼らが展開

し続けている一連の研究には、生活構造論的視点が明確に打ち出されており、山本陽三の

研究の流れを汲むものである。なかでも、この書のなかで、深刻さを増しつつある農村男

性の未婚化の現状分析を行った高野和良（1998）と徳野（1998）の研究では、結婚が個人

の問題へと変容しているが、農山村における結婚は依然として、地域社会の問題であると

いう姿勢に立って、農村男性の結婚難を考察している。 

  

3-2．現代農山村を捉える多様な視角―2000 年代以降 

 21 世紀に入り、過疎状況は、限界集落や消滅集落の問題を抱える「第三次過疎」段階へ

と突入する。大野晃が 1990 年前後に提唱した「限界集落」論は、2007 年頃にマスコミに

よって注目を浴びるようになった11。「限界集落」とは、大野の定義によれば、「65 歳以上

の高齢者が集落人口の半数を超え、冠婚葬祭をはじめ田役、道役などの社会的共同生活の

維持が困難な状況に置かれている集落」（大野 2009:51）のことである。また、大野は年齢

を基準に集落の状態を、存続集落（55 歳未満が半数以上、担い手の再生産が行われている）、

準限界集落（55 歳以上が半数以上、近い将来担い手なし）、限界集落、消滅集落び 4 つに区

分し、この状態区分を自治体の安定度・崩壊度を測る物差しにするとともに、その状態区

分に応じた集落対策を考える手立てにしている（大野 2009）。 

これに対し徳野は、集落の維持・存続を論じてゆくには、高齢化率を第一条件とするの

ではなく、人口、世帯、就業構造、他出子のサポート、後継者などの複数の要件を総合的

に捉える分析枠組み（図 1-1）を生活構造論的に提示した（徳野 2011b:62-64）。では、こ

の図 1-1 の分析枠組みについて説明しよう。 
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A であるが、農山村におけるもっとも基礎的な生活単位は世帯・家族であるという視点か

ら、人口構成（年齢構成、男女数、高齢化率）と独自の世帯類型12を用いて、農山村で暮ら

す人びとの生活構造基盤の実態と変化を捉えている。1960 年以前の農村家族は、直系制家

族主義であったが、現在では、世帯と家族は分離し、農村世帯は極小化の傾向がみられて

いる。 

B の経済状況についてだが、かつての農家は農業・林業で生計を立てていたが、現在、ほ

とんどの農家では農業のみで生計を立てているわけではない。いまほとんどの農家では、

農外就労、年金、農業・林業収入などといったさまざまな収入源を持ちよって生計を立て

ているのである。そのため、農山村で暮らす人びとがどのような就業構造を持ち、いかな

る収入源を得て家計を維持しているのかという点に注視する。農業経営の規模、生産作物、

といった従来の農業経済学的な分析のみでは現代農山村の生活を捉えることには限界があ

る。 

C は、小規模集落の人びとの暮らしを安定させるための外部社会との関係性（アクセス性

を含む）を把握する。現代農山村社会は自動車社会である。農山村住民は「公共交通機関

が不便」であると言いながら、自身の移動には大きな不便を感じていない13。人びとの移動

能力を確認し、自動車を公共的にどうシステム化してゆくかのほうがむしろ農山村社会が

取り組むべき課題である。次に、外部社会との関係性のなかでも、周辺に他出している子

ども（他出子）との関係性がもっとも重要となるため、他出子の属性、居住地、関係性の

内容などについて確認する。 

D であるが、(8)の結婚は、生活を維持してゆくための生活婚から選択婚へと移行したこ

とによって、わが国の未婚率は上昇した。この(8)の結婚は、(7)の後継者の確保にたいへん

直結している。つまり、この D は集落の維持・存続にもっとも直結しているものであり、

A、B、C、E とも深く連関している。つまり、後継者の確保、結婚という課題は、農山村

集落の維持存続を考えるうえで、もっとも重要な要件なのである。しかし、後継者問題、

後継者の結婚問題は、若者の問題で片付けられるものではなく、親の考え、教育観、地域

観などといったさまざまな要因が複雑に絡み合っており、容易に解決できるものではない。

だが、これらの問題に正面から向き合わないことには農山村の展望はないといってよい。 

E の地域統合であるが、地域をまとめる存在として、今日では卓越したリーダーシップを

発揮する住民の役割に注目が置かれている。しかしながら、特別目立った活動を行うリー

ダーがいなくとも、中軸となる住民層を形成することによって、地域がまとまっている場

合もたいへん多い。現代農山村社会では、こうした中核住民（リーダーを含む）が形成さ

れているかどうか、どのような役割を果たしているのかを明らかにすることが重要なポイ

ントであろう。また、地域をまとめるものに、祭り、歴史、伝統、山林といった「シンボ

ル」の存在も非常に大きい。この「シンボル」論は、山本陽三（1981b）から示唆を得てい

る。 
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A＜在村者人口と世帯類型＞           D＜後継者確保＞ 

  

 

 

 

 

 

  

B＜経済状況＞              C＜福祉・生活能力＞ 

図 1-1 現代農山村社会の生活構造論的分析枠組み 

資料）徳野、2011b、62 頁 

 

 

この図 1-1 の各要件は、小規模集落の維持・存続の要件でもあり、現代農山村が抱える諸

課題にも通じている。よって、2000 年代以降の農村社会学の研究展開については、この分

析枠組みに沿いながら整理を行っていくことにしたい。 

 大友由紀子（2007）は、(1)、(2)に関して、農家の平均世帯員数の縮小と、農山村地域的

特徴を持つ郡部の三世代同居世帯の減少を明らかにしている。こうした事態を招く 1 つの

要因となっているのが、(8)の農林漁業関係に就く男性の未婚率の高さである。農林漁業関

係職業に就く 30～40 歳台男性の未婚率は、同年代の他の職業に就く男性の未婚率よりも高

い傾向があり、そのため農林漁業の後継者男性の結婚難は深刻であると大友は指摘する。 

 現代農山村の人びとの生活をみるには、今や(6)の他出子の存在を抜きに語ることはでき

なくなっている。近くに住む他出子が手段的、情緒的サポートだけでなく、農作業の手伝

いや集落の共同作業をも行っている実態を明らかにしている高野（2008）の研究にみられ

るように、高齢者の日常生活や集落維持は、他出子によって大いに支えられているのであ

る。他出子の動きとも関連して、農山村における人口流入については、90 年代から続く山

本努の研究がある。現代農山村には一定程度の人口流入が起こっており、U ターンや結婚

による流入に着目している（山本 2008）。 

B について、河村能夫は、農家が兼業化の道を選択したことは、「戦後の日本農業の特徴

である小規模家族経営農業の枠組みの中においては、きわめて合理的で安定した経済形態

であった」（河村 2004:40）とし、「兼業農家は基幹的農業の担い手であり、その定着した

技術・知識の継承者であることが多い」（同上：63）と位置づけている。同じく徳野も、農

村の安定兼業農家の強みは、複業化形成のため経済的な余裕が得ていることはもちろんで

あるが、兼業農家世帯は、多世代同居もしくは近接別居型（子どもと同居はしていないが、

子どもが近くに別居している）であり、世帯人員も多く、安定した人的資源を確保・活用

できることにある。そして、何よりも、家が持続していける安心感が人びとの幸せな暮ら

（7）後継者の確保 

（8）結婚 

（5）移動能力（交通） （3）農業経営の規模 

（6）他出子のサポート （4）複業の構成 

（1）人口・高齢化率 

（2）世帯類型 

＜E．地域統合＞ 



18 
 

しを保証するものであると強調する（徳野 2011b）。河村や徳野がもっとも言わんとすると

ころは、現代では、兼業農家が中核となって農林業・農山村を大いに支えていることであ

る。 

 2000 年代に入っても、農村女性研究はたいへん関心の高い研究領域である。なかでも女

性研究者による農村女性研究が活発である14。 

永野由紀子は、庄内地方の農家調査から、農村女性の就労形態の多様化を明らかにして

いる。とりわけ嫁世代は現金収入の担い手として期待されており、農業就労にせよ、農外

就労にせよ、女性の労働が高い評価を持つ「家」は、「ひとつの家計」を共有する生活シス

テムとして存立していると主張した（永野 2005）。 

一方、女性個人を分析対象に据えた靍理恵子は、農家女性が経済力を身につけることは、

生活全般に「ハリ」を生みだし、家族員との関係を好転させることにとどまらず、活気を

失いつつあるむらに新たな力をもたらすと分析している（靍 2007）。 

農村女性が経済力を持つ「場」として、農村女性起業がある。藤井和佐は、農村女性起

業の規模は小さいながらも、雇用を創りだし、地域資源を掘り起こした点は無視できない

とした。また、起業の土台となっているものは、むらを基盤とする生活改善実行グループ

であり、近年増加傾向にあるグループ経営の労働力は家族が中心となっていることを明ら

かにしている（藤井 2007a，2007b）。 

これらの農村女性研究から得られる知見のひとつに、現代の農村女性は、自立した「個」

でありながら、家や地域社会を支えている点にある。つまり、農村女性の活躍は、夫婦関

係をベースとした家族関係、地域社会との関係のなかから生じるものである。家を支える

女性のあり方を捉える研究視点は、(3)、(4)に通じている。 

 （7）の後継者確保について、堤マサエは、今日の農村の直系制家族であっても、後継者

との居住関係は多様化しており、直系制家族の再生産も不確実なものとなっていることを

指摘している。また、後継者を決める背景は、同居と家業のみではなく、未婚・既婚、家

業以外の職業とも関連しているという。さらには親子間の継承に対する意識の相違や、継

承について「話し合っていないためわからない」という事態も生じており、現在では後継

者確保は複雑な課題となっていることを述べている（堤 2009）。 

 E の地域統合に関して、靍（2007）は、異質性の高い農村リーダー15に着目し、こうした

人びとの動きが新たな農村社会を編成する源とみなす。しかしながら、靍の言う同質性の

高い人びとの動きを無視してはならない。2000 年代の研究ではないが、同じく靍（1990）

の研究からは、卓越したリーダーの存在はなくとも、むらびとたちが、むらに住み、農業

を続け、家を維持してゆくにはどうすればよいのかという問いに、しっかりと応えていく

姿勢にこそ、むらが維持されてきた要因であるということを導き出している。 

 図 1-1 の分析枠組み全体を捉える研究のひとつに、山下祐介の研究がある（山下 2008, 

2009）。山下は、家の継承存続と集落の存続消滅がいかなる関係にあるのかを実証的に分析

している。他出子のサポートを受けながら、高齢者のみでも暮らせる条件の成立や、人び
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とが何とかムラを保持していこうとする志向性がみられ、集落の消滅よりは縮小再編成へ

の可能性が示唆されていることを指摘している。これまでの限界集落論の特徴として、高

齢者の生活をどう維持していくかが論点であったが、山下は、むしろ若い年齢層の動向に

着目してゆくことのほうが重要であり、集落の「限界」の本質を、「地域での中高年や若者

の生活維持、雇用や収入の確保、さらには結婚、そしてその結果である子どもの誕生とい

った、30 年前まではごく当たり前に行われていたはずの家族再生産過程の不全」（山下 

2009:186-187）にあると説いたのである。 

  

 

4．本論文の課題 

 

 以上、農村社会学の確立から現在までの、農村社会学における研究展開および結婚・家

族の研究について素描してきた。 

 農山村の人びとの生活基盤である家やむらは、「むらの解体」という議論が展開されたも

のの、かたちを変えながら、現実の状況に応じながら形成されている。ことに現在にあた

っては、他出子（他出者）といった空間を超えて形成されている家族によって、人びとの

暮らし（日々の生活や集落生活）はなんとか維持されていると言えよう。つまり、「個」は

自立していながらも、やはり現代農山村社会では家族関係をベースにしなければ、生活を

維持してゆくことはむずかしい。 

 徳野は現代農山村の地域課題――過疎化、少子高齢化、担い手不足――を「将来への不

安」16と要約した（徳野 2011b）。徳野の指摘は、農山村に居住する住民の視野から現代農

山村の問題にアプローチしようとするものであり、個人の視野と農山村の集落という社会

構造との双方を視野に入れた分析の重要性を提起しているといえる。それは、農村居住者

個々人の不安の内容が、図 1-1 の諸要件に重なっていることにもあらわれている。そのよう

に考えれば、この不安は、農山村に居住する個々人の「家族再生産への不安」へと収斂さ

れる。それは(7)後継者の確保と(8)結婚の要件にあたる。この(7)と(8)は、もっとも直接に集

落の維持・存続に直結するだけではなく、すべての要件にも深くかかわっている。つまり、

現代農山村の現状分析を行うには、この(7)と(8)に焦点を当てていく必要性がある。とりわ

けあとつぎの「再生産」という視点に立てば、(8)の結婚について深く掘り下げてゆくこと

が必要となる。 

 本論文の課題に入ろう。本論文では、現代農山村における結婚を個人の結婚として捉え

るのではなく、世帯・家族、集落、地域社会という集団までを分析の対象とする。それら

の集団が結婚の当事者である主体の視野に入ってくるところに、農山村の結婚、すなわち

生活婚の特徴があると考えるからである。その内容をより具体的に示すならば、それは農

山村の男性に焦点をあてた結婚の実態分析となる。本論文では、現代農山村で屋敷や田畑

の等の家産の継承を期待されながら生活している男性、特に未婚男性の生活に着目する。
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なぜなら、彼らの結婚は集落の維持という問題と直結しているからである。 

しかしながら、これまで、現代農村男性の結婚問題を取り上げた岩本純明（1995）、光岡

浩二（1996）、内藤考至（2004）の研究からは、農村男性の生活実態というものがあまり浮

き上がってこなかったという点が指摘できる。これらの研究は、農村女性の側から農村男

性の結婚や結婚難を論考しており、さらには、農村男性の結婚難は農村女性問題として語

られがちであった。 

農村女性研究では、主に既婚の女性が研究対象となっており、農村女性研究からみえる

農村女性は、「夫婦単位での暮らしを重視しながら、多世代での暮らしをも大切に、同時に

自己実現も可能にすること」（川手 2007）を志向していることからもうかがえるように、

農村女性側はパートナー形成を提唱している。だがその一方で、農村男性が抱える大きな

課題のひとつに未婚化があるように、農村男性側はパートナー形成ができにくいという現

状を抱えている。 

このことから、現代農山村における結婚を論じてゆくには、農村女性以上に農村男性（特

に未婚）に着目してゆくことが必要になる。そして、農山村の現状分析を行うには、地域

社会の中核を担う壮年層17の動向はもっとも重要である。こうした理由から、本論文では、

現代農山村における壮年男性の結婚に着目することによって、現代農山村の現状分析を行

ってゆくことにしたい。 

こうした作業を行っていくために、本論文では農山村の男性からみた結婚をとりまく諸

条件の分析のために、生活構造論という分析方法を用いることにする。生活構造という概

念は多様であるが、ここでは山本努の「人々の暮らしを成り立たしめているさまざまな要

素の複合的・定型的パターン」（山本 1998：ⅳ）という定義に従うことにする。つまり、

農村男性の「生活構造」を実証研究のなかから明らかにすることが求められようすでに指

摘したが、現代の農村男性の結婚問題を扱った研究のなかで、未婚男性の「暮らしぶり」

を示している研究はたいへん少なく、こうした点を明らかにすることに大いに意義がある

ものといえる。 
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【注】 
 
1 鈴木は、日本の農村社会を集団および社会関係の累積体と捉えた。その集団累積体は一般

に三重に重なっており、小さいほうから小字や組とよばれる第一社会地区、大字や部落と

よばれる第二社会地区、1889 年の町村制によって新たに出来た、行政村にあたいする第三

社会地区である。なかでも、第二社会地区はもっとも結束が固く、ひとつの自律的な存在

であり、「村の精神」が備わっているとみなした。この第二社会地区を鈴木は「自然村」と

名づけたのである（鈴木[1940]1968）。 
2村落社会研究会は、1964 年度、1965 年度大会の共通課題として「『むら』の解体」を掲げ

ている。 
3 1977 年度の共通課題として村落生活の「主体的再編成」をかかげて以降、共通課題とし

て、78 年から 80 年度の「農村自治」、81 年度に「農村計画」、83 年から 84 年度では「農

政と村落」と、村落の自治機能に目が向けられている（中田実 1986:8） 
4 SAP とは、Study for Agricultural Prosperity の略。1962 年に発足した、農村青年が自

主的に「農業繁栄のための学修」をめざす運動のことである。 
5 同様のことは、松村和則（1992）も指摘している。こうした状況を受けて、富永健一は

「いまや、日本の農村社会学はまったくの停滞におちいってしまった」（富永 1995:184）

とまで言い放ったのであった。 
6 本章 2-2 の、安達生恒、斎藤晴造、並木正吉は農業経済学者であり、過疎研究の牽引者で

もある。同じく米山俊直も、過疎研究に精力的であった。 
7 家族経営協定の締結、農村女性起業への支援、農業委員や農協理事などの役職における女

性の登用などが推進されている 
8 靍（2007）は、村落研究において個人が着目されるようになった契機として、1989 年の

日本村落研究学会第 37 回大会における徳野貞雄の報告「農業危機における農民・農協の新

たな対応」を挙げている。 
9 山本努は、鈴木榮太郎の「戦後の日本の農民の受けた変化の一つは直系家族黙殺の制度、

今一つは農地改革であり、さらに今一つは町村合併と工業国化、全国都市化である。……

しかるに戦後の農村社会学者が大きく取り扱ったものは同族組織の問題と村落共同体の問

題である。これは戦後の日本農村が特にその解決を求めた問題ではない。これらはいずれ

も余程暇な少数の学者がこつこつと一人で行うにふさわしい研究である。学会こぞって大

がかりに取組むべき問題ではない」（鈴木 1970:351-355）という言明を引き、「農村社会学

が取り組むべき問題は、現実の中に求められなければならない」（山本 1998:ⅲ）というこ

とを強調している。 
10 その理由として、第 1 に当該地域社会をいくら精緻に現状分析しても、その構造特質は

常に日本全体の経済社会構造との連関で検討させられるため、同一的な結論に陥ってしま

うこと、第 2 に構造論的現状分析では、現在の農山村に住み暮らす人びとの内部社会構造
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の実態を把握する力が弱いこと、第 3 に分析があくまで現状分析であり、現在の農山村の

諸課題を解決していくための対応的理論化が弱いことを挙げている（徳野[1994]2011a：

223-226）。 
11 この背景には、2007 年の参議院選挙の争点のひとつに格差社会があがっており、その例

として「限界集落」問題が取り上げられたことが大きいと秋津元輝（2009）は指摘してい

る。 
12 世帯を①単独世帯、②夫婦世帯、③中高齢者小世帯（基本的に 50 代以上の夫婦とその親

から成る世帯）、④核家族世帯、⑤多世代同居世帯、⑥後継者未婚世帯（35 歳以上の未婚の

子どもとその親から成る世帯、および未婚の単身世帯）、⑦その他世帯（兄弟姉妹と同居、

祖父母と孫が同居）に類型している。詳細なことは第 3 章にて述べることにしたい。 
13 2006 年に熊本大学文学部地域科学科社会学研究室が実施した『山都町地域社会調査』に

よると、自身の通勤や外出について、「車を運転できるので不便を感じない」が 7 割、「車

を運転しなくても不便を感じない」を含めると、「不便を感じない」と回答した人は 85％を

占めていた。逆に「車を運転しないので不便を感じる」と答えた人は１割にも満たなかっ

た。年齢別性別については、男性では 70 代までは 97％が車を運転し、女性で車を運転する

のは、50 代までは 96％、60 代で 48％、70 代で 18％である。このことから、高齢によっ

て車の運転ができなくなる住民に対しての交通システムの構築のほうが重要課題となって

いることが理解できるであろう。 
14 本章で挙げているほかに、農村女性のパーソナルネットワークについて明らかにしてい

る原珠里（2009）、農村女性起業に関する考察を行った西山未真（2009）など、90 年代か

ら引き続き、多彩な研究が展開されている。 
15 異質性の高いリーダーとは、定年退職後の帰農者、村外からの新規就農者、女性などを

指す。反対に、同質性の高い人は、あととり、長男、学卒後農業に従事している人を指す。 
16 「将来への不安」は次の 3 領域の複合体として形成されている。第 1 は、人口減少や高

齢化等による家の消滅や集落の維持など、存在に関する「人口の将来不安」。第 2 は高齢化、

担い手不足による農林業経営の衰退と、非農業的な職場確保の困難性などの「経済の将来

不安」。第 3 は他出している子どもたちとの相互扶助関係や買い物・病院などへの社会関係

へのアクセスなど、生活における外部との「関係性の将来不安」である（徳野 2011b:60） 
17 本論文では、壮年層を 30 代～50 代と設定する。 
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第 2 章 農山村社会における「結婚難」の分析枠組み 

 

 

1．問題関心 

 

 本章では、農山村維持・存続の要として、農山村の結婚、特に農村男性の「結婚難」問

題に焦点を当てて、本論文の課題に迫っていきたい。 

 結婚難という問題は、いつ頃どのように問題とされるようになってきたのであろうか。 

現代の日本社会では、未婚化・晩婚化が進んでいると言われている。もっとも、2005 年の

わが国の生涯未婚率（50 歳での未婚率）は男性 15.4%，女性で 6.8%であるが、それらの数

字は、先進国の中では必ずしも高いとはいえないという指摘もある（神原他編 2009）。また、

歴史的に遡ってみても、すべての人びとが結婚できていたわけではないし、婚姻の形態も

多様であるというのが社会史の教える事実である（落合 2000，義江編 2002）。厳密に考え

ると、「結婚難」とは何かを定義することは意外に難しいのである。 

 しかしながら、「結婚難」という言葉は、わが国では 1980 年代から確実に使用頻度を高

めており、社会的にも学術的にも定着してきているという現実がある。それは「一生結婚

するつもりはない」と考える未婚者が少ないにもかかわらず、実態としては未婚化・晩婚

化が進んでいることによって、意識と実態とのズレが大きくなってきているからである。

なぜなら、序論でも述べたように、1980 年代より前の結婚の意味は、個人レベルでの生存

と集団の再生産が同時に存在する「生活婚」であったが、現在の結婚の意味は、個人レベ

ルでの生活の質や快適性に偏重しているからである。 

 本章の目的は、現代社会に生じている「結婚難」問題を通して、農山村の「結婚難」問

題を分析する枠組みを提示する。そのためにまず、2 節で日本社会における婚姻行動の変化

を統計データによって概観する。3 節では家族社会学の分野が婚姻行動の変化についてどの

ような説明を行い、どのような視点から未婚化・晩婚化を論じているのかを明らかにする。

4 節では、農村研究における婚姻行動への視点について、既存研究の整理から明らかにした

のちに、農山村の結婚における「生活」という視点の重要性を論じる。5 節では福岡県星野

村のデータから 4 節で提示した「生活」という視点の重要性を確認する。 後に 6 節で本

論の方法論的視点として「生活構造論的アプローチ」を提示する。 

 

 

2.日本社会における婚姻行動の変化 

 

 本節では官公庁統計データを用いて、日本社会における婚姻行動の変化について確認す

る。国勢調査や人口動態統計が示すデータは、人びとの婚姻行動の動向を知る手掛かりと

なる。人びとの婚姻行動はどのような変化を描いているか、どの時期が婚姻行動の転換点



24 
 

となったのかについて、これらのデータからまずは押さえていくことにしたい。 

 

2-1.婚姻率の推移 

まず、婚姻行動の動向を、婚姻率という指標から確認しておきたい。図 2-1 は、1882 年

から 2009 年までの婚姻率の推移を表したものである。婚姻率とは、人口 1000 人に対する

1 年間の婚姻届出数のことである。算出方法は、年間婚姻届出件数／毎年 10 月 1 日現在日

本人人口×1,000 である。この図に示された動向は、時代背景を押さえることによって説明

することができる。では、数値の動向について確認をしておきたい。 

 
図 2-1 婚姻率の推移 

資料）2009 年厚生労働省統計情報部「人口動態統計」をもとに筆者作成 

 

図 2-1 をみると、明治から終戦まで、わが国の婚姻率は、おおむね 8 ないし 9 であった

ことがわかる。終戦直後の突出的な婚姻率の高さは、終戦後一斉に婚姻届が出されたこと

によるものであると説明できる。第一次ベビーブーム世代（現在 60 代前半）が結婚を開始

する 1972 年では、婚姻率も 2 桁を記録した。だが、その 5 年後の 1977 年の婚姻率は 7.2

となっており、この 5 年間で大きく減少している。図 2-1 には示していないが、1973、1974、

1975 年の婚姻率はそれぞれ 9.9、9.1、8.5 であり、76 年では 7.8 であった。つまり、終戦

直後と 1970 年代前半の結婚ブームを除けば、明治から 1975 年までは、婚姻率はおよそ 8

ないし 9 を維持していたことになる。 

しかし、1982 年には婚姻率は 6.6 にまで減少し、1982 年以降婚姻率は 7 を上回ることは

なく、1987 年には 5.7 にまで落ち込んだ。その後の婚姻率はゆるやかな上昇と下降がみら

れるものの、2009 年には 5.6 と、これまでで 低の値となっている。婚姻率を指標として

考えると、日本社会における結婚の転換期は 80 年前後であることがわかる。 

 



25 
 

2-2.平均初婚年齢の推移 

 次に図 2-2 の平均初婚年齢の推移から人びとの婚姻行動の変化を確認する。平均初婚年齢

とは、各年に婚姻届出をした初婚者の平均年齢である。終戦前後は、資料不備のため統計

が行われていない。 

 図 2-2 をみると、平均初婚年齢は夫妻とも、1910 年から 30 年までは比較的安定してい

るが、30 年から 40 年では上昇している。 

 戦後の平均初婚年齢は、夫妻とも 1950 年から 60 年にでは上昇し、60 年から 75 年まで

は夫 27 歳、妻 24 歳で安定していた。だが、75～80 年を節目に平均初婚年齢は夫妻とも上

昇している。夫の場合、1975 年の 27.0 歳から 1980 年では 27.8 歳へと増加し、妻も 1980

年で 25 歳を突破している。そして、1980 年以降も平均初婚年齢の上昇傾向はとどまるこ

となく、2009 年では夫は 30.4 歳、妻は 28.6 歳にまで達している。 

 

 

図 2-2 平均初婚年齢の推移 

資料）2009 年厚生労働省人口動態調査より筆者作成 

 

2-3.未婚率の推移 

後に男女別、各年代別の未婚率について確認しよう（図 2-3、図 2-4）。未婚率の算出は、

たとえば 2005 年 25 歳～29 歳男性の場合、未婚率＝（2005 年調査時点の 25 歳～29 歳の

未婚男性数）／（2005 年調査時点の 25 歳～29 歳男性の人口）×100 である。 

 男性の未婚率推移をみると（図 2-3）、どの年代も 1975 年を境に上昇がみられている。特

に 30～34 歳における未婚率の上昇が著しい。また、35 歳以上の未婚率をみると、1980 年

以前までは未婚率は 10％にも満たなかったが、80 年以降どの年代でも未婚率は上昇し続け

ている。30 代以上の男性では、1980 年から本格的な未婚率の上昇が起こったことがわかる。 
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図 2-3 男性各年代別未婚率推移（%） 

資料）各年国勢調査より筆者作成 

 

 

図 2-4 女性各年代別未婚率推移（％） 

資料）図 2-3 に同じ 

 

一方女性の未婚率推移をみてみよう（図 2-4）。20～24 歳女性の未婚率は、2 段階にかけ

て上昇していることがわかる。20～24 歳女性の未婚率は、1920 年から 55 年までは上昇し

続けているが、55 年から 75 年にかけてはあまり変化がみられない。しかし、75 年を節目

に 20～24 歳女性の未婚率は再度上昇している。1960 年から 75 年の妻の平均初婚年齢が

24 歳で安定していたことをすでに述べたが、55 年から 75 年にかけては「女の結婚はクリ
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スマスケーキ」と揶揄されていたほど、女性は 24 歳まで結婚するという適齢期規範が強か

ったことがわかる。 

25～29 歳女性の未婚率は、1980 年まであまり変化がみられなかったが、80 年を節目に

上昇がみられている。また、30～34 歳女性の未婚率も 80 年から徐々に増加していること

がわかる。つまり、わが国の女性全体の結婚に変化が生じたのは 1980 年頃からである。 

図 2-3、図 2-4 から、 新の 2005 年では、25～29 歳の未婚率は、男性 71.4％、女性 59.0％、

30～34 歳の未婚率は男性 47.1％、女性 32.0％であり、晩婚化がすすんでいる。また、40

～44 歳男性の未婚率は 20％を超えており、日本社会では晩婚化のみならず未婚化も進展し

ている。 

 以上 4 つの統計データを示してきたが、統計データ上の婚姻行動を分析すると、日本社

会において、人びとの婚姻行動が大きく変わったのは 1980 年頃であると言える。1980 年

代から、人びとの結婚に晩婚化・未婚化傾向が示されるようになったのである。この点に

ついては、落合恵美子（2000）をはじめ、山田昌弘・白河桃子（2008）、吉見俊哉（2009）

らも、結婚や家族に関する変化は、1980 年代から生じたと論じている。 

 

 

3．家族社会学における婚姻行動変化の説明 

 

 前節では、統計データから、日本社会における人びとの婚姻行動は 1980 年頃から変化し

たことを確認した。本節では、結婚や家族に関する有力な研究領域の 1 つである家族社会

学において、人びとの婚姻行動の変化がどう説明してきたのか分析することにする。その

ために、社会変動や前節での議論をふまえ、時代を、1950 年代以前、1960 年・70 年代、

80 年代以降の大きく 3 つに区分してその点について論じていくことにしたい。また、家族

社会学ではどのような視点から「結婚難」問題を把握しているのかも明らかにする。 

 

3-1.1950 年代以前の結婚 

わが国は明治維新を皮切りに近代化への道を歩みはじめたが、その歩みは非常に緩慢で

あった。明治初期では利用できる土地の 9 割以上が農漁村であり、人口の 85％以上が第一

次産業に従事していた。以降農村人口や第一次産業従事者は漸次減少してゆくものの、1950

年になっても農村人口は 6 割、第一次産業従事者も 5 割を占めていた。つまり明治からの

「農家戸数 550 万戸、農業就業人口 1400 万人、農地面積 600 万町」という「日本農業構

造の不変性」は、実に 1960 年頃までは保たれていたのである。すなわち、高度経済成長を

迎えるまで、日本社会は農業・農村を中心とした社会であった。 

 こうした社会構造における結婚とは、湯沢雍彦（2005）の言うように一日一日を食べて

いくための「生活手段」という性格を非常に強く持っていた。男女とも、生きてゆくため

の農作業と、現在では想像もできないほどの膨大な家事をこなしてゆくには、結婚し夫婦



28 
 

となることが必要であった。そして、男女は「年ごろになったら結婚することが当たり前」

という規範が強く、独身者は男女とも一人前として扱われなかったのである。つまり、こ

の農業・農村中心の社会における結婚は、まさしく「生活婚」であり、結婚しなければ生

活を維持してゆくことができなかったのである。 

  

3-2.1960 年代・70 年代の結婚 

図 2-1 をみると、社会構造が大きく変容した高度経済成長期に突入しても、婚姻率は戦前

の水準とあまり変わっていない。むしろ、第一次ベビーブーム世代が結婚を開始する 1970

年代初頭には婚姻率は一気に上昇している。前述したように、1975 年までは婚姻率は 8 を

保っていたことから、高度経済成長期から 75 年までは、「年ごろになったら結婚する」と

いう規範や行為は弱体するどころか、むしろ強固に維持されていたことになる。 

 山田昌弘は、高度経済成長期に皆婚が実現できた背景として、産業構造の変動にともな

って、階層の世代間上昇が可能になったことを挙げている。農家の息子は都会のサラリー

マンになり、結婚すれば家事や育児を妻に任せて安心して労働に励むことができる。一方、

農家の娘も都会の男性と結婚すれば、農家の嫁ではなくサラリーマンの妻となり、憧れの

専業主婦の座を射止めることができる。こうした構造的条件が個人に結婚を選択させたの

だと山田は説明している（山田 1996:70-73）。 

高度経済成長による産業構造の転換や農山村から都市への地域移動によって、1960 年代

半ばに結婚した夫妻では、見合い結婚よりも恋愛結婚が上回るようになる。そして夫婦家

族制への移行や恋愛結婚の浸透は、配偶者の選択基準を家重視型（相手の家柄など）から

本人重視型（人柄、相手のものの考え方）へと転換させていった。結婚の動機も、「相手と

愛情を感じ、一緒に生活したい」、「精神的な安らぎの場が欲しい」といった純個人的動機

が、戦後から増えていくようになる（人口問題審議会編 1988）。さらに木下謙治が指摘し

ているように、社会の産業化が生みだしたサラリーマンの結婚では、個人が焦点となり、

当事者間の愛情が重要視されるのである（木下 [1980]1991:132）。 

1960 年代、70 年代の恋愛結婚は、実は職縁によって支えられており、すでに確認した

70 年代の結婚ブームは、職場や仕事に関係したネットワークが大きく影響していたと岩澤

美帆は指摘している。60 年代、70 年代には「見合い」にかわって企業が「似合い」の結婚

相手を効率よく見つける場を従業員に提供した。山田（1996）も述べているように、結婚

によって男性は安心して家庭を妻に任せ仕事に励むことができ、女性も寿退社後、家事・

育児に専念できるため、若年の男女と企業の双方にとってメリットがあった（岩澤 2010）。 

 こうした結婚を助長する条件が整ったことにより、高度経済成長から 70 年代の日本社会

では、落合恵美子が「再生産平等主義」（落合 2004:76）と称したように、多くの女性は 24

歳で結婚し、専業主婦となり、子どもを 2 人ないしは 3 人産むという画一的なライフコー

スを歩んでいった。女性たちは、自分の母親をはじめこれまで多くの女性が経験してきた

厳しい労働と「家」から解放されるために、サラリーマンの妻になることを選択したので
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ある。 

 ここで重要なことは、高度経済成長期にあっても、人びとは結婚しないと生活を維持す

ることはできなかったということである。山田も言及しているように、男性は結婚し家事・

育児を妻に任せることによって労働に励むことができたし、女性にとっても結婚によって

得られる夫の所得は生活を維持するために重要であった。こうした結婚も生活手段という

側面で捉えるならば、高度経済成長期の都市部の男女においても、生活婚が根強く残って

いた。これを「都市・サラリーマン型生活婚」と呼ぶことができる。このことは、たとえ

ば「三種の神器（洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビ）」という言葉が誕生したとはいえ、庶民に

とって洗濯機も冷蔵庫もそしてテレビも簡単には手の届かないものであったし、家庭電化

製品が普及しても、家事の時間は省時間化しなかったという事実や、（上野 2009）現代で

は当たり前のようにあるコンビニエンスストアやあたたかい弁当を提供するサービスも、

1970 年代までほとんど登場していなかった1という事実（天野 1992）からも傍証できる。

人びとが生活を維持してゆくには、やはりまだ夫婦結合しなければならなかった時代であ

った。 

まとめるとわが国の結婚は 1960 年代から恋愛結婚の形態を採っていたが、それは主に職

縁を通じた結婚であった。しかも都市部のサラリーマンであっても、個人レベルの衣食住

の維持は、結婚によってのみ可能であったし、女性にとっても 2～3 人の子どもを産み、専

業主婦になるには、結婚がもっともな生活手段であった。つまり、1960 年代・70 年代のわ

が国の結婚は、依然として生活婚であった。 

 

3-3．1980 年代からの変化 

 日本社会における結婚は 1980 年代から変わったことをすでに述べたが、1980 年代から

生じた「結婚難」問題については、これまでさまざまな議論が展開されている。 

「婚活」という言葉を生み出したことで知られる山田昌弘と白河桃子は、結婚に至る 3

つのプロセス（出会い、相互選択、結婚への決断）において、これまで存在していた自動

的、画一的進展が 1980 年代以降、ほとんど機能しなくなったことが未婚化・晩婚化につな

がっていると指摘する。1970 年代までは、出会いは自由市場ではなく、規制されたもので

あったこと、結婚相手の基準は実に緩やかであったこと、結婚後の生活が画一的であった

ため、結婚への決断も速かった。だが、1980 年代以降、出会いは自由市場に転じ、個人化、

ライフコースの多様化によって、結婚に至る 3 つのプロセスが大きく転換したと論じてい

る（山田・白河 2008）。 

1960 年代、70 年代の恋愛結婚は、職縁結婚が支えていたという岩澤（2010）の指摘を

前述したが、同じく岩澤は、80 年代以降職縁結婚は衰退を示し、職場が独身男女を結びつ

ける場としての機能を持たなくなったと論じている。そうした変化の理由は、企業は従業

員を「個」として位置づけるようになり、従業員の結婚、家族の問題には目を向けなくな

ったことにあるという。だが、職縁に代わる出会いの場が新しく登場したわけでもないた
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め、今日では個人がコスト2を払ってでも結婚相手を探さねばならなくなってきたと岩澤は

指摘している（岩澤 2010）。 

また、経済学者の橘木俊詔は、「出生動向基本調査」の再分析をもとに、加齢によって未

婚女性は理想の相手を待つ傾向や、結婚しなくてもよいと思い始める傾向が強くなってい

くことを指摘している。ある程度のキャリアを形成している独身女性は、結婚や出産でキ

ャリアを中断するよりも、自身のキャリアを発展する道を選んでいくため、容易に結婚へ

とたどり着くのは難しいという（橘木 2008）。 

さらに、現代社会では個人化の進展により、家族を持つことも、そして家族を解消する

ことも自由と考えられるようになっている。NHK 放送文化研究所が 5 年に 1 度実施してい

る「日本人の意識調査」では、1993 年から結婚すること、子どもをもつことに関する質問

を行っている。93 年の調査では、「人は必ずしも結婚する必要はない（51％）」が、「人は結

婚するのが当たり前だ（45％）」を上回っていた。 新の 2008 年調査では、「人は必ずしも

結婚する必要はない（60％）」、「人は結婚するのが当たり前だ（35％）」となっており、こ

の 15 年間で「人は必ずしも結婚する必要はない」と考える日本人が 15％も増えている。 

だが、注意しなければならないのは、「結婚したくない」と考えている男女が増加してい

るわけではないということである。国立社会保障・人口問題研究所が実施する「独身者調

査」では、1982 年以降ゆるやかな減少の傾向がみられているものの、2005 年でもおおよそ

9 割の未婚男女が「いずれ結婚するつもり」と回答している。誰も結婚を望まない社会であ

ればそもそも「結婚難」は問題となりえないのだが、結婚したいという願望を残しつつ結

婚が困難になるという事態が生じているのである。 

正岡寛二が言うように、「『探す』、『愛する』、『暮す』・『働く』、『生きる』・『育てる』、そ

して『死ぬ』という自分自身の人生の重要な課題と、結婚生活の課題とのマッチングがよ

り複雑」（正岡 1994:49）となっているのである。そのため、晩婚化・未婚化の要因は、「個

人の意識や行動から社会構造にいたるまで、あらゆるレベルにおいて存在している」（佐藤 

2010:192）のであり、とりわけそれは個人の意思決定のレベルに焦点化がなされることに

なる。  

 

3-4.家族社会学的アプローチ 

本節での家族社会学からの「結婚難」問題に関する議論をまとめると、1970 年代までは、

人びとを自動的に結婚しようと動機付ける条件が整えられており、一定の年齢になれば個

人は結婚をおのずから選択していたし選択可能だった。しかし、1980 年頃を境にして家族

の個人化やライフコースの多様化と呼ばれているような現象が生じると、自動的に結婚へ

と人々を導く条件が整わなくなり、個人は結婚をより選択的に捉えるようになる。その結

果として、個人の結婚は先送りされ、未婚化や晩婚化が進展することになると論じられて

いる。つまり、家族社会学から見た「結婚難」は、結婚を社会状況という条件と個人の選

択という枠組みから説明されている。 
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本論文ではこのような家族社会学が展開しているアプローチを、「条件―選択論的アプロ

ーチ」と呼ぶことにしたい。この、条件―選択論的アプローチでは主に個人に焦点が当て

られている。なぜなら、「結婚難」問題について論じている家族社会学者の多くは、都市の

結婚を念頭に置いて議論を進めているため、個人レベルでの分析アプローチに偏ってしま

っているのである。 

 

 

4.農村研究における婚姻行動分析のアプローチ 

 

 前節から、家族社会学では「条件―選択論的アプローチ」によって、個人の婚姻行動の

変化を説明していると位置づけた。しかし、高度経済成長以降、家族社会学の研究対象は

主に都市に偏っており、農山村の「結婚難」問題の分析アプローチとして有効かどうかは

疑問である。なぜなら、農山村の結婚においては、集団的な分析が必要であるからだ。そ

こで、本節では、農村研究における婚姻行動ではどのようなアプローチがあったのかを、

既存研究を整理しながら論じていくことにする。 

 

4-1.農村における婚姻研究の成果 

上子武次によると、日本における配偶者選択研究には大きく 2 つの潮流があるという。1

つは、「伝統的配偶者選択研究」と呼ばれるものであり、民俗学や農村社会学を中心に明治、

大正、昭和前半における農山漁村の婚姻慣行を明らかにしている。理論的にも実証的にも

豊富な研究成果が生み出されている。2 つめは「現代的配偶者選択研究」であり、1970 年

代から主に家族社会学を中心に展開されている。しかし、前者と比べると理論的にも実証

的にも研究蓄積は乏しく、研究の対象は都市に偏っている（上子 1991）。 

「伝統的配偶者選択研究者」の代表として、柳田國男、有賀喜左衛門、鈴木榮太郎を挙

げることができる。これらの論者に共通するのは、結婚に対して「生活」という視点から

アプローチを行うことにある。伝統的配偶者選択研究では、どのような制度、仕組みのも

とで男女が付き合い、結婚にいたるのかが焦点となっており（上子 1991）、そのため婚姻

は、［村落構造―家―婚姻］の分析枠組みで捉えられてきた（内藤 2004）。 

なかでも有賀は、聟入婚から嫁入婚への移行は、武家婚姻の模倣によるものと説いた柳

田の議論を受けて、「農民婚姻は単に武家婚姻の模倣によるものではなく、それ自身の生活

基盤と密接に結合し、生活条件の変化に応じて、婚姻形態が変化すること」（有賀 

[1948]1968:15）を解明しようとし、農山村の婚姻を、「聟入婚」、「親方取り婚」、「嫁入り

婚」の 3 つに分類している。 

 

4-2.日本の婚姻パターンの変遷 

 では、有賀が分類した 3 つの婚姻について説明しよう。 
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聟入婚は、婚姻成立後も、一定期間嫁は生家に残り、嫁が聟の家に引き移るときまで、

聟は嫁の家に泊まりに行くという生活を送る。嫁の聟の家に引移る時期は、婚姻両家の生

活条件により異なる。聟入婚が存在した背景として、明治期までは一部の上層農の家を除

いては村内婚が一般的であったために、ほぼ同じ家業経営を持つ双方の家で互助関係が容

易に成立できたこと、若い娘は実家にとって重要な労働力であったことなどが挙げられる。 

特に若い娘の労働力の損失は実家にとっては大きいものであったが、村内婚であるため、

婚家への娘の引き移りは遅れても差し支えなかった。また婚家においても、結婚によって

日常の労力は確実に確保できるため、嫁を早く引き取らなくてもよかったのである。こう

した婚姻形態では、若者仲間のような年齢階梯集団と若者宿、娘宿といった宿が出会いの

場を提供し、この範囲のなかで、集団生活を通して男女は結婚相手をみつけていたのであ

る。よい相手と結ばれるためには、仲間や宿の親方などの協力がたいそう不可欠であった。 

 親方取婚は、農業のみならず、商工業等における、親方・子方関係を骨子とする、本家・

末家関係にみられるものである。強大な勢力を持つ親方が子方の結婚相手を決定し、結婚

後も経済的にも精神的にも本家から指導されることが多かった。 

 後の嫁入婚であるが、明治以前の一部の上層農では、村内に同格の家が少ないため村

外婚が一般的であり、村内婚とは違い、村外婚では両家の互助関係が難しく、嫁の引き移

りが遅れることは不便であり、婚姻の不履行に対する不安ともなるため、村外婚の場合は

嫁入り婚が必要であった。そして経済的な余裕のある上層の家では、盛大な結婚式を行う

ことができた。嫁入りの儀式は華やかで、「婚礼ほど村民の心をうきうきさせるものはなか

った」（有賀 [1948]1968:312）というほど、村人の結婚への関心は高かった。結婚式が村

の 大の行事となり得たのは、このような理由からである（有賀 [1948]1968）。 

幕末から維新にかけて生じた貨幣経済の浸透にともない、人びとの生活関係が村外にも

広がりを持つようになった。くわえて、幕末体制崩壊の結果、他国、他領、他郡との通婚

が解禁されたこと、寝宿の衰退によって、村内婚は漸減し、通婚圏が徐々に拡大した3（鈴

木[1940] 1968）ことによって、嫁入婚は上層農以外にも浸透した。 

 

4-3.農山村の社会構造のなかの「生活婚」 

有賀の議論から見えてくることは、近代までの農山村における結婚の背景にある生活の

論理である。通例、農山村の結婚といえば、封建的な村落構造・社会制度に基づく本人達

の意志や恋愛感情を抜きにした結婚という側面が強調される。 

しかし、農山村の結婚において感情的なものの機微や個人の意思が全く無視されたわけ

ではなかった。柳田が言うように、「姿恰好応対振り、気転程合い思いやり」（柳田 

[1931]1993:262）といった総合力を兼ね備えてこそ、「よい若者」「よい娘」と評されたの

である。とはいえ、一方で農山村の結婚が個人の選択としてのみとらえられていたのでは

ないこともまた明らかである。柳田（[1948]1990）は、婚姻における 3 つの力として、「友

だちの力」、「村内婚の原則」、「慣習そのものの力」を挙げているが、「この三つの拘束は今
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の世にはなく、あったらおそらく堪えられなかっただろうが、通例を愛した昔の人たちに

は、三つは三つながらむしろありがたいことで、拘束でも何でもなかったのである」（柳田

[1948]1990:53）と述べたのであった。 

つまり、有賀や柳田の伝統的配偶者選択論は、「家」の論理や村落構造のような構造的な

要因と切り離して考えることはできないことを指摘している。「家」は農村の生活を維持し

てゆくうえで欠かすことのできぬ「生活組織」であり、結婚と「生活してゆくこと」とを

切り離して考えることはできなかったのである。有賀や柳田の研究からは、農山村の社会

構造のなかの「生活婚」という視点が鮮明に浮かび上がっていたのである。 

 

4-4.戦後農村研究における「結婚難」問題の理解 

日本が経済的高度成長期に入ると、「結婚難」というかたちで農山村の結婚の問題が指摘

されるようになる。こうした指摘を行ったものに、福武直と光岡浩二がいる。彼らは、同

じように戦後における農村を含む日本の社会構造変化と農家の娘たちの個人の意識の変化

に焦点をあてて婚姻の変化を調査しながらも、結果として全く異なる結論を導きだした。

簡単にその結論を紹介すると、福武は、『日本の農村』（1971）において、農村の結婚に生

じてきた問題を「農家の後継者の嫁取り難」の問題とし、それは農家の後継者が配偶者を

見つけられないといういわゆる「結婚難」問題ではなく、「望ましい嫁」が見つからないと

いう問題とした。これに対して、光岡（1996）は農家・農村男性に配偶者が得られないと

いう見方であった。 

では、福武と光岡がどのような問題意識と調査にもとづいて、「結婚難」の問題を指摘す

るようになったのかを具体的にみていくことにしよう。 

 

4-4-1.福武の「結婚難」の理解 

福武直は、『日本の農村』（1971）のなかで、戦後における農家の結婚をめぐる大きな変

化は、「農家の娘たちの口から『農家には嫁ぎたくない』という言葉が公然と語られるよう

になったこと」（福武 1971:51）であると述べている。どのような調査をもとに福武がこの

ようなことを述べているかは明記されていないが、福武は戦後農村において膨大な実証調

査を行った研究者であり、何らかの実証データに基づいた議論であると予測される。 

続けて福武は、農家の娘の「嫁姑の複雑微妙な人間関係を忌避する気持が、農業労働へ

の嫌悪や村落社会のうるさい付合いからの逃避と重なりあって、かなり根強い願望として

ひろまっている」（同上:51-52）ことにくわえて、農家の母親たちが「長男には農家から嫁

を迎えたいと考えながら、娘にはできるならその希望をかなえさせてやりたいという虫の

よい考えをもちやすい」（同上:52）結果、「農家の後継者の嫁とり難が、方々で叫ばれるよ

うになった」（同上:52）としたのであった。 

しかし、福武は、農家にとって「望ましい嫁」をみつけることはむずかしいという意味

で、嫁とり難が叫ばれているという見方をしている。そのため、「実際には、農家の後継者
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たちも配偶者をみつけている」（同上:52）と結んでいるのである。 

また福武は、若い世代の女子の地位向上という全国的な風潮に影響されて、農家の結婚

のあり方は戦前と比べるとよほど変わってきた4とも論じており、嫁とり難はある意味で、

農村の結婚の変化をもたらしたものでもあると述べたのであった（福武 1971）。 

 

4-4-2.光岡の「結婚難」の理解 

光岡浩二は、農山村の「結婚難」問題は、わが国が高度成長を始める 1950 年代中葉に発

生したとしている。光岡がその根拠とするのは、当時の農山村の状況を記した文献や記事

である。光岡は、農山村の「結婚難」問題の発生が確認できる文献の 1 つとして、梅谷博

貞（1959）の『百姓家になぜ嫁がこぬか』を挙げ、「この頃、新聞や雑誌を見とりますと、

『農村を嫌う娘さん』とか『百姓家にヨメに行くのを嫌う娘たち』という記事がよう載っ

とります」（梅谷 1959:3-4）という言葉を引いている。さらに、並木正吉（1960）の『農

村は変わる』からは「 近学校を卒業してきた若い農村の娘達は、出来れば町の勤め人に

嫁したいと考え、農家の長男の嫁さがしの困難が訴えられることが多い」（並木 1960:93）

という記述をとりあげている。新聞記事では、1961 年 10 月 3 日毎日新聞朝刊の「こんに

ちの農村では息子の嫁さがしが、家族あげての悩みとなっています。これは農村生活を不

安にしている社会問題ではないでしょうか」という農村の主婦の投稿を挙げている（光岡 

1996:25-27）。これらの文献、記述をふまえたうえで、光岡は「1950 年代中葉に山村等で

発生した農家、農山村の結婚難問題は 10 年後にはもう全国に波及していたと見て誤りはあ

るまい」（光岡 1996:27）と結論付ける。 

光岡の論拠とする文献や記事からの引用からも明らかなように、光岡は農山村の「結婚

難」問題の原因を農村社会や農業の後進性に求めている。光岡は文献や新聞記事の検討だ

けでなく、農村男性の「結婚難」問題の発生と深刻化の理由について、アンケート調査5を

実地し量的把握も試みている。そしてその結果から若年女性が農家、農山村青年との結婚

を敬遠すること、女性の人生観や結婚観が著しく変化したこと、若年女性が農家、農山村

青年との結婚を敬遠する理由は、農業に関する問題6がもっとも高く、次に嫁と舅・姑の問

題、農家・農山村の因習であることなどを明らかにした。そのうえで光岡は「結婚難」問

題への対策として、後進的な農業・農山村社会の抜本的な改革の必要性を強調している（光

岡 1996）。 

 

4-5.社会構造論的アプローチ 

福武と光岡の議論を整理すれば、高度経済成長以降に生じた農山村の「結婚難」問題の

原因は、農業や農山村に特有の後進性にある。都市部における経済的な発展と個人主義的

な生活様式の浸透に対し、高度経済成長を経てなお農業や農山村の生活は停滞したままで

あり、結果として若年女性に農家に嫁ぐこと対する忌諱感を生じさせていると両者は説明

する。そして、とりわけ福武にとって、この「結婚難」問題を生じさせる後進性の根底に
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あるのは村落構造やそれを規定する日本の社会構造である。ここで、日本における資本主

義の展開と過少農の問題が農村の後進性を引き起こすという福武の議論について詳細を論

じることできないが、福武の議論を敷衍すれば、マクロな社会構造の問題が「結婚難」問

題の根底にあるということになる（福武 1971）。福武の場合は、社会構造の変動と「結婚難」

問題を結びつけて考えているが、光岡の場合は、個人レベルの現象を記述するにとどまっ

ている。この点が、異なる結論へといたったのである。 

有賀、柳田らの伝統的配偶者選択研究者においても、福武、光岡においても、農山村の

婚姻行動への視点は社会構造論的アプローチである。だが、前者においては農山村の社会

構造のなかにおいて、人びとは生活を維持してゆくために結婚していた、つまり社会構造

のなかの「生活婚」という視点が色濃くあったことを強調しなければならない。しかし、

高度経済成長期を迎えると、遅れた農山村の社会構造と農家の若い女性の意識のズレが、

農山村の「結婚難」問題の要因としてみなされたのであった。 

 

4-6.農山村の結婚における「生活」という視点の重要性 

さて、現代農山村の「結婚難」問題の分析枠組みとして、家族社会学が用いた個人に焦

点を絞った「条件―選択論的アプローチ」やこれまでの農村研究が掲げていた戦前の社会

構造と個人との不適合をみる「社会構造論的アプローチ」は適切なのであろうか。 

まずは社会構造論的アプローチであるが、かつてのように「家」の論理や村落構造だけ

では、現代農山村の結婚の実態を捉えることはむずかしい。現代農山村では、農山村に暮

らす個々人の属性や行動様式は非常に多様、複雑であるため、社会構造論的アプローチの

みでは「結婚難」問題の分析枠組みとして不十分である。 

では、「条件―選択論的アプローチ」ではどうであろうか。数少ない現代農山村の配偶者

選択研究を行った菅谷よし子（1985）や堤マサエ（2009）の研究をみると、農山村社会で

は、1960 年代は見合い結婚が多数派を占めていたが、70 年代になると恋愛結婚が浸透し、

80 年代に入ると完全に恋愛結婚へと移行している（菅谷 1985，堤 2009）。さらに堤は、

80 年代に入ると農村女性もまた主体的に結婚を選択するようになったことで、男性と女性

が結婚に期待していることのズレが生じ、晩婚化をもたらしていると論じている（堤 2009）。

内藤考至は、農村、とりわけ農家との結婚は、見合いではむずかしく、恋愛でないと成立

しなくなったと指摘している。見合いの場合、職業や容姿、家柄などが結婚の障害となる

が、恋愛結婚では女性は「人柄」をもっとも重視するために、それらを乗り越え結婚にた

どりつくことが可能となるという（内藤 2004）。そのため、結婚の選択基準は何か、選択

の主体は誰か、付き合いの期間といった点が問題視されているのである。 

菅谷、堤、内藤の研究は、農山村の結婚を個人レベルで分析しており、個人の選択や恋

愛感情に焦点を当てている。恋愛結婚主義的な規範が農山村においても相当浸透してきて

いることは堤や内藤の研究から明らかである。では、農山村の結婚は生活という視点を失

ってしまったのだろうか。 
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この点について徳野（1998，2007）の研究が参考になる。徳野は、結婚を生活単位とし

て考え、農山村を長期的な生活の場とみなし、世帯・家族や集落などといった生活集団の

持続性を望む農山村男性は、家を継承し親の面倒をみるために未婚であっても農山村に滞

留する。しかし女性の場合、今日では未婚女性に風当たりの強い農山村で暮らす必要もな

いため、30 歳過ぎて未婚であれば、農山村から流出するという。もし、そうであるのだと

すれば、現代でも農山村の結婚は一定の構造的な制約を受けており、単に個人の選択とい

う次元からは考えられていないことになる。 

くわえて農村男性は、一方で恋愛結婚に対する強い願望と、他方で農山村を生活の場と

することによって引き受けざるをえない家の継承などとの間に、矛盾を抱えやすい構造も

見えてくる。なぜなら女性たちは男性に比べ、より恋愛結婚に適応しやすくなっており、

恋愛結婚以外の制約がない都市部の男性の方が農山村で生活する男性に比べて魅力的であ

る可能性が高いからだ。つまり、農山村の男性は、農山村を出て都市的・個人主義的な生

活様式を身につけて結婚するか、農山村で未婚のままで生活を続けるかというある種のダ

ブル・バインド状況に陥ることになってしまう。このように生活という視点を導入するこ

とによって、現代農山村の「結婚難」問題の根底にある構造を分析できる可能性がある。 

以上の議論から、現代農山村の結婚問題を捉える際に生活という視点は欠かすことので

きない視点だということが既存研究から明らかにされた。次節ではこの点を福岡県星野村

の事例から見て行くことにする。 

 

 

5.農山村の「結婚難」問題の出現―福岡県星野村による未婚率変動分析から― 

 

5-1.本節の視点 

3 節と 4 節では、家族社会学と農村研究のアプローチから、本章の課題を説明してきた。

家族社会学では、個人レベルでの婚姻行動の変化や意識を明らかにしており、全国的な結

婚の変化は 1980 年代からであることを示した。だが、全国的な変化といえども、都市部の

傾向が強く反映されたものとなっている。それに対して、農村研究では、高度経済成長期

において「結婚難」問題が発生したとみられているが、これは量的調査にもとづくもので

はなく、遅れた農山村の社会構造と若い女性の意識のズレの構図のなかで説明されていた。

そしてこの両者には、生活集団を単位としたアプローチはない。 

そこで本節では、福岡県星野村という 1 つの自治体の未婚率変動を明らかにすることを

通して、本章の課題に核心を持って迫ることにする。本研究でのアプローチは、家族社会

学的な統計的調査も用いながら、農村研究の成果を生活構造論的に発展させることを意図

している。 
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5-2．福岡県星野村の概要 

 本節で事例として取り上げる福岡県星野村（現福岡県八女市星野村）は、福岡県の南部

に位置している。2009 年の住民基本台帳によると、人口 3335 人、世帯数 1176 世帯、高齢

化率 37.8％となっている。村の総面積は 81.28 平方キロメートルである。森林は 67.81 平方

キロメートルで、総面積の 83.0％にあたり、耕地は 6.0％、宅地は 0.9％である。産業構造

（2005 年国勢調査より）をみてみると、第一次産業 33.8％、第二次産業 18.7％、第三次産

業が 47.5％となっている。星野村は、茶（生葉）や庭園樹苗木が主要な農産物であり、茶

と星を軸とした観光事業を展開している。星野村から八女市中心部まで車で 30 分程度であ

り、八女市中心部に通勤・通学する住民も多い。2010 年 2 月、黒木町、矢部村、立花町と

ともに八女市へ編入合併した。 

 

5-3.現在の星野村男女の未婚率 

 星野村男女の未婚率変動をみていく前に、まずは 2005 年国勢調査から、星野村、全国、

そして福岡県の 大都市である福岡市の各年代別未婚率を比較し、星野村における結婚の

現状を確認することにしたい。ここでは、星野村を農山村、福岡市を大都市として捉える。 

 図 2-5 から、星野村男性の全体的な未婚率の高さ、そして深刻な壮年男性の結婚難が一目

瞭然である。35～39 歳、45～49 歳においては、星野村男性は全国や福岡市男性と比べて

10％以上も未婚率が高くなっている。40 代、50～54 歳でも、星野村男性は 2 割の未婚率

を保っているのである。一方、福岡市男性は、25～29 歳、30～34 歳は全国よりも未婚率は

やや高いが、それ以降は全国よりもやや下回っている。 

 

図 2-5 男性未婚率（％） 

            資料）2005 年国勢調査より筆者作成 
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次に女性をみてみよう（図 2-6）。女性の場合は全体的に福岡市が高い傾向にある。福岡

市女性は、30～34 歳での未婚率は 40％を超えており、35～39 歳でも未婚率は 20％台であ

る。一方、星野村女性は全体的に低く、35～39 歳では未婚率は 10％弱である。30 代では、

福岡市女性は星野村女性よりも 10％近く未婚率が高い。これは、30 歳過ぎた星野村の未婚

女性が都市へ流出―流出先としては主に福岡市―していると考えられる。 

  

 

図 2-6 女性未婚率（％） 

資料）図 2-5 に同じ 

 

図 2-5 と図 2-6 から、星野村では未婚男性が多く滞留しているが、30 歳過ぎた未婚の女

性は星野村にはほとんど残っていないという地域構造上の問題が生じている。そのため壮

年男性の結婚難が深刻になっているのである。 

 

5-4．星野村における未婚率の変動分析 

 次に、1955 年から 2005 年までの 50 年間の星野村男女の未婚率の変動を確認することに

したい（図 2-7、図 2-8）。 

図 2-7 から、星野村男性の未婚率の変動をみてみよう。星野村男性の未婚率は、この 50

年間で全体的に増加していることがわかる。1955 年から 70 年にかけて、25～29 歳男性の

未婚率は 20％近く上昇するものの、その期間では、30～34 歳では未婚率が 10％を下回っ

ている。つまり、1955 年から 70 年では、星野村男性のほとんどは 30～34 歳までには結婚

していたことになる。70 年から 75 年では、30～34 歳男性での未婚率が上昇傾向をみせる

ものの、それでも、その期間の 35～39 歳男性の未婚率はたいへん低かったのである。 

ところが、80 年では、30～34 歳男性の未婚率は 20％を上回るようになり、35～39 歳男
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性の未婚率も 10％台へ突入する。そして、80 年から 85 年の 5 年間で 30～34 歳男性の未

婚率は 20％近くも増加する。くわえて、これまで未婚率がたいへん低かった 40 代と 50～

54 歳男性の未婚率が、80 年から上昇しており、90 年以降はその上昇が顕著となっている。 

以上のことから、星野村男性における婚姻行動の変化は、80 年代から生じたものであるこ

とがわかる。こうした状況に対して、星野村の住民は「深刻な結婚問題は、地域の後継者

問題である」7と語っていた。 

 
図 2-7 星野村男性未婚率推移（％） 

資料）各年国勢調査より筆者作成 

  

次に、星野村男性と全国男性、福岡市男性の未婚率推移を比較する（表 2-1）。 

 

表 2-1 星野村、全国、中央区男性未婚率推移の比較   （単位％） 

                          

 
 

資料）図 2-7 と同じ 

星野村 全国 福岡市 星野村 全国 福岡市 星野村 全国 福岡市

1960年
35.6 46.1 41.0 9.6 9.9 8.2 0.4 3.6 2.9

1970年
55.7 46.5 46.8 9.8 11.7 11.4 1.4 4.7 4.8

1980年
72.0 55.1 53.4 23.4 21.5 19.7 11.2 8.5 7.3

1990年
68.0 64.4 64.3 41.3 32.6 31.2 24.3 19.0 16.7

2000年
71.6 69.3 73.2 50.7 42.9 45.2 25.0 25.7 23.8

2005年
78.0 71.4 75.7 53.7 47.1 49.2 37.7 30.0 27.0

25～29歳 30～34歳 35～39歳
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表 2-1 から、1960 年の 25～29 歳男性の未婚率は、星野村男性がもっとも低く、全国と

比べても 10％以上も低くなっていることがわかる。1960 年の 30～34 歳においても、星野

村男性の未婚率は、全国とほぼ同じ数値であった。1970 年の 25～29 歳では、星野村男性

の未婚率は全国や福岡市と比べると、10％近く高くなっている。しかし、70 年の 30～34

歳では星野村男性の未婚率は、全国や福岡市よりも低い値となっている。 

ところが、80 年では、どの年齢でも星野村男性の未婚率は高く、とりわけ 25～29 歳で

の未婚率は 7 割を超え、全国と福岡市を圧倒している。35～39 歳でも、星野村のみが 10％

を超えている。80 年以降、全国や福岡市と比較しても全体的に星野村男性の未婚率は高く

なっている。図 2-7、および表 2-1 から明らかになったことは、星野村男性において、「結

婚難」問題が出現したのは、1960 年代ではなく 1980 年代からである。 

 

続いて、星野村女性の 50 年間の変動をみてみよう（図 2-8）。女性の場合は、特に、25

～29 歳における未婚率がこの 50 年間で 40％以上も上昇したことがわかる。70 年から 75

年にかけて、25～29 歳の未婚率は 20％以上増加しており、この増加の幅は全国よりもかな

り大きかった8。もうひとつの特徴としては、95 年以降、30～34 歳の未婚率が増加し、晩

婚化傾向がみられているということである。また、35 歳～39 歳の未婚率も非常に緩やかで

はあるが、この 50 年間で着実に増加している。しかしながら、40 歳以上の未婚率はこの

50 年間での変化はほとんどない。つまり、星野村女性の晩婚化傾向はみられているものの、

星野村に住む 40 歳以上の女性のほとんどは既婚者である。 

 

 
図 2-8 星野村女性未婚率変動（％） 

資料）図 2-7 と同じ 

 

 年次別年代別の未婚率にくわえて、星野村男女の出生コーホート別推移からも未婚率の
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変動を確認することにしたい。 

       表 2-2 星野村男性出生コーホート別未婚率推移（％）   

（カッコ内の年齢は 2011 年時点の年齢） 

 
資料）図 2-7 と同じ 

 

 表 2-2 は星野村男性の出生コーホート別未婚率推移を表している。1960 年代に 25～29

歳を迎えた、1936～40 年生まれ、現在 71～75 歳の星野村男性をみると、25～29 歳での未

婚率は 41.6％であり、これは、全国、福岡市の男性よりも低かった9。さらに、30～34 歳

での未婚率が 9.8％であったことから、現在 71～75 歳の男性のほとんどは 30 歳までには結

婚していたのである。1941～45 年生まれ、現在 66～70 歳の男性は、1936～40 年生まれの

男性に比べてどの年齢層でも未婚率は高いものの、それでも 35～39 歳の未婚率は 10％程

度であった。 

ところが、1951～55 年生まれ、現在 56～60 歳の男性から、婚姻行動の様相が変化する。

現在 56～60 歳の男性は、どの年齢でも、1950 年以前に生まれた世代より未婚率は高いう

え、35 歳を過ぎても未婚率は 20％台のままである。彼らは 25～29 歳を 1970 年代後半、

30～34 歳を 1980 年代前半に迎えている。つまり、全国的な婚姻行動の変化が生じている

なかで結婚適齢期を迎えた彼らのなかには、これまでほとんどの星野村男性が経験してき

たような「年頃になったら結婚」という波に乗れない男性が出現したのである。そして波

に乗れない男性の中で、35 歳までに結婚できなかった男性は、未婚のまま歳を重ねている

のである。 

 こうした傾向は、現在 56～60 歳男性のみの特徴でない。1951～55 年生まれ以降の星野

村男性は、35 歳までに結婚できなかったら、その後も未婚のまま加齢してゆく傾向にある

ことが読み取れ、しかも若い世代ほど、各年齢での未婚率は高くなっている。 

 一方、女性をみると（表 2-3）、男性よりも少し早い、1946～50 年生まれ、現在 61～65

歳の星野村女性で変化が生じたことに注意しよう。しかし、特に、20 代の未婚率は現在 66

～70 歳の女性よりも大きく上昇しているのである。現在 36～40 歳の女性は、30～34 歳で

の未婚率が 27.1％と、これまでにない未婚率の高さを示しているが、これまでの傾向から、

35～39 歳では 10％近くまで減少するものと思われる。 
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       表 2-3 星野村女性出生コーホート別未婚率推移（％） 

（カッコ内の年齢は 2011年時点の年齢） 

 
資料） 図 2-7 と同じ 

 

 本節で議論したことをまとめよう。星野村男性の未婚率変動分析から、男性の婚姻行動

の変化は、1980 年を節目に生じていたことが明らかとなった。80 年代でまずは 30 代の未

婚率が上昇し、90 年代以降では、40 代、50 代男性の未婚へと深化していったのである。

そして、35 歳までに結婚できなかった男性は、未婚のまま加齢していくため、90 年代から

40 代、50 代前半男性の未婚率上昇へとつながってゆく。しかしながら、女性のほうでは近

年になって晩婚化のきざしが見えつつあるものの、依然として 30歳を過ぎた未婚の女性は、

男性と比べると少ないのである。 

 

 

6．農山村の「結婚難」問題―生活構造論からのアプローチ― 

 5 節では、福岡県星野村という 1 つの自治体を事例に、農山村社会における「結婚難」問

題が、いつ、どのように、どのような理由で生じたのかを明らかにすることを試みた。 

 今日深刻な壮年男性の未婚問題を抱える星野村だが、農山村の「結婚難」問題が発生し

たといわれる 1960 年代では、星野村男性には結婚難は生じていなかった。むしろその時期

は、全国や福岡市よりも未婚率は低かったのである。70 年代の星野村男性は、25～29 歳で

未婚率上昇がみられたものの、それでも 30～34 歳までにはほとんどの男性が結婚していた

のである。社会構造の変容は、農山村の人びとの結婚を大きく変えるまでにはいたらなか

ったと言える。 

ところが、80 年代から星野村男性の結婚は大きく変化することになる。80 年代は 30 代

での晩婚化であったが、90 年代以降は 40 代、50 代での未婚化現象が深刻さを増すように

なっていった。つまり、星野村において「結婚難」問題の出現は 1980 年代からであり、80

年代は晩婚化、90 年代からは未婚化へと移行したのである。さらには、35 歳までに結婚で

きなければ、未婚のまま加齢するという事態も生じているのである。 
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 以上の調査結果は、前に挙げた徳野(1998，2007)の研究とも整合的である。すなわち、

現代農山村における「結婚難」を捉えるうえで、社会構造の変化とは別に主体である当事

者の視野からみた結婚と関わる要因群の分析が重要であることを示している。 

このことが示唆しているのは、農山村の結婚や「結婚難」問題は、既存のマクロな社会

構造に主眼を置いた社会構造論的アプローチのみや、個人に焦点を絞った条件―選択論的

アプローチのみからではなく、社会構造と個人の選択の相応として現れてくる人びとの生

活のパターンの分析、従来の社会学研究で用いられてきた概念で言えば「生活構造論」的

視点から分析が手薄であったという点である。経済的高度成長期という社会構造の変化が

農山村における居住者の結婚についての思考と行動を変化させ結婚問題を発生させたとい

うこれまでの分析は、少なくとも星野村の実態とは整合的ではない。むしろ、それらの社

会構造に対して、農村の男性たちが主体的に対応した結果が、「結婚難」という問題を顕在

化させたと考える方が妥当である。それゆえ以下の各章では、農山村に居住する男性たち

の視野からみた結婚を左右する要因群の分析、すなわち生活構造論的なアプローチから農

山村の「結婚難」問題に関する分析を進めてゆくことにしたい。 

 さて、生活構造という概念は論者によって多様な用いられ方をしてきたが、本論文で用

いる生活構造の概念については、第 1 章で、「人びとの生活を成り立たしめているさまざま

な要素の複合的・定型的パターン」（山本 1998:ⅳ）であると位置づけた。現代の農山村の

人びとの生活を成り立たしめている要素とは、まさに第 1 章図 1-1 の各要件のことである。 

生活構造論的視点から、現代農山村の結婚を知るということは、農山村に居住する生活

主体の側から各要件の連関性を捉えてゆく必要がある。また、結婚を通して各要件がどの

ように集落維持という問題に結びついているのかをみてゆくことも重要であろう。これら

の点については、第 3 章以降の農山村の集落を事例とした実証研究の中で紹介することに

なる。 
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【注】

 
1 弁当産業の先駆け的存在でもある、出来たて弁当を売る「ほっかほっか亭」第 1 号店のオ

ープンは 1976 年である（天野 1992:170）。また、1982 年に北海道から東京郊外に移り住

んだ小森陽一は、1982 年に東京郊外の主婦が「ほっかほっか亭」で夕食時に炊いたごはん

を買っている姿に衝撃を受けている（岩崎他編 2008：20）。こうした弁当産業が全国的に

広まったのは、1980 年代中旬以降と推測できる。 
2 たとえば合コンへの参加、知人に異性を紹介してもらう、結婚紹介サービスへの登録とい

ったものも、コストを払って結婚活動に参入するとみなされる。 
3 しかし、鈴木（[1940]1968）や瀬川（［1957］2006）の研究からは、通婚圏は 10 ㎞半径

圏に集中する傾向がみられており、通婚圏は飛躍的に拡大したというわけではない。 
4 福武（1971）が述べた農家の婚姻に関する変化には、後継者の婚姻に関する決定権が親

から子へと移行したこと、結婚式のもち方が、自宅から公民館、町の旅館で行う例が増え

たこと、新郎新婦が新婚旅行に出かけるようになったことが挙げられている。 
5 光岡の著書（1996）のなかで、1991 年 8 月から 92 年 2 月にかけて、神奈川、山梨、新

潟、愛知、岡山の 5 県（5 県の集計数は 871。うち男性 583、女性 288）でアンケート調査

を実施したとは書かれてある。しかし、いつ、どこで、誰を対象にアンケート調査を実施

したのかという具体的なことは著書のなかで明記されていない。 
6 ここで言う農業に関する問題とは、農業労働がきつい、休日がない、収入が不安定、農業

に前途はないといったものである。 
7 2009 年 9 月、星野村住民への聞き取り調査による。 
8 全国の 25～29 歳女性の未婚率は、70 年 18.1％、75 年 20.9％であった。 
9 1936 年生まれの男性（現在 71～75 歳）の、25～29 歳での未婚率は全国 45.7％、福岡市

47.3％である。 
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第 3 章  「T 型集落点検調査」からみる小規模集落の現状 

 

 

1．はじめに 

 

第 2 章では、現代農山村の結婚、結婚難問題を論じてゆくにあたって、生活構造論とい

う視点を導入することを提起した。そのためには、農山村に暮らす人びとの生活を知り、

生活構造を把握する実地調査が不可欠である。そこで本章では現代農山村で暮らす住民の

生活構造を明らかにするための調査法を提示するとともに、実際の集落データからの分析

を試みる。 

まずは 2 節では統計的調査データの持つ弱点を指摘する。3 節では本研究の調査方法であ

る「T 型集落点検」について論じる。筆者の所属する熊本大学地域社会学研究室では、これ

まで九州をフィールドに集落調査を実施してきた。その際用いている調査方法が、徳野貞

雄が考案した「T 型集落点検」である。「T 型集落点検」とは、詳細は後述するが、個人、

家、組、集落といったミクロな次元からの積み上げにより、農山村で暮らす人びとの生活

構造と集落構造の実態を明らかにする方法である。この調査では、農山村で暮らす人びと

の婚姻状況はどうなっているのか、どのような世帯・家族1構成を持ち、どのような暮らし

を送っているのか、集落の現状はいかなるものか、家、集落が抱える課題などを明らかに

することを目標としている。それゆえ、生活構造論的アプローチから現代農山村の「結婚

難」問題を論じてゆく本研究では、この「T 型集落点検」調査を用いることがもっとも有効

であること論じる。 

4 節では、これまで 14 集落で実施してきた「T 型集落点検」調査を用いて、農山村集落2

における人口・世帯、および結婚の現状について概観する。第 1 章図 1-1 の要件のうち、(1)、

(2)、(8)に焦点を当て、集落の人口構成と世帯類型、さらには個人の婚姻状況を明らかにす

る。人口構成と世帯類型は住民生活の基礎となる生活構造上の要因であり、これに着目し

ながら、現代農山村の結婚と結婚難が生活に与える影響を検討する。 

第 4 章、第 5 章では具体的な個別集落の分析を行ってゆくが、それに向けた土台となる

章として本章は位置づけられる。 

 

 

2．統計データからみる農山村の世帯 

 

 「T 型集落点検」調査からのデータを見る前に、まずは官庁統計データから、農山村の世

帯の推移および現状について確認しておくことにしよう。ここでは、郡部を農山村的地域

として捉えておくことにしたい。 
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2-1．世帯規模の推移 

 図 3-1 から、世帯規模の推移について確認しよう。図 3-1 の上の曲線は、農家世帯の平均

世帯員数をあらわしており、下の曲線は、普通世帯3の平均世帯員数をあらわしている。 

まずは、普通世帯の平均世帯員数の推移をみてみると、1955 年までは 5.00 人であったが、

65 年には 4.00 人にまで減少している。65 年から 90 年まで 4 人台を維持していたが、95

年には 3.00 人を下回り、2005 年では 2.53 人となっている。 

 一方、農家世帯をみてみると、55 年までは 6.00 人であったが、70 年で 5.00 人にまで減

少する。その後も緩やかに減少しつつ、2005 年では 4.26 人となっている。 

 普通世帯と農家世帯を比較してみると、この 55 年間で、農家世帯のほうが減少は緩やか

であった。普通世帯は 55 年間で平均世帯員数が約半分にまで減少しているのに対して、農

家世帯では 1.7 人程度までの減少にとどまっている。また、1955 年では農家世帯と普通世

帯の平均世帯員数の差が 1 人であったが、2005 年には 1.73 人まで拡大している。農家世帯

では世帯規模は縮小しつつあるが、普通世帯と比べると世帯規模は大きいといえる。 

 

 

図 3-1 平均世帯員数の推移 

資料）大友由紀子（2007）78 頁 

          ※平均世帯員数（普通世帯）は国勢調査 

           平均世帯員数（農家人口／農家世帯数）は農業センサス 

 

2-2．世帯構成の推移 

 次に、郡部の世帯構成4の推移についてみてみよう（図 3-2）。農山村地域において特徴的

とされる三世代世帯では、1996 年から 99 年までは 20％を超えていたものの、2000 年で

20％を下回るようになる。2000 年から 2003 年まではほぼ同じ数値であったが、2004 年以

降減少傾向に転じ、2009 年では 13％にまで減少した。三世代世帯は、この 13 年間で 10％
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近く減少したことになる。一方、単独世帯は、多少の増減はあるものの、全体的に増加傾

向がみられており、2005 年からは三世代世帯を上回るようになっている。2009 年では 20％

を超え、この 13 年間でおよそ 6％の上昇がみられている。核家族世帯については、増減を

繰り返しながらも 50％台を保っているが、全体としてゆるやかな増加傾向にある。 

 次に、図には示していないが、市部について述べてみる。2009年市部では、単独世帯25.3％、

核家族世帯 60.4％、三世代世帯 7.8％となっている。2004 年の市部は、単独世帯 24.9％、

核家族世帯 61.7％、三世代世帯 7.8％であったことから、市部にかんしていえば、この 5 年

間ではどの世帯構成もほとんど変わっていないことがわかる。 

 

 
図 3-2 郡部世帯構成推移 

資料）「国民生活基礎調査」より筆者作成 

 

 図 3-1、図 3-2 から、世帯規模の縮小化と、郡部の単独世帯の増加および三世代世帯の減

少が読み取れる。2004 年を境に単独世帯と三世代世帯の比率が逆転したことは興味深い。

三世代世帯の減少は、既婚子との別居の増加と、子どもの未婚・晩婚化によって生じるも

のである（大友 2007）。一方、核家族世帯にはあまり変化がみられなかった。 

 国民生活基礎調査で用いられる「核家族世帯」とは、夫婦 2 人の世帯、夫婦もしくは片

親と未婚の子どもから成る世帯のことを指す。だが、農山村地域において、夫婦と 20 代の

未婚男性の世帯と、夫婦と 50 代の未婚男性の世帯を同じ核家族世帯として括ることには異

論がある。20 代の未婚男性は将来結婚し、生殖家族を形成する可能性は十分あろうが、50

代の未婚男性の場合、結婚する可能性は 20代の未婚男性よりも低いと想定される。さらに、

50 代未婚男性の親は老齢であり介護の不安を抱えている。つまり、同じ核家族世帯であっ

ても、性格はずいぶん異なっているのである。また、高齢者の夫婦 2 人世帯と、40 代夫婦
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と 10 代の子どもがいる世帯を、同じ核家族世帯とみなすことも問題があろう。さらに言え

ば、平成の市町村合併により、典型的な農山村的特徴を持つ地域でも、現在は「市部」に

属するという事態が増えている5。このように官公庁の行っている統計調査は、マクロな動

向を知るためには有効であるとしても、本論の用いる生活構造論的アプローチが必要とす

るデータを収集するには限界がある。 

本章で用いる「T 型集落点検」調査では、官庁の統計調査とは異なる手法によって住民の

生活構造を明らかにすることが可能である。また、調査によって帰納的に構成された独自

の世帯類型を用いており、現代農山村世帯の特性を十分表わすことができるものとなって

いる。集落を単位とする調査であるから、純農村的な地域を市部地域とするような誤りも

さけることができる。次節では、「T 型集落点検」の調査方法や調査地の概要、「T 型集落点

検」で用いる世帯類型の説明を行ってゆくことにしたい。 

 

 

3．調査方法と調査地域 

 

3-1．調査方法：「T 型集落点検について」 

「T 型集落点検」調査とは、農山村の基礎的集団である家、集落に着目して、集落住民の

婚姻状況を含む生活構造と集落構造を明らかにするために考案された調査法である。また、

実践を視野に入れた調査手法であり、調査の過程を通して、厳しい過疎・高齢化に悩む集

落の存続に向け、具体的な行為計画の立案を目標とするワークショップ形式の集落調査法

である。「T 型集落点検」調査は、集落全世帯、全住民が参加可能な調査であり、T 型の T

とは、徳野のイニシャルである T と家族図において夫婦と子どもの関係を表す〒をモチー

フとしたものである。 

ここで強調しておくが、この「T 型集落点検」と総務省が実施している集落点検とは、そ

の内容や事業において全く異なったものである。総務省の集落点検は、総務省が 2009 年度

に立ち上げた「集落支援員制度」の一環として、集落支援員による集落の実態把握として

位置付けられているが、具体的な内容は方法についてははっきりと定められていない。つ

まり、集落の情報を集めることを一般にさしている。一方、この「T 型集落点検」は、集落

を漠然と調査するのではなく、調査の主眼を家の担い手である「ヒト」に収斂させた調査

である。先に述べたように、この調査では集落の存続に向けた計画の立案が 1 つの調査目

標と設定されており、集落の存続は家の存続そのものであり、「ヒト」の問題ともなるから

である。 

調査手順を簡単に説明すると、①地区の公民館などに集落の人に集まってもらい、班（葬

式組）に分かれてもらう。②広用紙に班の簡単な地図を作成し、そこにそれぞれの家の世

帯構成や職業（勤務地）を黒マジックで記入し、次に赤マジックで他出している子どもの

世帯構成や他出先を記入する（図 3-3）。そして、③別の広用紙に他出子との関係や U ター
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ンの可能性、農林業状況、生活課題などを書き込んでもらう（表 3-1）。④これらに書き込

まれた現状をもとに、各家の担い手確保の可能性や集落の課題を検討し、集落維持に向け

ての具体的な行為計画を考えてゆく。 

この調査の特徴は、これまで農山村集落における集会等への参加は、一戸一人、つまり

世帯主が主となって参加していたが、この調査では、一戸一人の制限がなく、女性や若者

の参加が自由であるということである。山本陽三はかつて、集落の集まりには女性と若者

に出会うことがほとんどなく、それを大いに改善し、女性と若者の意見が反映できるよう

な集落づくりを唱えていた（山本 1981）。徳野も山本と同様、家と集落の将来展望を描く

には、女性の考えが不可欠であるとし、積極的な女性の参加を呼び掛けている。また、男

性と違って身近なところから集落を良くしようという女性のアイデアに着目している（徳

野 2011b）。 

さらに、いま置かれている集落の現状についての認識を、集落住民が共有することがで

きるという点も、「T 型集落点検調査」の特徴である。幾度もこの調査に参加している筆者

の印象を言うと、住民は集落の現状を知っているようで、案外知らないことも多く、出来

上がった図（図 3-3）を見ると、「いま（われわれの集落は）このようになっているんだ」

という住民の感想をよく聞く。 

 

 

図 3-3 「T 型集落点検」図 

資料）徳野（2011b）97 頁 
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表 3-1「T 型集落点検」表 

 

             資料）図 3-1 に同じ 

 

 

3-2．「T 型集落点検」における世帯類型 

 ここで、「T 型集落点検」で用いられる世帯類型について説明しよう。徳野は現代農山村

世帯の特性をより的確に掴むために、独自の世帯類型を用いている。本論文では徳野の類

型に大きく依拠しつつ、若干の修正を加えて用いることにする（表 3-2）。 

 

表 3-2 「T 型集落点検」における世帯類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）徳野（2005）をもとに筆者作成 

 

①単独世帯・・・・1 人世帯。過疎地域においてはほとんどが高齢者単独世帯である。 

②夫婦世帯・・・・夫婦 2 人からなる世帯。こちらも、過疎地域ではほとんどが高齢者夫

婦世帯である。 

③中高齢者小世帯・基本的に 50 代の夫婦とその親からなる世帯。夫婦の子どもは他出し

ている。現代農山村ではこの世帯構成が多くみられている。 

④核家族世帯・・・夫婦および 35 歳未満の未婚の子どもからなる世帯。 

⑤多世代同居世帯・夫婦およびその親と子どもからなる、三世代以上の世帯。 

⑥後継者未婚世帯・夫婦および 35 歳以上の未婚の子どもからなる世帯。35 歳以上の未婚

男女が単独で暮らしている場合もこの世帯に含める。 

⑦その他世帯・・・①～⑥に当てはまらない世帯。たとえば、兄弟姉妹のみの世帯、祖父

母と孫からなる世帯。          
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 この世帯類型は、人口や生活の再生産を軸に構成されており、これを脅かす世帯の縮小

化の程度と未婚者世帯の状況を把握できるという特徴がある。具体的には①～③の小規模

化した世帯の場合では、人口再生産や将来の生活の維持のために、現住の世帯のメンバー

のみではなく、他出している子どものＵターンや支援が必要である。これに対し④と⑤の

類型では、生活は比較的安定していると予測され子どもの誕生によって家の成員の再生産

も可能である。⑥の後継者未婚世帯6であるが、後継者が未婚のため、現在家の成員の再生

産ができておらず、後継者の結婚問題を抱えている。 

 図 3-3 と表 3-1 からも明らかなように、T 型集落点検では各世帯の生活状況を他出子まで

含めて包括的に調査することによって、第 1 章図 1-1 に示した徳野の生活主体の側からみ

た生活の維持に必要な要件のすべてを網羅的に調査することが可能である。ゆえに、この

調査方法を用いてデータを収集すれば、結婚を生活構造の他の要因との関連から捉えるこ

とが可能になり、本論文の課題に対し適した調査法と言うことができる。 

 

3-3．調査対象地について 

 本章では、福岡県福岡市西区72 集落、熊本県山都町84 集落、福岡県星野村92 集落、熊本

県阿蘇市波野103 集落、宮崎県諸塚村113 集落の 5 市町村計 14 集落を対象にした「T 型集落

調査」の結果を示すことにしたい。調査対象地、調査時期については表 3-3 に記している。

中山間地域が多いが、都市近郊農村や山村地域でも調査を実施している。調査対象集落の

選定に関しては、熊本県山都町、福岡県星野村、宮崎県諸塚村では、各町村役場を通じて、

熊本県阿蘇市波野では、「なみのやすらぎ交流館」を通じて選定を行った。福岡市西区調査

では福岡アジア都市研究所による研究プロジェクトの一環12として調査を実施した。なお、

これらの地域においては「T 型集落点検調査」以外にもアンケート調査や聞き取り調査を実

施しており、熊本大学地域社会学研究室による調査報告書も数多く刊行されている13。筆者

は調査員として、14 集落の調査に参加している。 

 

表 3-3 調査対象地一覧表 

 
 

 

 

自治体 集落 調査時期
都市近郊農村 福岡県福岡市西区 A、B 2008年10月～11月

中山間地域 熊本県山都町 C、D 2007年７月～11月
〃 〃 E、F 2008年８月～11月
〃 福岡県星野村 G、H 2009年８月～９月
〃 熊本県阿蘇市波野 I、J、K 2009年９月～10月

山村地域 宮崎県諸塚村 L、M、N 2010年２月、2011年２月
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4．調査結果 

 「T 型集落点検」調査は、集落の持続に向けた集落住民の生活構造要件の全体を捉える調

査法であるため、その調査項目は実に多様である。その中でも、ここでは人口構成と世帯

構成に注目したい。というのも、人口構成と世帯構成は、集落存続の基本的要件であり、

生活の安定性を知るための基本的な指標だからである。また、結婚による影響を直接的に

受ける要件でもある。そこで、本節では結婚と人口構成・世帯構成との関連に注目しなが

ら、調査集落の持続性についての分析を進めてゆくことにする。 

 

4-1.人口・世帯の分類 

 14 集落の人口・世帯の現状を表 3-4 に示している。まずは、この表の特徴、見方につい

て説明する。 

人口は 20 歳未満、20～39 歳、40～59 歳、60～79 歳、80 歳以上の 5 つの年齢階層に区

分し、それぞれの集落の年齢階層別の人口構成を比較できるようにした。また、各集落の

高齢化率（集落内の 65 歳以上の人口／集落人口×100）も提示している。 

世帯については、本節では、世帯規模と人口再生産の観点から、表 3-2 の世帯類型をさら

に、①極小型世帯（単独世帯、夫婦世帯、中高齢者小世帯）、②安定型世帯（核家族世帯、

多世代同居世帯）、③後継者未婚世帯の 3 つに分類した14。 

①の極小型世帯とは、基本的には世帯員全員が 50 歳以上であり、世帯規模も小さい高齢

者のみの世帯の場合は、大きな収入源は年金収入である。子どもとは同居していないが近

くに住む他出子からのサポートによって生活はなんとか維持できている。しかし、後継者

が確保できない・できていない世帯が多く、継承において課題を抱えているという生活構

造を持つ。 

②の安定型世帯であるが、農山村の場合、多くが多世代同居世帯と考えてよい。安定型

世帯は、世帯規模も大きく、世帯内の年齢層も多様なため、年金収入、農外就労、農業収

入といったさまざまな収入源を得て生活している。後継者が残っているため、生活におい

ても世帯の持続性においてももっとも安定した世帯である。 

③の後継者未婚世帯は、35 歳以上の未婚男女とその親から成る、もしくは 35 歳以上の未

婚男女が単身で暮らしている世帯である。後継者が未婚のため次世代が再生産されておら

ず、将来の担い手が確保されていない場合が多い。未婚者本人の収入＋親の年金収入で生

計を立てている。また、高齢の親がいるため、生活上の不安を抱えている。③の世帯にお

いても、継承の問題が生じている。 

本節では、世帯の持つこうした生活構造を意識しながら、分析を行ってゆくことにした

い。 
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表 3-4 14 集落の人口・世帯 （括弧内：実数 括弧外：％） 

 
 

 

 

4-2.人口・世帯の現状 

現代農山村集落は大まかには高齢化が進んでいるとはいえ、その生活実態は非常に多様

であることが想定される。同じ自治体に属している集落間であっても、人口構成や世帯類

型はさまざまであり、過疎の進捗状況も当然異なっている。人口構成に比べて、調査の難

しい世帯類型にみられる集落ごとの差異は些細にもみえるが、実は集落維持の展望を大き

く左右する可能性があること、さらに、その差異をもたらす要因として結婚の動向がある

ことを示していくことにしたい。 

西区・A 西区・Ｂ 山都・Ｃ 山都・Ｄ 山都・Ｅ 山都・Ｆ
人口 112 143 262 272 33 56
20歳未満 14(13%) 19（13%） 38(15%) 45(17%) 0（0%） 7(13%)
20～39歳 16(14%) 39（27%） 31(12%) 39(14%) 1（3%） 4(7%)
40～59歳 36(32%) 36（25%） 72(28%) 80(29%) 2（6%） 16(29%)
60～79歳 32(29%) 29（20%） 93(36%) 84(31%) 21（64%） 20(36%)
80歳以上 14(13%) 20（14%） 28(11%) 24(9%) 9（27%） 9(16%)
高齢化率 33% 29% 42% 33% 91% 45%
世帯数 34 31 83 70 21 17
極小型世帯 13(38%) 7(19%) 45(55%) 25(37%) 17(81%) 11(65%)
安定型世帯 16(47%) 21(71%) 30(37%) 35(50%) 0(0%) 4(24%)
後継者未婚 3(9%) 2(7%) 5(6%) 9(13%) 2(10%) 2(12%)

星野・Ｇ 星野・Ｈ 波野・Ｉ 波野・Ｊ 波野・Ｋ
人口 144 54 104 79 86
20歳未満 27(19%) 6（11%） 16（15%） 4（5%） 14（16%）
20～39歳 20(14%) 6（11%） 20（19%） 13（17%） 10（12%）
40～59歳 28(19%) 17（32%） 26（25%） 26（33%） 22（26%）
60～79歳 51(35%) 13（24%） 30（29%） 21（27%） 28（33%）
80歳以上 18(13%) 12（22%） 12（12%） 15（19%） 12（14%）
高齢化率 42% 46% 29% 35% 36%
世帯数 48 22 26 26 19
極小型世帯 22(48%) 17(77%) 10(39%) 12(46%) 10(53%)
安定型世帯 17(35%) 4(18%) 15(58%) 6(23%) 7(37%)
後継者未婚 8(17%) 0(0.%) 0(0%) 8(31%) 1(5%)

諸塚・Ｌ 諸塚・Ｍ 諸塚・Ｎ
人口 27 34 53
20歳未満 1（4%） 2（6%） 12（23%）
20～39歳 2（7%） 2（6%） 4（8%）
40～59歳 8（30%） 8（27%） 16（30%）
60～79歳 12（44%） 16（47%） 17（32%）
80歳以上 4（15%） 5（15%） 4（8%）
高齢化率 44% 52% 33%
世帯数 9 11 13
極小型世帯 4(44%) 5(46%) 8(62%)
安定型世帯 3(33%) 1(9%) 5(39%)
後継者未婚 2(22%) 3(27%) 0(0%)

都市近郊 中山間地域

中山間地域

山村地域
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まずは、人口・世帯の全体的な傾向から押さえておきたい。 

極小型世帯の割合が過半数以上、もしくは過半数近くを示している集落は、中山間地域、

山村地域の 10 集落であった（山都 C，山都 E、山都 F、星野 G，星野 H，波野 J、波野 K、

諸塚 L、諸塚 M、諸塚 N）。中山間地域、山村地域の集落では、全体的に世帯の極小化が進

行していることがわかる。 

だが一方で、14 集落中 6 集落では 3～4 割の安定型世帯を形成していた（西区 A、山都 C、

星野 G、波野 K、諸塚 L、諸塚 N）。これについては、「20 戸の集落で多世代同居世帯が 5

戸あれば、他の独居、高齢者世帯が生活できる」（徳野 2011:70）と徳野は指摘している。 

農山村の人口・世帯は極小化が進行しつつあるが、3～4 割の安定型世帯によって、何とか

集落生活が維持されている状況にある。こうしたことからも、この安定型世帯（特に多世

代同居世帯）は集落の持続性を捉えるうえで大きなポイントとなっている。 

 高齢化率は半数の集落で 40％を超えており、高齢化がすすんでいることがわかる。なか

でも「限界集落」の基準となる高齢化率 50％以上の集落は、山都 E、諸塚 M の 2 集落あっ

た。 

これまでの研究や政策のなかで集落存続の危機がとりわけ指摘されてきたのが、高齢化

率の高い「限界集落」である。しかし、世帯類型という観点から集落の実態を分析してい

くと、結婚という集落存続にとってのキーファクターと農山村における「結婚難」問題の

構図が浮かび上がってくるのである。その分析のために、以下では、まず人口構成につい

て高齢者だけではなく、若年層の割合を加味した集落の分類を行っておこう。 

表 3-4 で示した人口構成に着目すると、調査対象の 14 集落は、以下の 4 つに類型できる。 

①40～59 歳と 60～79 歳の人口が約 20％台後半から 30％台前半であり、 

かつ 20～39 歳人口が 40～59 歳の半数以下の集落・・・（西区 A、山都 C、山都 D、山都

F、星野 H、波野 J、波野 K、諸塚 N 8 集落） 

②60～79 歳人口が 40％以上の集落・・・（山都 E、諸塚 L、諸塚 M 3 集落） 

③20～39 歳人口が約 20％台である集落・・・（西区 B、波野 I 2 集落） 

④①から③のいずれにも該当しない・・・・・・（星野 G 1 集落） 

 

 この 4 つの分類を、世帯の持続性という観点から分析していくことにしたい。 

まず、①の 8 集落（西区 A、山都 C、山都 D、山都 F、星野 H、波野 J、波野 K、諸塚 N）

では、40～59 歳と 60～79 歳の人口は約 20％台後半から 30％台前半であり、両者を合わせ

ると集落人口の 6割を占めている。40～59歳人口と 60～79歳の人口の差は、8集落とも 8％

未満であった。しかしながら、40～59 歳人口に比べて、20～39 歳人口割合は半分となって

いる。これらのことから、60～79 歳とその子世代の 40～59 歳は集落に残っているものの、

40～59 歳の子世代にあたる 20～39 歳が集落にいないということである。 

20～39 歳人口が少ない理由として、その多くが他出している場合と、40～59 歳の未婚等

によってそもそも 20～39 歳人口が少ないという場合が考えられる。そこで後継者未婚世帯
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をみてみると、西区 A、山都 C、星野 H、波野 K、諸塚 N では、後継者未婚世帯の割合が

小さいため、20～39 歳の他出が理由と考えられる。山都 D、山都 F では、後継者未婚世帯

が 10％を超えているが、20 歳未満人口も一定程度いるため、20～39 歳の他出が理由と考

えてもよいだろう。一方、後継者未婚世帯が 3 割を超えていた波野 J では、40～59 歳の未

婚により、20～39 歳人口が少ないということが推測される。しかし、8 集落全体では、他

出のケースが多いと考えられるため、①のタイプを「若年非残留型集落」と呼ぶことにし

たい。この①のタイプの集落は、20～39 歳の動向が世帯の持続性においてきわめて重要な

意味を持つ。 

②の 3 集落（山都 E、諸塚 L、諸塚 M）では、60～79 歳人口が 40％以上であり、山都 E

においては 60％以上である。②の 3集落はそれぞれ高齢化率が高く、山都Eは高齢化率 90％

以上であり、ほとんどの住民が 65 歳以上であることを意味している。諸塚 L、諸塚 M では、

20 歳未満と 20～39 歳人口を合わせてもわずか 10％程度であり、山都 E は、20 歳未満は

全くおらず、20～39 歳は 1 人しかいない。よって、②のタイプの集落を「高齢・超少子型

集落」と呼ぶことができる。②のタイプの特徴として、安定型世帯が形成できていないこ

とが挙げられるため、世帯の持続性は脆弱である。 

山本努は、同じ過疎地域のなかでも、条件の不利な集落ほど、高齢化と少子化が進みや

すく、さらには少子化を通り越して無子化するにいたることを「集落分化型過疎」（山本 

2008：146）と称している。たしかに②に属する 3 集落は、他の集落に比べて地理的条件の

不利な集落である。だが、諸塚 N もまた、諸塚 L、諸塚 M と同じ地理的条件を抱えている

が、少子化とは無縁な状態にあり、地理的条件のみによって過疎化の進捗状況をはかるこ

とはできない。また、諸塚 L、諸塚 M では、後継者未婚世帯が 2～3 割あり、後継者の未婚

によって高齢化率の上昇に拍車がかかっている。 

③の 2 集落（西区 B、波野 I）では、20～39 歳人口が 2 割であり、西区 B では 3 割に近

い。この 2 集落に特徴的なことは、20～39 歳、40～59 歳、60～79 歳人口がそれぞれ 2 割

であり、この 3 つに大きな差がみられないということである。20～39 歳が集落にしっかり

と残っていることを意味しており、そのため安定型世帯の割合も高い。③は「若年残留型

集落」と呼ぶことができる。「若年残留型集落」は、農山村集落のなかでも持続性という観

点から見て非常に安定した集落である。 

 ④の星野Gは、60～79歳人口がやや高いが、20歳未満や 20～39歳人口も一定程度おり、

①～③のいずれにも該当しなかった。星野 G については、次章でまた詳しく論ずることに

したい。 

 人口構成から 14 集落を 4 つに分類したが、それぞれの集落タイプを論じるには、人口構

成だけでなく、世帯類型も必要であった。つまり、人口、世帯の双方を捉えないと、現代

農山村は分析できないということであり、かつこの 2 つは基礎的な視角となっている。よ

って、高齢化率のみでは、集落の展望を論じることはできない。 
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4-3.後継者未婚世帯への着目 

 次に後継者未婚世帯に着目する。というのも、農山村の集落維持という観点からみたと

き、まず問題として浮かび上がるのは後継者未婚世帯だからである。では、その問題性と

は具体的にどのようなものであろうか。後継者の未婚が、集落維持にどう影響するか考え

てみよう。それらは、大きく 3 つの次元①人口レベル、②経済レベル、③関係性レベルに

まとめることができる15。 

 ①の人口については、まず、後継者の未婚は「家」の継承に大きく影響する。次世代が

再生産されないために、屋敷や田畑等の家産を含む「家」の継承が困難となるおそれがあ

る。さらに、後継者未婚世帯の増大は、「家」という生活の基礎単位の維持が困難になるこ

とによって、集落の維持・存続をも危うくする。後継者の未婚は人口減少につながり、子

どもが生まれないため世帯の縮小、集落の少子・高齢化をさらに進行させ、少子・高齢化

は集落生活の維持（集落の行事、共同作業など）をむずかしくさせる。さらに広い範囲で

考えれば、少子化は学校運営にも影響を及ぼす。波野 J 集落のある住民は、「この集落は独

身男性が多いから早く結婚してほしいし、子どもが増えたら集落に活気がでるのに」（60 歳

男性）、と語り、他の波野 J 集落の住民は、「ここには神楽があるが、若い人がいないので

他の地区の人を借りないと続けられない」（65 歳男性）と語っていた16。 

②は、後継者に配偶者がいないことは、農山村の基本的な生業である農林業の将来を危

うくするものでもある。農業労働にしろ農外就労にしろ、将来的には、農山村の経済活動

を担う担い手が減っていくことを意味するとともに、担い手本人とその家族にとっては生

計上の不安を大きくする。世帯の縮小化、高齢化は、経験的には農林業経営規模の縮小、

離農へとつながってゆく。その結果、おおまかには集落での食糧の生産は低下し、集落の

農地荒廃はすすみ、農地保全や景観保全にも悪影響を与える可能性がある。諸塚 L 集落の

未婚男性（43 歳）は、「このまま結婚しなかったら 15 年後は田畑を続けないだろう」17と

述べ、また後継者未婚世帯の多い星野 G 集落の住民は、「高齢化や後継者不在によって、こ

の集落ではすでに荒れている土地に加え、これからさらに農地が荒れていく可能性が高い」

（63 歳男性）18という不安を嘆いていた。 

③は、配偶者がいないことは、日常的にスキンシップをとる相手がいないため、精神的

な安定を得ることがむずかしい。精神的な不安定さは、生活のハリを衰退させる。また、

後継者の未婚は、将来の担い手の源泉となる他出子が存在しないことを意味する。子ども

からのサポートが得られないことによって老後は社会的サポートを前提とするため、経済

的な負担となり、さらなる老後の不安を助長させる。筆者の星野 H 集落での聞き取り調査

データをくわえると、ある 50 代男性（離別、1 人暮らし）は、これまで家事全般を担って

きた母親が亡くなり、生活の不安定さから引きこもっている状況にあるという。50 代は星

野 H 集落にとって主力の世代であり、「中核が元気でないと困る」と他の集落住民は語って

いた19。 

ここで挙げた問題点は一部にすぎないが、①から③は相互に深く関連するものであるこ
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とが理解できる。①から③を全体的に考えると、後継者未婚世帯の問題点としては、「ヒト」

が再生産できないために、家の継承が困難となるだけではなく、世帯レベルにおいても集

落レベルにおいても生活水準の低下、関係性の損失を引き起こし、現在や将来の不安を招

くことになる。こうしたことが、集落の維持・存続に大きく左右するのである。 

表 3-4 から、14 集落中 11 集落で後継者未婚世帯の存在が確認できる。後継者未婚世帯が

まったくないのは 3 集落である。中山間地域や山村地域のみならず、都市近郊農村である

西区 A、西区 B にも後継者未婚世帯がみられた。つまり、今日では、多くの集落で 35 歳以

上の独身男女を抱える世帯がいると考えられる。 

表 3-4 から、後継者未婚世帯の割合は平均して 6～10％程度20である。なかでも星野 G、

波野 J、諸塚 L、諸塚 M では後継者未婚世帯の割合が高く、波野 J や諸塚 M では、全世帯

のうち後継者未婚世帯が 3 割近くを占めている。高齢化率の低い波野 J では、高齢化より

もむしろ、後継者の未婚が集落の維持・存続を脅かすものとなるであろう。 

また、後継者未婚世帯の有無によって、10 代以下の子ども世代人口にも差異が表れてい

る。同じ自治体内の集落でも、波野 I 集落と波野 J 集落、諸塚 N 集落と諸塚 M 集落を比較

すれば明らかなように、後継者未婚世帯の多い集落では 10 代以下の占める割合が低くなっ

ている。 

このように、結婚は集落の高齢化や少子化の進展に深刻な影響を与えており、住民生活

や集落の成員の再生産にとって欠くべからざる要因となっていることが分かる。極小型世

帯が少なからず存在する現代農山村集落での生活は、集落内での相互扶助や他出子による

支援が欠かかせないものと考えられる。後継者未婚世帯の増加は、相互扶助や集落内での

成員の再生産に大きく影響する。生活構造という視点からみたとき、農山村集落で生活す

る人びとにとって、結婚は現在や将来の生活の安定性に関わっており、結婚難は統計デー

タに表れる「未婚者の増加」以上のインパクトを持っていると言ってよい。 

 

4-4．個人の婚姻状況 

 後継者未婚世帯の定義について再度確認すると、夫婦および 35 歳以上の未婚の子どもか

らなる世帯、または 35歳以上の未婚男女が単独で暮らしている世帯である。未婚後継者は、

35 歳未満のときには、核家族世帯もしくは多世代同居世帯に属していたが、未婚のまま加

齢したことによって後継者未婚世帯へと移行するのである。さて、農山村集落の未婚者の

性別、年齢層はどのようになっているのか。個人の婚姻状況から確認することにしたい。

ここでは壮年層に着目してゆくため、各集落の 30 代～50 代の男女を、未婚、既婚、離死別

に区分した。それをまとめたものが表 3-5 である。括弧外の数字は男性、括弧内の数字は女

性である。 

表 3-5 から、諸塚 N を除いた 13 集落では 30 代～50 代の未婚男女がいることがわかる。

さらに波野 I を除いた 12 集落では 30 代～50 代の未婚男性がいる。このことから、ほとん

どの現代農山村集落では、壮年層の未婚男女を抱えていることが予測される。後継者未婚
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世帯もなく、30 代～50 代の男女で未婚者がいなかったのは諸塚 N の 1 集落のみであった。 

後継者未婚世帯の割合が高かった星野 G、波野 J、諸塚 L、諸塚 M に着目する。星野 G

では、40 代と 50 代男性の既婚男性（5 人）よりも同世代の未婚男性（9 人）のほうが多い。

波野 J では 40 代男性のなかに既婚者はおらず、30 代と 40 代の未婚男性 10 人に対して、

既婚男性はわずかに 1 人であった。諸塚 L では、30 代から 50 代男性 5 人のうち既婚者 1

人に対して未婚者は 3 人であり、3 人とも 40 代と 50 代であった。諸塚 M でも同じく 40

代、50 代にひとりずつ男性未婚者がいる。以上のように、今日では 30 代から 50 代の壮年

層において、未婚男性が多数派となってきている集落があらわれてきている。表 3-4 と表

3-5 から、この星野 G、波野 J、諸塚 L、諸塚 M の 4 集落において、後継者未婚世帯に属す

る未婚者は、35 歳～39 歳よりも、40 代、50 代の方が多い。 

次に、壮年層の未婚女性がいる集落は 10 集落であった。だが、全体的にみると、30 代の

未婚女性が 2 人以上である集落はあっても、40 代および 50 代の未婚女性が複数いる集落

はない。ここが男性との大きな違いである。 

また、表 3-5 から、集落内の離死別人口が無視できない程度いることも明らかになった。

特に、星野 G では、30 代～50 代女性の 3 分の 1 が離死別であり、星野 H では 50 代男性 8

人中 3 人が離別者であった。30 代～50 代の離死別の多くは離婚と考えてよい。すなわち、

未婚のみならず離婚も現代農山村が抱えている課題のひとつ21となっている。 
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表 3-5 14 集落の 30 代～50 代男女の婚姻状況 （単位：人） 

                     括弧外：男性 括弧内：女性 

 
 

 

後に、やや大雑把ではあるものの、14 集落全体の婚姻状況を示すことにする（表 3-6）。 

 未婚者の男女比は、30 代では男性 22 人、女性 18 人に対し、40 代では男性 25 人、女

性 7 人、50 代では男性 12 人、女性 3 人となっている。30 代女性のうち 3 割が未婚である

ため、今日では 30 代の未婚女性が農山村に残ることはめずらしいことではなくなってきて

いる。しかし、40 代女性の未婚者は 1 割、50 代女性の未婚者は皆無であり、40 代以上の
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未婚女性は農山村にはほとんどいない。 

一方、男性の場合は 30 代で 4 割、40 代で 3 割、50 代で 1 割が未婚であった。40 代と

50 代男性を合わせると、2 割が未婚という状況であった。 

表 3-4、表 3-5、表 3-6 から 40 代、50 代男性に比べて、30 代男性の数が少ないという集

落は多い。そのため、農村男性の結婚を論じる場合、30 代男性のみならず、40 代・50 代

男性に着目する必要があることが示唆される。 

 

表 3-6 14 集落全体の婚姻状況（括弧外：男性、括弧内：女性）（人） 

 

 

 

 

5．結論 

 

 本章では、まず、官庁の統計データから農山村世帯の推移、現状を確認した。世帯規模

の縮小化と、農山村地域に多いと言われてきた、三世代世帯が減少していること、一方で

単独世帯の増加がみられており、2004 年を境に、単独世帯が三世代世帯を上回っているこ

とが明らかとなった。しかし、近年の市町村合併や世帯構成概念の曖昧さから、官庁の統

計データでは農山村世帯の現状をしっかりと把握できないという弱点を指摘した。 

 それを受けて、本論文における調査方法としてよりミクロなレベルの視点を持ち、農山

村で生活する人びとの生活構造を把握する「T 型集落点検」について、その方法と特徴を論

じた。 

 「T 型集落点検」調査から得られたことをまとめると、まず、現代農山村集落では、全体

的に世帯の極小化が進行している。とはいえ、半数近くの集落では、3～4 割の安定型世帯

によって集落生活が維持されている現状にある。高い割合の安定型世帯を持つ集落では、

20～39 歳人口もしっかりと残っていたが、本章の分析からは、こうした安定型構造を持つ

集落は少なく、むしろ 20～39 歳が他出により少ないという不安定型構造を持つ集落のほう

が多かった。 

 集落の持続性・展望を論じるには、限界集落論の高齢化率よりもむしろ、世帯類型がき

わめて重要なファクターであることを示した。分析では特に、後継者未婚世帯に着目し、

集落内の後継者未婚世帯が集落の人口・世帯構成に影響を及ぼしていることを明らかにし

未婚 既婚 離死別 計
30代 22(18) 26(42) 3(0) 51(60)
40代 25(7) 51(57) 5(7) 80(71)
50代 12(3) 106(107) 5(9) 123(119)
計 59(28) 183(216) 13(16) 254(250)

14 集落計
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た。後継者未婚世帯に属する未婚者が結婚すれば、安定型世帯へと移行するが、未婚のま

ま加齢すると、極小型世帯の形態を採るようになる。しかしながら、後継者未婚世帯の未

婚後継者には、40 代、50 代男性が多分に含まれており、彼らの結婚問題はきびしいものと

なっている。後継者未婚世帯が結婚できないために安定型世帯へと移行できないというこ

とは、後継者未婚世帯の問題点から理解できるように、多様な側面に大きな影響を与える

のである。 

そして個人の婚姻状況からは、壮年男性の未婚は、30 代のみならず、40 代、50 代にま

で拡大している傾向にあった。今や、未婚の壮年男性は集落内では多数派になっている集

落もあらわれている。また、離婚も現代農山村が抱える課題のひとつであることも明らか

になった。 

20～39 歳人口は 40～59 歳人口の半数以下である集落が多く、とくに小規模集落では 20

代・30 代人口がきわめて少ない傾向にある。つまり、農山村の壮年男性（特に 40 代、50

代）が結婚しているかどうかが、農山村集落の現状と将来展望を論じるさいに、大きな焦

点となっているという知見を得ることができた。 

 「T 型集落点検」調査からみた場合の問題性は、後継者未婚世帯に集中的に表れていた。

そして、後継者未婚世帯の出現の要因は、35 歳過ぎても、40 代、50 代で未婚であっても

農山村での生活を送り続けるという男性の意識にあると推測される。その点については、

第 4 章の未婚男性の生活構造分析を通して検証していくことにする。 
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【注】 
 
1現代では、家族と世帯の概念が混同されている。たとえば、農山村の老夫婦に「家族は何

人ですか？」と尋ねると、「夫婦 2 人です」と答える。だが、詳しく聞いてみると、他出し

ている息子は結婚して孫がいて、月に１回は実家に帰っている。「息子は家族ではないので

すか？」と聞くと、「そういえばそうだが・・・」という具合になる。「世帯」とは、同一

家屋に居住する者の生活集団であり、統計的に把握することができる。しかしながら、他

出している子どもたちが果たす機能（例を挙げてみれば、介護、農業の手伝い、情緒的サ

ポート）というのはしっかりと存在しているのである。こうしたサポートによって農山村

の人びとの生活は支えられているのである。すなわち、家族は空間を超えて機能している。

現代農山村においては、他出している子どもたちとの関係がきわめて重要となっており、

統計的に把握できる世帯のみならず、家族についてもきちんと把握する必要がある。 
2本論文で用いる集落とは、主に小字集落をさす。鈴木榮太郎の言う第一社会地区に相当す

るものと考えている。 
31980 年までの国勢調査では、世帯を普通世帯と準世帯に区分し、普通世帯は、「居住と生

計を共にしている人の集まり、または一戸を構えて住んでいる単身者」を指している。1985

年以降の国勢調査では、世帯を一般世帯と施設等の世帯に区分し、一般世帯は「住居と生

計を共にしている人の集まり、一戸を構えて住んでいる単身者、間借り・下宿・会社の独

身寮に住む単身者」となっている。大友（2007）は、一般世帯を普通世帯と捉えている。 
4「国民生活基礎調査」による世帯構成は次の 4 つに分類されている。①単独世帯（世帯員

が一人だけの世帯）、②核家族世帯（夫婦世帯、夫婦と未婚の子どものみの世帯、ひとり親

と未婚の子どものみの世帯）、③三世代世帯、④その他世帯（1～3 以外の世帯）である。 
5九州の例をいくつか挙げると、五家荘で知られる熊本県八代郡泉村は、八代市と合併し、

現在熊本県八代市泉町となっている。鯛生金山やカメルーンキャンプが話題となった大分

県日田郡中津江村も日田市と合併している。第 2 章の事例地でもある福岡県星野村も、八

女市と合併しており、福岡県八女市星野村となっている。 
6後継者未婚世帯について補足をしておく。後継者未婚世帯の未婚者のなかには、自身は後

継者ではなく、別に後継者がいるというケースもわずかだがみられる。 
7福岡市は人口 143 万人（2010 年 3 月時点）を抱える九州 大の都市である。福岡市の西

部に位置している西区（人口 19 万人、2010 年 3 月時点）は、豊かな自然環境に恵まれて

おり、福岡市全体の耕地面積の半分以上を西区が占めている。なかでも本章で取り上げて

いる集落は、一定量の農家がまとまって農村集落を形成している地区にある。 
8熊本県上益城郡山都町は、同郡矢部町、同郡清和村、阿蘇郡蘇陽町の 3 町村の合併により

2005 年 2 月に誕生した自治体であり、典型的な中山間地域である。2005 年国勢調査によ

ると、人口 18,783 人、世帯数 6610 世帯である。熊本大学地域社会学研究室では、これま

で山都町をフィールドに多くの研究実績を積み重ねている。たとえば徳野・松本（2008）、
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Tolga（2008）、木村・松本・Tolga（2010）など。 
9星野村の概要については第 2 章に記述している。 
10阿蘇市波野の概要については第 4 章に記述している。 
11諸塚村の概要については第 5 章に記述している。 
12福岡アジア都市研究所研究プロジェクト「市街化調整区域の施策に関する研究」。熊本大

学地域社会学研究室が行った調査結果は、中間報告書第 2 篇「福岡市における市街化調整

区域の農村集落の現状と課題」（徳野貞雄，2009）に掲載されている。 
13『山都町地域社会調査』（2006、2008）、『星野村地域社会調査』（2009）『諸塚村地域社会

調査』（2010）がすでに刊行されている。 
14なお、表 3-2 の「その他世帯」については、集落内の「その他世帯は」0 もしくは 1 世帯

程度であったため、表 3-4 では省略した。よって、①から③を合計しても世帯数と一致しな

い場合がある。 
15この考えは飯島伸子（1993）に依拠している。 
162009 年 9 月、波野 J 集落聞き取り調査より。 
172010 年 4 月、諸塚村 L 集落聞き取り調査より。 
182009 年 9 月、星野村 G 集落聞き取り調査より。 
192010 年 8 月、星野村 H 集落の聞き取り調査より。 
20この点は徳野も、「T 型集落点検」調査から、「『後継者未婚世帯』はだいたい 7～8％にな

っています」（徳野 2007:152）と述べている。 
212005 年星野村国勢調査によると、35～39 歳離別率は男性 7.2％、女性 11.0％であった。

35～39 歳では、男女とも人口の 1 割が離別者である。また、各年国勢調査より、星野村男

女の離死別は増加傾向にある。 
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第 4 章 現代農山村の未婚男性の生活構造 

 

 

1．本章の課題 

 

 第 2 章では、現代農山村の「結婚難」問題を捉える視点として、生活構造論的アプロー

チの必要性を提起した。続く第 3 章においては、農山村で暮らす人びとの生活構造を把握

する調査方法とその特徴を述べ、具体的なデータを示しつつ、集落調査の分析を行った。

集落調査の分析から、世帯の極小化が進行し、一見すると高齢化の進展が非常に目につく

のだが、それよりもむしろ、後継者未婚世帯が集落の人口構成、世帯構成に深い影響を与

えていること、後継者未婚世帯の増加は集落内の生活の維持に大きく関わる問題であるこ

とを指摘した。また、個人の婚姻状況分析から、壮年男性の未婚は、30 代のみならず 40

代や 50 代にまで拡大していることも明らかにした。 

本章の課題は、前章で取り上げた集落のうち、未婚男性が多く滞留していた 2 集落を事

例に、現代農山村における未婚男性の生活構造を通して、現代農村の「結婚難」とはどの

ようなものであるかを示す。そのためには、未婚男性という個人の視野から見た場合の配

偶者選択を規定する要因群を、彼らが生きる農山村の生活条件のなかに探ることが必要で

あるが、結婚しなくても農山村に居住する男性が多いということは、結婚せずとも生活を

維持できる構造があるからかもしれない。もしそうであるとすれば、「結婚難」は現代農山

村の未婚男性にとってそれほど大きな問題ではないかもしれないということになる。しか

し、実際にはそうではないということを、本章では 終的に示すことになる。なお、本章

で事例として取り上げる集落には、壮年層の未婚女性も居住しているため、未婚男性とあ

わせて取り上げることにしたい。 

 

 

2.未婚男性の生活構造 

 

 そもそも、農山村の未婚男性はどのような生活を送っているのであろうか。実は農山村

の未婚男性は、かつての農村研究では、青年団や消防団など、集落の日常生活の主要な担

い手であったし、次世代のリーダー育成の上でも重要な世代であったことがわかる。とこ

ろが、彼らの視野から見た場合の生活がどのようなものであるかについては、実はあまり

研究されてこなかった。それは彼らの結婚についても同様である。 

 その理由としては、次の事柄が想定される。第 2 章でも指摘したが、既存の農村研究で

は、農村男性の結婚難を論じるとき、農村男性の結婚難を作りだしている主な要因は、マ

クロな社会構造と連動して生じる後進的な農業・農村を若年女性が忌避するという側面が

クローズアップされてきたため、農村における女性の地位向上と役割の改善を含む農業・
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農村社会の変化に焦点が当てられてきた。特に、近年の農村女性政策には、農村女性の地

位向上によって、農山村の結婚難問題の抜本的な解決を図ろうという意図さえある（中道 

2007）。事実、農林水産省による農村女性を対象とした調査1では、「農村、農業を若い女性

が敬遠すると考える理由」として、「因習・慣習が煩わしい」ことがもっとも多く、2 番目

は「農業には魅力がない」が挙がっている。それらの調査結果をふまえて、農林水産省は、

農村社会・生活習慣の改善を掲げ、具体的には農村女性の社会参画、家族経営協定の促進

を掲げている。なお、農山村の未婚男性への対策としては、農山漁村のイメージアップを

促進し、都市の女性との交流を行うことを提案している（農林水産省 1998）。 

 また、本論文で幾度か取り上げた光岡浩二も、農村男性の結婚難の要因を、「若年女性が

農家・農村青年との結婚を敬遠」していることに求めており、なぜ敬遠しているのかとい

う理由として、「農業収入の不安定と農業労働の厳しさ」がもっとも重視されていることを

アンケート調査2から明らかにしている。 

 このような指摘は、暗に現代農山村の未婚男性の存在、すなわち彼らが結婚しない、あ

るいは結婚できないということが、農山村にとってゆゆしき問題とされていることを示し

ている。もっとも未婚男性を対象とした調査にはさまざまな困難が予想される。ことに、

ライターの吉廣紀代子（1988）や地理学者の村田陽一（2000）が指摘するように、都市部

に比べると農山村を含む地方の男性未婚者の調査は困難性が高い3。そこで本章では、分析

の対象とする集落を絞って、生活婚という視点からみた場合の未婚男性の生活構造を、よ

り詳細に分析してゆく。そのうえでなぜ彼らが結婚しないのか、また、そのことが集落の

維持にとってどのような問題となってくるのかを検討することにしたい。 

 

 

3．調査対象地域と調査方法 

 

3-1.調査対象地域 

本章では、福岡県星野村 G 集落（以下星野 G）、熊本県阿蘇市波野 J 集落（以下波野 J）

という 2 つの集落を取り上げて分析を進めることにしたい。この 2 集落は第 3 章でみた星

野 G、波野 J と同じ集落である。この 2 集落は第 3 章から明らかになっているように、後

継者未婚世帯も多く、未婚男性が他の集落よりも非常に多いという特徴を有していた。そ

の実態からは、未婚男性の配偶者選択が、個人的な要因や全国の農山村に共通する社会構

造的要因のみによって規定されているのではなく、未婚男性の生活構造、ことに集落の人

びとにある程度共通する生活構造に規定されていることを予想させる。 

まず、対象集落の概況をかいつまんで紹介しておこう。1 つ目の事例である星野村の概要

は、第 2 章で既に述べているためにここでは省略する。星野村の北部に位置する G 集落は、

役場や各種の機関がある村の中心地域に近く、比較的規模の大きな集落である。 

 2 つ目の事例である波野 J 集落がある阿蘇市は、阿蘇郡阿蘇町、同郡一の宮町、同郡波野
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村の 2 町 1 村による合併によって 2005 年に誕生した自治体であり、阿蘇市は阿蘇地域の中

央に位置している。波野は、阿蘇市の北部にあり、東側は大分県と県境を成す。標高は中

心部でも 500 メートル以上に及び、キャベツや大根といった高冷地野菜の産地として有名

である。また、キャベツの裏作として生産されるそばの産地としても知られている。旧波

野村の人口は 1,632、世帯数 522 である（2005 年国勢調査より）。 

 J 集落は、波野の西部に位置しており、かつては水に恵まれていなかったために、放牧し

かできず、生活条件は厳しかったという。現在ではそうした環境も改善されており、大根

の生産が盛んである。また林道も開通したことによって交通条件も良くなっている。この

ように、2 つの集落は「まち」に近く、その意味では、兼業との就業の機会にもある程度恵

まれた条件におかれているといえる。 

 

3-2.調査方法 

 本章で用いるのは、2009 年 8～9 月に星野村 G 集落、2009 年 9 月～10 月に波野 J 集落

で行った調査のデータである。両集落では、第 3 章で説明した「T 型集落点検」調査という

手法の集落調査にくわえて、集落各世帯員からの聞き取り調査を実施した。両調査で聞い

た質問項目は、第 1 章図 1-1 の生活構造要件である、世帯構成、世帯員の婚姻状況、世帯

員の就業構造、農業経営、他出子の状況（他出子の年齢、性別、居住地、他出子の世帯構

成、U ターンの有無など）、後継者、将来への意識、生活課題等である。 

 2 つの集落の未婚の実態を、現代農山村の生活構造から明らかにしていくために、調査項

目を整理しておくことにしよう。これまで本論文で定義したように、かつての農山村では

人びとは生活のために結婚することが当たり前であった。それは、農山村の居住者が結婚

によって衣食住を維持することが可能になり、基礎的な生活集団の再生産ができ、農業等

の生活手段を確保することができたためである。その生活婚の定義をふまえて、現代農山

村の未婚者が未婚のままあり続ける理由を分析するために、未婚者の結婚観や将来への意

識にくわえて、以下のような項目を分析の対象に含めることにした。 

 

 (1)世帯構成・・・未婚者をとりまく世帯は、どのような構成を持っているのか、誰と一

緒にくらしているのか 

  (2)職業・・・・・未婚者の職業は何か、未婚者以外の世帯員の職業は何か。どのような

生計手段を立てているのか 

 (3)家の農業・・・家ではどのような農業経営が行われているのか、農地面積など 

 (4)兄弟姉妹との関係 未婚者の兄弟姉妹は、どこに住み、どのくらいの頻度で帰省し、

どういうサポートを行っているか 

 (5)後継者、将来の意識・・・後継者についての考え、結婚や将来についての意識 
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4．事例分析 

 

4-1．事例 1．星野 G 集落 （人口 144、世帯数 48、高齢化率 42％） 

 

 まずは星野 G 集落全体の人口構成・世帯類型、婚姻の状況について概観しておこう。そ

のために作成したのが、20 代から 60 代の男女を婚姻状況別に未婚、既婚、離死別の 3 つ

に区分したグラフ、図 4-1 である。なお、0～9 歳（0 代）、10 代、70 代、80 代の男女では

婚姻状況は区分しておらず、「区分なし」と表記している。 

 図 4-1 をみると、星野 G 集落では 40 代と 50 代の未婚男性が非常に多いことがすぐに理

解できよう。40 代と 50 代の男性は合わせて 15 人いるが、そのうち 9 人（6 割）が未婚で

ある。さらに第 3 章で定義した後継者未婚世帯の基準となる 35 歳以上の未婚男女は 12 人

おり、うち 11 人が男性であった。 

また、離死別男女、特に離別男女が多いことも G 集落の特徴である。30 代から 50 代の

離死別男女 7 人のうち、離別者は 5 人（男性 3 人，女性 2 人）であった。離婚後子どもを

引き取って親と同居している男性や、離婚後子どもを連れて実家に戻った女性が集落調査

からみられた。G 集落では 40 代と 50 代の未婚男性が多いにもかかわらず、子どもの数が

一定程度みられるのは、こうした理由によるものといえる。 

 

    図 4-1 星野 G 集落婚姻状況別人口構成（人口 144、男性 71、女性 73） 

 

 

表 4-1 から、G 集落の世帯構成を確認することにしよう。本章でも、第 3 章で説明した

世帯類型を用いる。G 集落の 40 代と 50 代の未婚男性の多さは、当然ながら、後継者未婚

世帯の高い割合をもたらすものとなっており、後継者未婚世帯は 16.7％と集落全体の約 2
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割を占めている。極小型世帯（単独、夫婦、中高齢者小）45.8％に対して、安定型世帯（核

家族、多世代同居）が 35.4％となっている。後継者未婚世帯の未婚者が結婚して安定型世

帯へと移行するのか、または後継者未婚世帯のままかという、後継者未婚世帯の今後の動

向が、G 集落の安定性、持続性を左右すると言える。 

 また、G 集落の多世代同居世帯は 12 世帯あるが、そのうち 5 世帯に離別男女がいること

が調査からわかった4。星野 G 集落における多世代同居世帯は、一般的に想定される多世代

同居世帯（夫婦・両親・未婚の子ども、もしくは夫婦・片親・未婚の子ども5）とは、様相

が異なっているということを示している。 

 

表 4-1 星野 G 集落世帯構成 

  

G 集落の 35 歳以上の未婚男性 11 人と未婚女性 1 人、計 12 人の諸属性について資料 4-1

（78、79 頁）に記している。ここで、35 歳以上の比較的年齢の高い未婚者に注目している

のは、星野村男性は、第 2 章で明らかにしたように、35 歳までに結婚できなかったら未婚

のまま加齢する傾向を持っているからである。また、より一般化していえば、この世代の

未婚者の存在が、現代農山村の「結婚難」問題の特徴をよくあらわすと考えられるからで

ある。実際星野村では、30 歳以上の星野村未婚男性と比べて、30 歳以上の星野村の未婚女

性が少なく、男性は結婚したいと考えていても、配偶者となる女性村内にはいないという

条件を抱えている。 

 

星野 G 集落における未婚者の諸属性（○内の数字は、資料 4-1 の世帯番号である） 

 

(1)世帯構成 

 資料 4-1 をみながら、未婚男性をとりまく世帯の構成をみておこう。未婚者 12 人は、10

世帯に属している。⑦は、45 歳未婚男性が、両親、妹と妹の子どもと同居しているため多

世代同居世帯であり、⑧では、53 歳未婚男性が母親と弟夫婦と同居しているため、その他

世帯という形態を採っている。 

世帯類型 世帯数 ％ 

単独世帯 8 16.7 

夫婦世帯 12 25.0 

中高齢者小世帯 2 4.1 

核家族世帯 5 10.4 

多世代同居世帯 12 25.0 

後継者未婚世帯 8 16.7 

その他世帯 1 2.1 

合計 48 100.0 
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⑦と⑧を除いた後継者未婚世帯 8 世帯に着目すると、未婚者が単身で暮らしているのは

①のみで、残りの 7 世帯は、親と同居している。特に、③では親と 3 人の未婚男性の構成

であった。老齢の親と男性未婚者との構成が 5 世帯あり（③、④、⑤、⑨、⑩）、うち 3 世

帯は 80 代の母親と未婚男性との 2 人暮らしであった（④、⑤、⑨）。 

このようにみると、農山村の未婚男性には単身者として生活している人は少なく、親と

の同居等にみられるように、同居する人がいる世帯単位での生活をしていることがわかる。

この点は、未婚の単身者の多い都市部とは大きく異なる点である。すなわち、未婚男性は

未婚ではあるが、単身者ではなく世帯という基本的な生活単位で生活を送っているという

点が重要である。 

 

(2)職業 

 資料 4-1 では未婚者の職業以外に、各世帯員の職業も示している。 

 農業に従事しているのは、③の 57 歳男性と⑦の 45 歳男性の 2 人である。⑤の 61 歳 

男性は、運送業を営みながら、家の農業全般を担っている。残りの未婚者の職業は、公務 

員、タクシー運転手などであった。⑩の 43 歳男性は病気で療養中である。 

未婚者の就業先については、星野村内（②38 歳、③57 歳、⑥42 歳、⑧53 歳）に集中し

ており、村外（④45 歳）であっても隣の町である。 

この結果は、男性の未婚者にとって家の農業の維持ということが生活手段として重要で

あることがわかる。このことは、農山村であるから当たり前にもみえるかもしれないが、

単身で生活する未婚者がほとんどいないという事実と対応するものであることに注目する

必要がある。農業が依然として重要な生活手段である農山村においては、複数の人々で構

成する世帯という基本的な生活単位が必要であるということを示唆しているからである。

この点は、農業の規模をみるとよりはっきりする。 

 

(3)家の農業 

 未婚者のいる 10 世帯のうち、専業農家はなく、農地なしの④と不明の①以外は兼業農家

である。③の 57 歳男性、55 歳男性は休日のたびに、兄が中心で行っている農業を手伝って

いる。⑤の 61 歳男性は、基本的には１人で農作業を行っており、農繁期には兄弟姉妹が手

伝いに来ている。 

⑦は、茶や花卉を栽培する農家であり、農地面積も 3ha～4ha と非常に大きい。それ以外

の世帯では、農地面積はまちまちであるが、星野村の特産品である茶、米はほとんどの世

帯で作っている。 

この結果をみると、未婚者を抱える世帯が行っている農業は、規模はまちまちであるも

のの、かなり大きな規模の農家も含まれていることがわかる。 
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(4)兄弟姉妹との関係 

 ここでは未婚者からみた兄弟姉妹の年齢、結婚状況、居住地、関係性を挙げている。他

出している兄弟姉妹との関係が確認できたのは、②、⑤、⑥、⑩の 4 世帯である。②、⑤、

⑩では兄弟姉妹が近隣市町村に居住しており、②と⑩では頻繁な帰省がみられている。⑥

と⑩では、農繁期でのサポートがある。③、⑧、⑨は、そもそも他出している兄弟姉妹が

いない。 

 兄弟姉妹が近くに居住している場合、頻繁なサポートが行われている傾向にあるが、他

出している兄弟姉妹がいないという世帯もみられた。 

 

(5)後継者、将来について 

後に後継者や将来についての意識だが、何らかの情報が得られたのは、②、③、⑤、

⑥、⑩の 5 世帯であった。⑤の未婚男性は「自分（61 歳）は結婚していないし、子どもも

いないため甥っ子に継いで欲しい」という思いはあるものの、そうした計画についての家

族間での話し合いは行われていない。③の世帯においては、男 3 人とも未婚であるため、

家族再生産ができておらず、そのため「これから先のことはわからない」（56 歳男性）とい

う。②では「いずれ長男（41 歳）が継ぐであろう」、⑥では、「定年後長男（50 歳）が帰っ

てくるかもしれない」となっている。この②と⑥は、未婚者自身が後継者ではなく、長男

が後継者であるケースである。長男は他出しているにもかかわらず、長男後継者志向が残

っているのである。 

 

40 代と 50 代の未婚男性を多く抱えている星野 G 集落では、未婚男性の加齢にともなっ

て、同居している親の年齢層も高くなっている。特に、未婚男性と 70 代後半から 80 代の

母親との同居が多くみられている。男性は女性よりも生活能力が乏しいため、老齢の母親

が家事を主に担っている。たとえば、④の 45 歳未婚男性は早朝から 20～22 時まで出勤し

ているため、食事作りや掃除等の家事全般は母親が担っている。だが、④の 80 歳母親は、

「息子が休日のときは車で買い物に連れて行ってもらっている」と述べているように、世

帯内で互助関係を構築しながら、生活を維持している状況である。⑥では、「今の家は娘（42

歳）が建ててくれた」というように、子どもが非常に大きな経済援助をしている場合もあ

る。 

 生計面では、未婚者の収入と親の年金収入が中心であり、これに農業収入（米とお茶）

がある。しかし、米やお茶、野菜は自給中心である場合が多い。 

 結婚観については、自身の生活維持よりも、家産・家業の維持を願うため思いが強いか

らか、「自分は結婚していないが、甥っ子などに継いでほしい」という語りがみられている。 
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4-2. 事例 2：波野 J 集落（人口 78、世帯 26、高齢化率 35％） 

 

 2 つ目の事例として波野 J 集落を取り上げる。 初に、波野 J 集落の人口構成、世帯構成、

婚姻状況について詳しくみていく。図 4-2 は、波野 J 集落の婚姻状況別人口構成である。 

 

 
図 4-2 波野 J 集落婚姻状況別人口構成（人口 78、男性 38、女性 40） 

 

波野 J 集落の場合は 30 代と 40 代に未婚男性が集中している。30 代と 40 代の男性は 11

人いるが、うち 9 人（8 割！）が未婚である。40 代男性に離別者が 1 人いるため、30 代と

40 代男性 11 人のうち既婚者がわずか 1 人である。一方、50 代男性（9 人）では、未婚者

は 1 人であった。 

波野 J 集落では、20 代男性はおらず女性が 3 人いるが、3 人ともまだ結婚していない。

さらに、30 代女性は 5 人いるがうち 3 人は未婚である。波野 J 集落には 20 代のみならず、

30 代の未婚女性も集落内に残っている。波野 J 集落では 30 代と 40 代の男女がしっかりと

集落に残っているが、30 代と 40 代男女の未婚者が多いために、在村の子どもはわずか 4

人と少なく、0～9 歳未満の子どもはいなかった。波野 J 集落では未婚者の増大により、少

子化が進行している。 

次に、表 4-2 から、波野 J 集落の世帯構成を確認しよう。30 代と 40 代男性の未婚、30

代女性の未婚は、世帯構成に大きな影響を与えていることがわかる。波野 J 集落の後継者

未婚世帯は、30.8％であり、全世帯の 3 割とたいへん高い割合を占めている。30 代と 40

代人口が多く残っているにもかかわらず、安定型世帯はわずか 2 割でしか形成されていな

い。つまり、星野 G 集落同様、波野 J 集落においても後継者未婚世帯の動向が、今後の集

落展望を大きく左右するものとなっている。 
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表 4-2 波野 J 集落世帯構成 

  

 

 

波野 J 集落における未婚者の諸属性（○内の数字は、資料 4-2 の世帯番号である） 

 波野 J 集落における 35 歳以上の未婚者 13 人（離別男性１人含む）の諸属性について資

料 4-2（80、81 頁）に記している。 

 

(1)世帯構成 

 波野 J 集落の 35 歳以上の未婚者 13 人は、10 世帯に属している。⑤の 51 歳未婚女性は

兄夫婦とその子ども、両親と暮らしているため多世代同居世帯に、⑨の 45 歳未婚男性は、

兄夫婦と両親と暮らしているため中高齢者小世帯の形態を採っている。⑤と⑨を除いた 8

世帯の後継者未婚世帯の世帯構成に着目すると、男性未婚者が単独で暮らしている（④、

⑦）、ひとりの未婚者と老齢の親と暮らしているケース（②）、複数の未婚者（もしくは離

別者）と親から成る（①、③、⑥、⑧、⑩）世帯に分類される。 

波野 J 集落においても、未婚の後継者は親と同居し、さらには未婚の兄弟姉妹と同居す

るという世帯構成を採っていた。この事例においても、未婚者の基礎的生活単位は世帯で

あることを確認することができる。 

 

(2)職業 

 農業に従事しているのは、③35 歳男性、⑥49 歳男性、⑦56 歳男性、⑧39 歳男性、 

⑨45 歳男性の 5 人である。また、35 歳未満ではあるが、③32 歳男性も家業の畜産経営に

従事している。農外就労をみると、非農家の⑩37 歳男性は自営の自動車整備業を継いでい

る。①42 歳男性、④45 歳男性は会社員、⑧の 41 歳男性は公務員である。なお、J 集落の

30 代と 40 代男性で唯一の既婚者の職業は公務員であった。 

 女性のほうをみてみると、①34 歳女性は病気で療養中（以前は看護師として勤務）、⑧35

歳女性は家事手伝い、⑩35 歳女性は事務職員である。 

世帯構成 世帯数 ％ 

単独世帯 2 7.7 

夫婦世帯  5 19.2 

中高齢者小世帯 5 19.2 

核家族世帯 2 7.7 

多世代同居世帯 4 15.4 

後継者未婚世帯 8 30.8 

その他世帯 0 0.0 

合計 26 100.0 
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 未婚男性の職業をみると、農業を中心に、家業を継いでいる男性が多いことがわかる。

未婚男性のほとんどが親と同居していたことを考えると、家族農業経営が未婚者世帯の生

活手段である。 

 

(3)家の農業 

 10 世帯中専業農家は 2 世帯（③、⑦）あり、③では大規模な畜産経営を展開している。

未婚男性が単身で暮らす⑦では畜産やとうきび、キャベツを生産している。非農家の 2 世

帯（④、⑩）と、不明の②を除いた残りの 5 世帯（①、⑤、⑥、⑧、⑨）をみてみると、

①、⑤は家庭菜園程度の農業を行っているが、⑥、⑧、⑨は農業中心の兼業農家であり、

畜産、キャベツ、大根、飼料を生産している。 

 比較的規模の多い家族農業経営を展開している波野 J 集落においては、特に未婚男性の

労働力が、農業経営においてもきわめて大きな役割を示していることがわかる。 

 

(4)兄弟姉妹との関係 

 兄弟姉妹との関係をみると、頻繁な帰省がみられたのは、⑤の 56 歳男性の長男と、⑨の

49 歳長女のみであった。 

全体的に、他出している兄弟姉妹は、近隣市町村に居住している。しかし、親世代もま

だ若く、同居者もいるので、他出している兄弟姉妹は頻繁な帰省が行われていないと考え

るのが妥当である。 

 

(5)後継者、将来について 

 10 世帯中 4 世帯（①、⑥、⑧、⑩）では未婚の長男が後継者である。①は、42 歳男性が

後継者となっているが、同居の次女（34 歳未婚）にも後継者となる可能性はある。⑥では、

49 歳男性が家と農業を継いでいる。結婚に関しては、結婚したいという願望は持ちつつも

「農家なのでとりわけ厳しい」（⑥49 歳男性談）という考えを持っている。⑥の 49 歳男性

の結婚がうまくいかなかった場合は、妹（45 歳）の息子（23 歳）が家の跡を継ぐ予定とな

っているが、農業は継がないことになっている。⑧は、41 歳男性が後継者であり、弟（39

歳）も未婚ということもあって、「早く結婚して子どもをつくりたい」（⑧41 歳男性談）と

述べている。 

 ③の場合は、67 歳の父親曰く、「家を継ぐことを強制したこともないし、話もしないと」

と述べているが、「畜産は息子 2 人とも続けるつもりで、将来的にはそれぞれ独立を目指す」

と語っている。その場合、息子 2 人家族形成ができているかどうかで、畜産経営の状況が

左右されるであろう。 

 ⑤は、56 歳男性の長男（29 歳）が次の後継者となる可能性が高い。⑨では 45 歳男性は

未婚であるが、兄の 52 歳男性は結婚しているものの、現時点では子どもがいないため、次

の後継者はまだ決まっておらず、後継者にかんしてまだ話し合ってもいない状況である。 
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波野 J 集落の未婚男性は、家業に従事している男性が多く、農家の場合、未婚者の親世

代も若く、親の積極的な労働参加が可能であるため比較的大きな農業経営を展開している。 

家業の収入にくわえて親の年金収入で生計を立てており、これに未婚の兄弟姉妹がいる場

合は、彼らの収入も加わることになる。波野 J 集落の場合、農業がもっとも大きな生活手

段であり、未婚男性の労働力が中心となって、生計が維持されている。 

 未婚男性の語り（⑥、⑧）をみると、未婚男性自身が後継者であるという立場にあると

いうことと、家を継承し、家産・家業を維持してゆきたいという考えがみられている。だ

が、「結婚して早く子どもをつくりたい」と次世代への継承を求める一方で、結婚はしたい

ものの、農家であるという条件から、「（結婚は）厳しい」という考えを持つ男性もあった。 

 

 

5．考察 

3 節では、星野村 G 集落と波野 J 集落の異なる自治体に属する 2 つの集落における未婚

者の生活構造について探ってきた。両集落とも未婚男性がたいへん多く、未婚、離別を含

めてみると、現代農山村ではパートナー形成をしていなくても生活できているという事実

が浮き彫りとなっている。 

結婚せずとも生活を維持できる構造とは何か、という本章の問いの答えを整理すると、

親、特に母親との同居がまず挙げられる。2 集落の事例分析からみられたように、未婚男性

の多くが、母親と同居し、農業を継続しながら、または農外就労に就きながら生活を送っ

ている状況にある。そのため、生活維持のための母親が担う家事の役割は大きいものであ

る。くわえて、2 集落の事例から、離婚後子どもとともに親と同居している離別男女や、療

養中の子どもがいる世帯もいくつかあった。かつて、農家・農山村は都市が不景気なとき

に経済的調整弁の役割を果たしてきたとされているが（徳野 2007）、現在においても社会

調整弁的な役割が依然として機能していることが、本章の事例から理解できる。だが、そ

の役割が機能するには、やはり母親との同居が大きな条件となっている。 

親との同居に関して言えば、星野 G 集落では親の年金収入に自給程度の米、野菜、茶に

加えて、未婚者の現金収入があれば、「食べていける分」の生計は得られている。一方、波

野 J 集落では、親世代もまだ若いため農業経営に積極的に参画しており、比較的大きな農

業経営を展開している。農業収入、親の年金収入、これに未婚の兄弟姉妹の収入をくわえ

ると、十分な生計を得ることができる。また、非農家や家庭菜園程度の世帯であっても、

親は年金収入を得ているほかに、自営業やパートで働いていた。 

つまり、母親との同居、農業（自給程度であっても）、家産（家屋、農地）、これに現金

収入（未婚者の農外就労、親の収入・年金など）があることによって、農村男性は結婚し

なくても生活できているのである。かつては、老親と同居することは老親の面倒をみるこ

とと考えられてきたが、現実には、母親が未婚男性の生活を大いに支えているのである。

この、親と同居すること（面倒をみること）、農業・農地を維持してゆくことは、U ターン
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者の U ターン理由6でもあったことから、人びとを農山村に留まらせる条件と人びとを農山

村に還流させる条件は、同じであるといえる。このことから、農山村男性は強く家の論理

を内面化しており、またその制度的な枠組みによって生活を維持するための手段を引き出

しており、こうした生活構造の持続性が、農山村に男性を留まらせたり還流させたりする 1

つの要因となっている。 

次に未婚男性が置かれている立場にも注目する。村田陽一は、中年シングル男性は、「地

方」では日常的に疎外されやすい場所であることを指摘している。これは、未婚の男性は

一人前としてみなされない風潮があるために地域の行事に参加しづらい慣習がある、息子

が未婚であるということを親が気にして昼間に堂々と実家に帰ることが許されないといっ

た、地方に住む、もしくは地方出身の中年シングル男性の語りから導き出したものである

（村田 2000）。たしかに、今でもそうした側面はあるかもしれない。しかし、本章の事例

では、未婚男性であっても世帯の代表として調査に参加しており、波野 J 集落においては、

伝統行事である神楽に 30 代と 40 代の未婚男性が参加している。過疎化がすすむ農山村集

落では、壮年男性は家の一員であるとともに、貴重なむらの一員でもあるため、未婚の男

性を疎外することができない状況となっている7。 

しかし、いまはなんとか未婚男性の生活は維持されているものの、この状況はそう長く

は続かない。特に老齢の母親を抱える世帯では、母親の死去によって未婚男性がひとりで

生活しなければならない事態が待ち構えている。母親の死去にともない、家事の負担の増

大、収入の減少、農業経営の縮小、精神的不安などさまざまな問題点が未婚男性に降りか

かることになる。 

独居の男性高齢者は、近くに住む他出子からの日常的なサポートによって生活が維持さ

れていることは、これまで筆者が行った調査から言えることであり、さらには、子どもや

孫といった存在が、彼らの生活に何らかの張りをもたらしている8。しかし、未婚男性には、

成員の再生産ができていないため、日常生活を支えてくれる他出子はいない。また、兄弟

姉妹との関係が持続しているかも不確かである。事例を見る限りでは、未婚者とその兄弟

姉妹との関係性は決して強いものとは言えない。未婚男性の増加は、これまで機能してき

た農山村社会における独居男性の生活維持システムの不全をもたらし、社会的サポートを

前提とした男性高齢者の増加を意味するのである。 

星野 G 集落、波野 J 集落ともに、後継者の結婚難問題は深刻である。波野 J 集落の場合、

子どもの数がたいへん少なく、将来の担い手不足が想定されている。また、波野 J 集落で

は、比較的大きな農業経営を展開している家もみられているが、後継者の未婚は、農山村

の経済活動の担い手不足を意味するため、農業経営の縮小やまたは離農も考えられる。波

野 J の⑩のように、後継者が結婚できなかった場合、別の後継者は確保できても、それは

家を継ぐのみであって、農業・農地の後継者の確保にはいたることはできない。星野 G 集

落の場合も、後継者が結婚できないことによって、「家」の継承ができない可能性がある家

もいくつかみられてくる。また、星野 G 集落では、現在 70 代が集落の中心であるが、近い
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将来、40 代と 50 代に中心層が移行する。だが、この 40 代と 50 代の男性の多くが未婚で

あるため、集落運営や農業がうまく機能するのか懸念されている9。 

 

 

5.結論  

 

 本章では、農山村の未婚男性が多く滞留している 2 集落を取り上げ、なぜ現代農山村で

は結婚しなくても生活できているのかという問いへの答えを通して、現代農山村における

「結婚難」について考察することをねらいとした。 

 農山村の未婚男性の生活を支える要件として、母親との同居、農業、家産、現金収入を

提示した。未婚男性は、母親と持ち家で同居し、自給程度であっても家で農業は継続され

ており、自身の収入や親の年金収入で生計を立てることによって結婚しなくとも生活でき

ている状況にある。これを生活婚の 3 要件で考えてみると、母親と一緒に暮らすことによ

って、男性は結婚しなくとも個人レベルの衣食住は維持できている。また、親の農業収入、

年金収入も未婚男性の生活を支えている。親が働き手となって、家業、家産が維持されて

いるのである。つまり、未婚男性にとっての親との同居は、生活手段の維持・確保という

意味合いを持っている。 

 このことから、現代農山村の結婚は選択婚と呼んでいいのではないか、そして現代農山

村の「結婚難」問題は深刻ではないのだろうかと考えられるかもしれない。だが、生活婚

の 3 要件のうち、集団の再生産ができないということは、農山村社会が抱えるさまざまな

諸課題をもたらすことにつながる。担い手の再生産ができていないことは、未婚者個人の

生活にとどまらず、世帯・家族、集落といった生活集団にまでインパクトを与えるものと

なる。そして、現在、農山村の未婚男性が結婚しなくても生活できる状況は、家族のさら

なる高齢化と縮小化によって、今後は掘り崩されることになる。 

つまり、未婚男性は結婚しなくても当面の間は暮らしていけているが、集団の再生産が

できないことによって、個人レベルの衣食住の維持も集落生活の維持も、さらには生活手

段の確保もむずかしくなってゆくのである。生活集団の持続性を望む男性が、未婚のまま

暮らしていくと集団の再生産ができない、ここに、農山村男性に特有の結婚難問題の核心

が存在する。 

本論文の主題は「現代農山村の結婚難問題の考察を通して、現代農山村社会を知ること」

であったが、ここでようやく農山村の結婚難問題と地域社会との接点を実証データをもと

に明らかにすることができた。しかし、本章の課題はあくまで農山村の未婚男性の生活構

造を明らかにすることであり、集落レベルの地域社会への波及効果については簡単な指摘

にとどまっている。そこで、次章ではこの問題を再度取り上げてより詳細な検討を行うこ

とにする。 

後に、徳野貞雄は、35 歳すぎの未婚後継者の結婚問題への解決策のひとつとして、「後
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継者を家から出し、女性との接触チャンスを増やすこと」を提言している（徳野 1998）。

たしかに、未婚男性自身にも、結婚したいという意欲はある。しかし「40 代、50 代男性の

結婚問題は集落の課題でもあるが、（結婚問題を未婚者本人に）任せていては間に合わない

し、だからといって行政には頼れない。出会いを斡旋する場が必要」（星野 G 集落 63 歳男

性）、「区の男性は１対１で女性と付き合うのに慣れていないため、グループで交流する機

会があればいい」（波野 J 集落 66 歳女性）という両集落住民の語りからあらわれているよ

うに、周囲には未婚男性の消極的な姿勢が映っている。農山村の未婚男性にとって、今や

女性と接触するためには、女性と接触する訓練と設けられた機会すら必要となっている状

況がうかがえる。自分から積極的に活動しないと結婚できにくい時代において、こうした

農村男性の姿勢では、結婚に辿りつくことをますます難しくさせていると言える。 

 

 

 

【注】

 
11998 年に農林水産省は「農村女性等に関する省内検討プロジェクトチーム」を設置し、農

村女性等をめぐる問題を女性の視点から新たに整理するために、全国の地域農業改良普及

センターの既婚・未婚の農村女性約 3,000 人を対象にアンケート調査を実施した。 
2光岡が実施したアンケート調査は、1981 年から 82 年にかけて、神奈川、山梨、新潟、愛

知、岡山で実施したものであるが、対象者の属性などについては著書（1996）に明記され

ていない。 
3吉廣や村田は、地方在住のシングル男性にインタビュー調査の依頼をしたが、ことごとく

断れたという。その理由を吉廣は推測であるが、「これは土地柄なのか、個人の受け止め方

なのかと考えてはみたが、会えなかったために感触はつかめないままになった」（吉廣 

1988:232）と述べている。 
4たとえば、父、母、息子、息子の子どもや父、母、娘、娘の子どもという構成である。 
5熊本大学地域社会学研究室が実施している地域社会調査に、世帯構成をたずねる項目があ

るが、多世代同居世帯（3 世代同居世帯）を表す回答項目として、夫婦・両親・未婚の子ど

も、もしくは、夫婦・片親・未婚の子どもを掲げている。しかし、G 集落には、これに該

当しない多世代同居世帯が存在していることになる。 
62006 年熊本大学文学部地域科学科社会学研究室による「山都町地域社会調査」より 
7この点は、次章で取り上げる宮崎県諸塚村の集落で強くあらわれていた。 
8たとえば、子どもや孫に野菜を作って送り、喜んでもらえていることを生きがいとして、

野菜作りに励んでいる男性高齢者を調査（2007 年天草市での住民の聞き取り調査など）で

何度も出会った。 
92009 年 9 月、星野村 G 集落の聞き取り調査より。 
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第 5 章 農山村における生活集団の生活構造と集落の維持・存続 

 

 

1. 本章の課題 

 

1960 年代に端を発した過疎問題は、1980 年代後半に人口社会減型過疎から人口自然減型

過疎へと移行し、現代の過疎は「過疎の 終局面の入口にあるもの」（山本 1996：4）とい

う状況にある。とりわけ 2000 年代からは「限界集落」というコトバが流布したように、近

年では集落の維持・存続をめぐる議論がさまざまなアプローチから行われている。 

本論文ではこれまで、結婚という社会的行動に着目してきた。現代農山村の結婚問題を

捉える分析枠組みとして、生活構造的視点が重要であることを提起し、4 章では未婚男性の

生活構造分析を通して現代農山村の結婚難問題を論じてきた。だが、農山村の結婚を議論

するには、未婚者個人の生活構造を明らかにするだけではなく、生活集団を単位とした生

活構造分析も必要である。生活集団とは、農山村で生活する人びとの基礎的な単位であり、

世帯・家族（他出している子どもを含む）、集落、近隣の集落、さらには地域社会といった

集団である。なぜなら、農山村に生きる人びとは、個人で生活しているのではあらず、世

帯・家族、集落、さらには地域社会といった基礎的で親密な関係のなかで生活しているか

らである。 

本章の課題は、現代農山村集落の維持・存続要件のひとつである結婚に焦点を当てて、

生活集団の生活構造分析を行い、そして、生活集団の持続性―農山村集落の維持・存続―

を論じていくことにある。つまり、現代農山村の生活構造論的分析枠組み（第 1 章図 1-1）

を主に用いながら、結婚をはじめとする複数の生活構造要件について検証し、いま集落は

どのような状況なのか、結婚と他の要件にどのような関連がみられているのか、今後集落

はどのような道筋を描くのだろうかといった点について、宮崎県諸塚村の 3 つの小規模集

落の事例分析を通して明らかにしてゆくことになる。 

 

 

2．現代農山村集落をめぐる議論と分析要件の提示 

 

 本節ではまず、2000 年代以降に展開された現代農山村集落をめぐる議論を整理する。そ

して、集団の生活構造を捉える分析要件を提示する。 

 

2-1．2000 年代以降の農山村集落をめぐる議論 

 まずは、大野晃の限界集落論を取り上げる。「限界集落」の定義を再度確認すると、「65

歳以上の高齢者が集落人口の半数を超え、冠婚葬祭をはじめ田役、道役などの社会的共同

生活の維持が困難な状況に置かれている集落」（大野 2009:51）のことである。大野の定義
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では、集落間格差が拡大するなか、存続集落から準限界集落へ、準限界集落から限界集落

へと着実に移行する流れがあり、 終的には限界集落は消滅集落へと向かうものといなっ

ている（大野 2009）。このコトバはインパクトも強く、シンプルでわかりやすい基準のた

めに、マスコミや行政からの注目を集めたことは記憶に新しい。 

 さらに、大野は、山村における限界集落を中心に、高齢者の厳しい生活実態を描き出し

ており、山村再生への道筋として、買い物・移動手段の早期確保、流域共同管理の組織化、

森林環境交付税の早期設立といった点を挙げている（大野 2008）。 

 インパクトの強さに関連すれば、農村計画分野の若手研究者による「撤退の農村計画」

があろう（林他 2010 ）。「積極的な撤退」という長期的な国土再編構想のもと、過疎集落

住民の小都市への全戸移転を提案している（ただし強制ではないという）。この提案では、

全戸が同じ土地に移転できるため、人びとの地縁が維持され続けることを強調しているが、

農山村社会で暮らす人びとは、農業・農村生活を通じて、これまで共同性を維持してきた

のである。「撤退」ありきの計画ではなく、より人びとの生活に寄り添った将来計画が望ま

れると筆者は考える。 

 縮小再編成へと向かいながらも、集落の維持・存続への糸口を主体論的アプローチから

探る論者に、徳野貞雄、山下祐介、山本努が挙げられよう。徳野は、人口と世帯の減少を

前提とした縮小論的な視点を持ったうえで、農山村社会の将来像を、世帯・家族を中心に

描くことを強調する。他出子とその家族らの存在と関係性に着目しているため、世帯・家

族のあり方をもっとも重視している。集落の生活構造と集落構造の実態を把握することが、

こうした将来像を描くための第一歩であると規定する。よって、集落の実態を捉える際に、

集落住民の生活構造を十分に認識することなく、安易に算出できる高齢化率を第 1 の指標

とする傾向に大きな懸念を抱いている（徳野 2011b）。 

 山下もまた、限界集落論に懐疑的な見解を持つ。2007 年には、過去 7 年間に過疎地域だ

けで 191 の集落が消滅したという発表があったが、その内実は、ダム・道路による移転や

自然災害等であり、高齢化の進行によって集落が消滅するに至ったという事例は確認でき

ていないことを主張する。山下はむしろ、過疎問題は、高齢化ではなく、少子化と世代継

承の問題のほうがより重要であるという見解を示す。子どもの誕生、その前提としての結

婚といった、これまでごく当たり前のように行われてきた家族再生産の不全にこそ、限界

の本質があるとみなしている（山下 2008，2009）。 

 山本は、定住、流入、流出という人の動きとその意識に着目している。山本によれば、

地域住民の定住意向はたいへん高く、その主な理由は、「自宅や土地があるから」と「地域

愛着」である。この結果をふまえると、林らの撤退計画を実現するには大いに無理がある

ように思われる。また、過疎農山村にも U ターンや結婚による人口流入は少なからずあり、

土着的人口供給構造の存在を確認している（山本 2008，2011）。 

 秋津元輝は、集落再生の基準に、文化的多様性の保全を挙げる。そのためには、少なく

とも、その文化的多様性を継承していけるだけの人口規模と、生活を維持してゆくための



84 
 

収入が必要となる。過疎農山村集落にあたっては、いくつかの収入源を複合して生計を成

り立たせることが現実的であると、秋津は述べている。兼業機会が年々やせ細っているな

かで、新しい就業を創出する機会が必要となってくるのだが、農村での新たなビジネスと

して「スモールビジネス」を提唱している。特に農村でのスモールビジネスにおいては、

地域の資源を有効に利用すること（農産物直販や加工など）が妥当であるという（秋津 2008、

2009）。 

 一方、限界集落と称される集落に実際に住んでいる玉里恵美子は、高知県下の集落状況

を概観し、集落再生への模索として、①集落統合、②次世代による「集落リフォーム活動」、

③地域福祉活動による集落維持の 3 点を掲げ、その方法や問題点を探っている。ここでは

①と②について説明したい。 

①については、いくつかの集落統合によって、活動の活発化や交流の広がりなどのメリ

ットはみられている。だがやはり、氏子組織による伝統行事をはじめ、人びとの基礎的生

活の母体は、人びとが住む集落であることにすぎないという。玉里は、集落統合は、集落

機能の低下を抑え、機能を補完するものではないと指摘した。②については、集落の将来

は現在集落に暮らしている人たちのみで考えられるものではなく、他出している子どもた

ちも交えたうえで考えなければならないという視点から、他出している子どもたちが一堂

に集まり、集落の今後を話し合う機会を設けることを提案する。これを玉里は「集落リフ

ォーム活動」と呼んでいる。これは集落の活性化を目指すものではなく、集落の幕引きや

整理（他集落との合併）という可能性もないわけではない。重要なことは、家族できちん

と話し合う行動そのものであるという（玉里 2009）。 

以上、2000 年代以降に展開されてきた現代農山村集落をめぐる議論について、簡単にで

はあるが素描してきた。これらの議論からは、単純な線引きで集落の現状を語るのではな

く、集落の生活構造と、外部とのつながりをみるということの双方が、現代農山村集落を

捉える視点としてはたいへん重要であることが導きだされる。ただし、外部とのつながり

のなかでも、もっとも強いものは他出している子どもたちとの関係性であることは強調し

ておかなければならない。 

 徳野、山下、玉里の見解から、世帯・家族、集落が農山村生活の基礎的単位であり、こ

のなかの人びとの動き（これは山本の研究領域にあたいする）をふまえたうえで、家・集

落の現状と将来に対する認識について、集落全体（他出子を当然含む）で共有することが

必要なのではないかということが導き出せる。 

 

2-2．分析要件の提示 

これまで議論した内容を受けて、第 1 章図 1-1 を基軸としつつ、生活集団としての集落

の生活構造を分析するための要件を 6 点提示する。 
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（1）人口 

在村人口は集落を測定する基礎的指標のひとつである。しかし在村人口のみで、集落展

望を論じることは安易である。現在集落には暮らしていないが、将来の担い手候補と成

り得る人材にも注視せねばならない。そこで本章では、将来の担い手候補となる 10 代

以下人口と次世代再生産人口（20 代と 30 代）に着目する。 

 

(a)10 代以下人口 

大野は、高齢化率は集落の体力を測定するバロメーターであるとしているが、筆者は山

下の見解と同じように、むしろ少子化のほうにその重要度を置くことにする。そのため、

10 代以下人口（0～9 歳、10 歳～19 歳）10 代以下人口には、在村の 10 代以下にくわ

えて、他出している 10 代も含めることにする1。 

   

(b)次世代再生産人口 

  少子化と関連して、次世代再生産を担う人口―20 代と 30 代―がどれほどいるかも重要

なポイントであろう。過疎地域においては、この世代の人口が他の世代と比べて少ない

が、他出によるものなのか、それとも、その世代の人口自体少ないことによるものかを

明らかにすることも必要である。次世代再生産人口もまた、在村者と他出子を合わせる

ことにする。(a)と(b)から、未婚化と少子化との関連をより的確につかむことができる。 

 

（2）在村者の婚姻状況 

  在村者の婚姻状況を把握する。20 代から 60 代男女を、未婚、既婚、離死別に区分する。

0～9 歳、10 代、70 代、80 代については婚姻状況を区分しておらず、「区分なし」と表記

している。 

 

（3）世帯構成 

人口だけではなく、人びとがどのような世帯構成のなかで生活を送っているのかという

点にも着目せねばならない。たとえば、高齢者の世帯構成が単独であるか、多世代同居

世帯であるかによって、高齢者の生活状況が違う。また、第 3 章、4 章でも指摘したよ

うに、現在では後継者未婚世帯が現在と将来の集落の安定性を左右するものとなってお

り、集落の世帯構成を捉えることは必要不可欠である。 

 

（4）就業構造 

どのような就業構造によって人びとの暮らしは維持されているのか。現代農山村では、

農家といえども、農業所得のみで生計を立てているわけではない。世帯構成や年齢構成

が違うことによって、その世帯の就業構造形態が異なっていると考えられる。 
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（5）他出子の状況 

他出子の居住地、サポート状況などを確認する。ここでは、他出子の年齢を 10 代～50

代と設定する。 

 

（6）将来について 

将来についてどう考えているのか、後継者は確保されているのか、結婚問題はどうか、

将来について家族内で話し合い等がされているのかを検討する。 

  

 以上、集団の生活構造を分析するための要件を 6 点提示した。4 節では、宮崎県諸塚村を

事例に、この分析要件を用いて、生活集団の生活構造を明らかにしてゆくことにする。ま

ずは、次節で宮崎県諸塚村の概要と調査方法について説明する。 

 

 

3．事例地域の概要と調査方法 

  

3-1．諸塚村の概要 

 本章の事例となるのは、宮崎県東臼杵郡諸塚村の L 集落、M 集落、N 集落の 3 集落であ

る2。諸塚村は、九州山脈中央に位置する、人口 1,882、世帯数 719、高齢化率 38％（2010

年国勢調査3）の山村であり、総面積の 95％が山林である。山林のほとんどが民有林で、針

葉樹と広葉樹が混植しているため、モザイク林相をなしている。 

 人口推移をみると、1960 年に 8084 人とピークに達し、1970 年では 4582 人と 10 年間

で急激に減少する4。1975 年以降は、5 年ごとに 200～300 人の減少幅がみられている。世

帯数も 60 年の 1568 戸から 70 年まで 1056 戸へと激減し、その後も減少の一途をたどって

いる。 

 産業構造をみてみると、第一次産業従事者 37.5％、第二次産業従事者 20.3％、第三次産

業従事者 42.3％となっている（2005 年国勢調査）。椎茸が特産品として有名であり、1955

年から、林業、椎茸、茶、畜産を四大基幹産業と位置づけ、家族複合経営を推し進めてき

た経緯を持つ。                   

 諸塚村の特徴として、「全村森林公園化構想」を掲げ、90 年代から「エコビレッジ諸塚プ

ロジェクト」を打ち出す。産直住宅や村全体としての FSC5認証取得などに取り組んでいる。

また、財団法人「ウッドピア諸塚6」を設立し、村の産業全般にかかわる業務を担っている。

諸塚村は単位面積あたりの林道面積が 1 位の自治体であり、近年隣接する高千穂町の商店

街へアクセスする林道の開通により、高千穂町まで車で 30 分と交通条件が改善されつつあ

る。L 集落、M 集落、N 集落とも諸塚村役場から車で 30 分以上かかり、諸塚村のなかでも

奥地に位置している。 
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3-2．諸塚村における未婚率 

まず、2005 年の国勢調査から、諸塚村全体の未婚率について、全国と、第 2 章で示した

星野村との比較を行いながらみてゆくことにしたい。ここでは、星野村を中山間地域の農

村、諸塚村を山村と捉えることにしたい。 

図 5-1 をみると、45～49 歳までの諸塚村男性の未婚率は、全国や星野村男性の未婚率と

比べると低い。諸塚村内に高校がないため中学校卒業後高校生は村外へと他出する傾向が

強い諸塚村において、村に残れる若年男性は、公務員や森林組合などに勤めている者に限

られている。村に残った少ない若年男性の多くが結婚していることが、この低さの理由と

して説明できる。 

 45～49 歳から 55～59 歳までの男性未婚率は、全国や星野村では減少しているものの、

諸塚村男性ではゆるやかに上昇していた。諸塚村男性の 60 代の未婚率はおよそ 10％である。

現在 56 歳の諸塚村男性は、「中学校卒業時がいちばん山の景気が良く、生活を維持してゆ

くには林業しかなかったため、進学や就職の選択肢を考えることなく家業の林業を継いだ」

と語っていた7。このことから、現在 50 代と 60 代の男性は、あととり意識が根強く、家や

林業を継ぐために後継者として諸塚村に残ったが、結婚できずに年齢を重ねた男性が 1 割

程度いるということである。 

 

図 5-1 諸塚村男性未婚率 

資料）2005 年国勢調査より筆者作成 

  

一方、女性の未婚率をみてみると（図 5-2）、25～29 歳の諸塚村女性の未婚率は、全国や星

野村女性の未婚率と比べてたいへん低く、4 割を切っている。これは、25～29 歳の諸塚村

女性は非常に少なく、そのうちの 6 割が既婚者であるためこのような低い数字になってい

る。 
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図 5-2 諸塚村女性未婚率 

資料）図 5-1 と同じ 

 

 

 

3-3．調査方法 

 諸塚村における調査においても、「T 型集落点検」調査と聞き取り調査を実施した。調査

時期は 2010 年 2 月と 4 月である。世帯構成、世帯員の婚姻状況、世帯員の就業構造、農業

経営、他出子の状況（他出子の年齢、性別、居住地、他出子の世帯構成、U ターンの有無

など）、後継者、将来への意識、生活課題等を聞いている。また、N 集落では 2011 年 2 月

にライフヒストリー調査を追加している。 
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４．事例分析 

 

4-1. 事例 1．L 集落 ※図 5-3、表 5-1、表 5-2（91 頁）、 

資料 5-1（103、104 頁）を参照。 

文中に出てくる○のなかの数字は、資料 5-1 の世帯番号と同じ。 

  

(1)人口 

まずは、L 集落の在村人口について、図 5-3 から確認しよう。        

L 集落の在村人口は 26 人（男性 13 人、女性 13 人）、高齢化率は 46％である。70 代の人

口が多く、高齢化率が限界集落の基準である 50％以上に達するのは時間の問題であろう。

40 代男女と 50 代男女はそれぞれ 4 人いるが、40 代では男性が 3 人、50 代では男性が 1 人

であった。 

次に、図 5-3、表 5-1 から、10 代以下人口と、次世代再生産人口をみてみる。 

まず、10 代以下人口であるが、在村に 1 人、他出に 1 人の計 2 人である、この 2 人は兄弟

姉妹で⑨の世帯に属している。次世代再生産人口をみると、集落内には 20 代女性と 30 代

男性が 1 人ずつ残っている。次世代再生産人口の他出子は、20 代 6 人（男性 5、女性 1）、

30 代 5 人（男性 2、女性 3）の 11 人であり、11 人中 9 人が宮崎県内に住んでいた。まとめ

ると、L 集落の 10 代以下人口は 2 人、次世代再生産人口は 11 人である。 

 

(2)在村者の婚姻状況 

次に在村者の婚姻状況を図 5-3 からみることにする。30 代～50 代男性は 5 人いるが、5

人のうち既婚者は 40 代男性の 1 人のみである。40 代の未婚男性 2 人は兄弟であり、とも

に U ターン者である（③）。⑦の 30 代男性は離別者である。L 集落の壮年男性の未婚が、

とくに 10 代以下人口の少なさに大きく影響している。 

 

(3)世帯構成 

世帯構成については表 5-2 に示している。L 集落はたいへん小規模な集落であるが、世帯

数 9 のうち、後継者未婚世帯が 2 世帯（②、③）あり、ともに 40 代、50 代の未婚男性を

抱えている。核家族世帯、多世代同居世帯合わせて 3 割であるが、核家族世帯には 30 代前

半の離別男性がいることに注意しよう。単独世帯はないが、夫婦世帯 3 世帯のうち 2 世帯

が 70 代の夫婦である（⑥、⑧）。 

 

(4)就業構造 

資料 5-1 から、住民の就業構造をみてみると、農林業従事、もしくは農林業にかかわる仕

事（森林組合、ウッドピア諸塚）に就いている男性が多いことがわかる。森林組合や第三

セクターであるウッドピアは、諸塚村にとって重要な就業先の 1 つとなっている。女性の
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農外就労の場合は、医療系（①、④）、保育士（⑨）、事務（⑤）であった。 

 

(5)他出子の現状 

 他出子の年代別、男女別居住地については、表 5-1 に示しており、各世帯の他出子のサポ

ート状況に関しては、資料 5-1 に記している。L 集落の 10 代～50 代の他出子は 21 人であ

る。L 集落の他出子 21 人中 14 人が宮崎県内に居住している。表 5-1 の 1.村内と 2.日向・

延岡・門川を合わせると 12 人である。2.日向・延岡・門川は諸塚村から車で 1 時間程度か

かる。つまり、L 集落の他出子のうち半数は諸塚村から車で 1 時間程度のところに居住して

いる。 

70 代夫婦の 2 世帯（⑥、⑧）では、日向や延岡に嫁いでいる娘が住んでおり、週に 1 回の

ペースで娘がサポートに来ている。特に⑧では長女が農業の手伝いをし、三女が病院に連

れていくといったサポートの分担体制もみられている。また、20 代や 30 代の他出子のなか

にも頻繁な帰省もみられている。L 集落には神楽があるため、「盆と正月には帰ってこなく

ても、神楽の時は帰ってくる」と住民は語っており、神楽を楽しみに帰省する子どもたち

が多い。 

 

(6)将来について 

後に将来に対する意識についてみてみよう。後継者のＵターンが決定的であるのが、

⑤の 1 世帯のみである。⑤では、既に長男が広島から戻ってきており（現在は村内別居で

ある）、近いうちに L 集落に戻ることが決まっている。 

一方、後継者確保に悲観的であるのが 2 世帯（④、⑧）である。④の 61 歳男性は「子ど

もは誰も帰ってこない」という見方をしている。⑧は子どもは娘のみであり、娘はみな婚

姻他出している。だが⑧の村内に嫁いでいる長女（51 歳）には後継者の期待を示している

ものの、その他の 3 人の娘については、「舅の世話で、（U ターンすることは）むずかしい

かも」と話していた。 

 後継者である長男が結婚していない 3 世帯（②、③、⑦）については、3 世帯とも後継者

の結婚を「家の課題」として挙げていた。 
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 図 5-3 L 集落在村者の婚姻状況別人口構成 

 

           表 5-1 L 集落他出子の状況（人） 

 

 

表 5-2 L 集落世帯構成 

計

1．村内
2．日向・延岡・
門川

3．1と2以
外の県内

4．県外 1．村内
2．日向・延岡・
門川

3．1と2以外
の県内

4．県外

10代 1 1

20代 1 2 2 1 6

30代 1 1 3 5

40代 1 2 1 1 5

50代 1 1 2 4

計 2 4 2 4 0 1 5 3 21

男性 女性

世帯構成 世帯数 ％ 

単独世帯 0 0.0 

夫婦世帯  3 33.3 

中高齢者小世帯 1 11.1 

核家族世帯 1 11.1 

多世代同居世帯 2 22.2 

後継者未婚世帯 2 22.2 

その他世帯 0 0.0 

合計 9 100.0 
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4-2. 事例 2．M 集落 ※図 5-4、表 5-3、表 5-4（94、95 頁）、 

資料 5-2（105、106 頁）参照。 

以下の文章中の○のなかの数字は、資料 5-2 の世帯番号に同じ 

            

 M 集落も諸塚村の奥地に位置している。祭りなどの行事が盛んで、住民が公民館に集い

飲食する機会が多いという。M 集落でも伝統行事の神楽があり、祈願成就の神楽が受け継

がれている。 

 

(1)人口 

 図 5-4 から、M 集落の在村人口についてみてみることにする。 

M 集落の人口は 34 人（男性 14 人、女性 20 人）、高齢化率は 52％であり、「限界集落」

の基準である高齢化率 50％を超えている。M 集落でも 70 代が 10 人ともっとも多く、60

代と 50 代がそれぞれ 6 人いる。40 代は 3 人（男性 2 人、女性 1 人）であった。在村の 30

代男性はおらず、30 代女性が 2 人である。 

 次に、図 5-4、表 5-3 から 10 代以下人口と次世代再生産人口を確認する。 

10 代以下人口は、在村 2 人、他出 2 人（2 人とも宮崎市内の高校で寮生活）の計 4 人であ

る。在村の男の子 2 人は①、他出の 2 人は⑦の世帯に属している。M 集落では 10 代以下の

子どもを持つ世帯は 2 世帯しかいない。 

 次世代再生産人口に着目すると、在村の 20 代と 30 代男性はおらず、30 代の女性が 2 人

いる（①、⑤）。この 30 代女性 2 人は跡取りであり、①の 39 歳女性は婿養子をとって家を

継承できているが、⑤の 30 歳女性は未婚である。20 代と 30 代の他出子は男性 1 人、女性

6 人である。つまり、M 集落における次世代再生産人口は男性 1 人、女性 8 人の計 9 人で

あり、次世代再生産人口では女性のほうが多く生まれている。M 集落の 10 代以下人口は 4

人、次世代再生産人口は 9 人であった。 

 

(2)在村者の婚姻状況 

 M 集落の在村者の婚姻状況は図 5-4 に示している。M 集落では 40 代と 50 代の男性 5 人

中 2 人（③45 歳男性、⑪55 歳男性）が未婚であった。また 30 代と 40 代女性 3 人中 2 人

が未婚である。2 人（⑤30 歳女性、⑩46 歳女性）はともに跡取り娘であり婿取り難を抱え

ている。M 集落では、壮年男性の未婚に加えて、壮年女性の婿取り難が生じている。その

ため、集落全体の 10 代以下人口、次世代再生産人口に大きな影響を与えており、将来の担

い手があまり再生産されていない。 

 

(3)世帯構成 

 M 集落の世帯構成については、表 5-4 のとおりである。M 集落は 11 世帯あるがそのうち

3 世帯が後継者未婚世帯であった（③、⑩、⑪）。これに 30 歳の未婚後継者女性がいる世帯
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（⑤）を加えると、実に 11 世帯中 4 世帯で未婚問題を抱えていることになる。一方、集落

の中核となる多世代同居世帯はわずか 1 世帯（①）のみである。 

 単独世帯（⑨）、夫婦世帯（④）、その他世帯 1 世帯（⑧）の 3 世帯は高齢者のみの世帯

である。 

 

(4)就業構造 

 資料 5-2 から、M 集落の就業構造をみると、M 集落では高齢夫婦による農林業と年金、

そこに後継者が残っていれば、勤めに行きながら農林業にかかわるという形態がみられて

いる。さらに後継者が結婚している場合は、後継者の配偶者の就業も加わることになる。

しかし、壮年男女に未婚者が多いため、このような就業形態が形成できる世帯は少ない。

壮年層の夫婦がいる 3 世帯では（①、②、⑦）、夫が森林組合に勤め、妻が農林業に従事し

ている場合（②、⑦）と夫婦ともに農外就労（①）であった。諸塚村の特産品であるしい

たけを出荷している世帯は多いものの、米・野菜は自家用が中心である。 

 

(5)他出子の状況 

 M 集落の他出子の分布については表 5-3 に示している。また、各他出子のサポート状況

については資料 5-2 のとおりである。M 集落の他出子 23 人中 18 人が宮崎県内に居住して

いる。また、1.村内と 2.日向・延岡・門川を合わせると 11 人おり、M 集落においても、他

出子のおよそ半数が車で 1 時間程度のところに居住している。 

 他出子のサポート状況をみてみると、(3)で述べた高齢者のみの 3 世帯（④、⑧、⑨）で

は、少なくとも他出子の 1 人が村内及び日向市や門川町に居住している。そのため週 1 回

の頻繁なサポートがあり、農林作業、日常的な生活支援、集落の行事参加などを他出子が

大いに担っている。 

 ⑥の 20 代の娘は日向市や延岡市に嫁いでおり、小さな子どももいるため「3 人ともよく

帰ってくる」（⑥58 歳女性）と言っていた。これは、母親に子どもの面倒をみてもらったり、

米や野菜をもらいによく帰っているということである。 

 

(6)将来について 

後に、M 集落の将来についてだが、U ターンの可能性があるのは、2 世帯（②、④）

である。うち次世代再生産人口世代の子どもを持つ②では、日向市にいる 26 歳長男に U タ

ーンする意思があり、親も帰ってきて欲しいと思っているが、「日向市で職が続くうちは無

理に U ターンしなくてもいい、定年になってからでもいい」という親の考えがみられてい

る。④では、50 歳の次男夫婦が戻ってくる可能性が高いという。 

M 集落でも娘のみの世帯が 3 世帯ある（⑤、⑥、⑩）。⑤では 30 歳の女性が後継予定で

あり、農林業を継ぐために現在ウッドピア諸塚で研修中である。一方⑥では、娘 4 人とも

婚姻他出しているため、「誰も継ぐことはない」（58 歳女性談）という状況である。⑩では、
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45 歳女性とその妹（43 歳，東京）も未婚であるため、「（将来は）養子なども考えなければ

…」（46 歳女性談）と述べていた。 

 ⑪では 55 歳男性が現在後継者であるが、未婚であり、次の後継者については兄弟姉妹の

間で話し合いがされていない。③は、45 歳男性に結婚の意欲があり、「結婚相手に諸塚に来

てもらって、結婚後も同じ仕事を続けたい」（③45 歳男性）という希望を持っている。 

 

 
図 5-4 M 集落婚姻状況別人口構成 

 

             表 5-3  M 集落他出子の状況（人） 

 
 

 

 

 

 

計

1．村内
2．日向・
延岡・門
川

3．1と2以
外の県内

4．県外 1．村内
2．日向・
延岡・門
川

3．1と2以
外の県内

4．県外

10代 1 1 2
20代 1 5 6
30代 1 1
40代 1 1 2 2 6
50代 1 2 2 1 1 1 8
計 1 3 3 2 0 7 4 3 23

女性男性
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表 5-4  M 集落世帯構成 

 

 

 

4-3. 事例 3．N 集落   ※図 5-5、表 5-5、表 5-6（98 頁） 

資料 5-3（107、108、109 頁）参照。 

以下の文章中の○のなかの数字は、資料 5-3 の世帯番号に同

じ 

 

(1)人口 

 まずは図 5-5 から、N 集落の在村人口についてみてみよう。N 集落の人口は 52 人（男性

24 人、女性 28 人）であり、高齢化率は 33％と、この 3 つの事例の中では高齢化率はもっ

とも低い。また、L 集落、M 集落と違って 50 代人口が一番多く、50 代男性が 7 人いるこ

とも N 集落の大きな特徴である。20 代人口はいないが、30 代と 40 代それぞれ 4 人いる。 

 次に、図 5-5 と表 5-5 から、N 集落の 10 代以下人口と、次世代再生産人口について確認

する。図 5-5 から、N 集落では在村の 10 歳未満が 5 人、在村の 10 代が 7 人の計 12 人であ

り、在村の 10 代以下人口は 3 集落の事例のなかでももっとも多い。また、他出している 10

代は 5 人（表 5-5）であるため、この 5 人を合わせると N 集落の 10 代以下人口は 17 人と

なる。L 集落の 10 代以下人口は 2 人、M 集落のそれは 4 人であったことを考えると、17

人はたいへん大きな数字である。 

 次世代再生産人口については、先ほども述べたように、在村の 20 代はいないが、20 代の

他出子は 10 人いる。30 代は在村が 4 人、他出子も 4 人の計 8 人である。N 集落の次世代

再生産人口は 18 人であり、次世代再生産人口もまた L 集落と M 集落に比べて多い。 

 

(2)在村者の婚姻状況 

 図 5-5 から、N 集落の在村者の婚姻状況をみると、30 代から 50 代の男女全員が既婚者で

ある。現代農山村集落において、壮年層に未婚者がいないということはきわめて稀である。

世帯構成 世帯数 ％ 

単独世帯 1 0.0 

夫婦世帯  1 33.3 

中高齢者小世帯 3 11.1 

核家族世帯 0 11.1 

多世代同居世帯 1 22.2 

後継者未婚世帯 3 22.2 

その他世帯 2 0.0 

合計        11 100.0 
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（この点は第 3 章をみれば十分に理解できる）。このことが、10 代以下人口や次世代再生産

人口の多さの理由であることは言うまでもない。 

 

(3)世帯構成 

 N 集落の世帯構成を表 5-6 に示している。N 集落の世帯数は 13 であり、30 代から 50 代

の未婚者がいないため、当然後継者未婚世帯はない。多世代同居世帯が 5 世帯ともっとも

多く、全体の 4 割を占めている。N 集落の場合、中高齢者小世帯が 4 世帯あるが、いずれ

も 50 代の夫婦とその親からなる世帯構成であった。高齢者のみの世帯は単独世帯の④と夫

婦世帯の⑦の 2 世帯である。 

 

(4)就業構造 

 資料 5-3 から、N 集落の就業構造をみてみると、N 集落では妻が農林業に従事し、夫は

勤めに行きながら休日は農林業を行うというケースが多くみられており（①、②、⑥、⑧、

⑩）、世帯員ひとりひとりが様々な職をこなしながら、複数の所得源を形成する「複業化」

がすすんでいることがわかる。高齢の親世代がいる世帯では、親世代の年金収入はもちろ

んであるが、親が自給野菜の生産、場合によっては積極的な農業労働力として家計を支え

ている。また、専業農林家（⑪、⑫）も 2 世帯あり、この 2 世帯は畜産を共同経営してい

る（ただし⑪は少し前までは兼業であった）。L 集落と M 集落にはなかった、ほおずき、ミ

ニトマトといったハウス生産を行っている世帯が N 集落にはみられている。 

 

(5)他出子の状況 

 他出子の年代別、男女別居住地については表 5-5 にあらわしている。資料 5-3 では、各世

帯の他出子のサポート状況についても記している。表 5-5 をみると、N 集落の他出子は 26

人であり、そのうち 20 人が宮崎県内に居住している。なかでも 1.村内と 2.日向・延岡・門

川には 14 人の他出子がいる。N 集落では 20 代の他出子が 10 人いたが、10 人中 7 人が宮

崎県内に住んでいる。若い他出子であっても、そのほとんどが宮崎県内にとどまっている

のである。 

高齢者のみの世帯のサポート状況をみると、78 歳女性が単独で暮らす④では、子ども 4

人とも日向市に他出しており、そのうち長男が週末に帰省して農作業を行っている。夫婦

世帯の⑦であるが、次女が村内に嫁いでおり、定期的なサポートを受けている状況にある

と同時に、親のほうが子どもの所へ出向いて孫の世話をするなどといった、相互間のサポ

ートがみられている。 

また、20 代と 30 代の他出子のうち、日向市に住んでいる他出子にも頻繁な帰省がみられ

ている。 
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(6)将来について 

後に、将来については、N 集落では 2 世帯で、長男が後継者として U ターンすること

が決まっている（①、⑪）。①は「長男が定年したら」、⑪では「あと 10 年くらい経ってか

ら」というように、すぐにＵターンするのではなく、U ターンまでにはある程度の時間が

かかる。これは、親世代がまだまだ健全なことと、「帰ってきてほしいけど、今の仕事を辞

めてまで帰ってこいとは言えない」（①の夫婦談）といった考えに拠るものである。だが、

この 2 世帯では、後継者が帰ってくるときのために、「農業の基盤づくりをしている」とい

う明るい答えが返ってきている。 

 N 集落では、大学生以下の子どもを持つ世帯が多く、「子どもには帰ってきてほしいがま

だそういう話はしていない」という状況が多い。だが、子どもの進路選択との関連のなか

で、親自身も将来への意識づけを行っている側面がみられた。たとえば、「娘が看護師にな

るのが夢なので、近くの病院（諸塚、日向市）で働いてくれたらいい」（⑫）という場合も

あれば、「医療系に進んだほうが田舎でも仕事がみつかりやすいから、医療系の進学を勧め

た」（⑥）というように、子どもの進路選択に対して親が積極的に動いている場合もある。

また、「長男がすでに家を建てたが、長女が役場職員として戻ってくるので、（長女に後継

者に」なってほしい」（⑩）というように、長男ではなく、近くに住むことになる娘に後継

者として期待を託している一面をみることができる。 

 しかしながら、後継者確保の見込みがない世帯もあり（⑤、⑦）特に⑤は、「（子どもに）

帰ってこなくてもいいということを言っている」（66 歳女性）と述べており、「自分の代で

家は終わる」（⑤66 歳女性）と述べている。 
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図 5-5 N 集落結婚状況別人口構成 

 

表 5-5 N 集落他出子の状況（人） 

 
  

表 5-6 N 集落世帯構成 

1．村内
2．日向・
延岡・門
川

3．1と2以
外の県内

4．県外 1．村内
2．日向・
延岡・門
川

3．1と2以
外の県内

4．県外

10代 2 2 1 5
20代 2 2 2 1 3 10
30代 1 1 1 1 4
40代 2 1 1 1 5
50代 2 2
計 0 5 4 2 1 8 2 4 26

男性 女性

世帯構成 世帯数 ％ 

単独世帯 1 7.7 

夫婦世帯  3 23.0 

中高齢者小世帯 4 30.8 

核家族世帯 0 0.0 

多世代同居世帯 5 38.5 

後継者未婚世帯 0 0.0 

その他世帯 1 0.0 

合計 13 100.0 
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5．3 集落の生活集団の生活構造 

 

 前節では、宮崎県諸塚村の 3 集落を事例に、生活集団の生活構造について分析視角をも

とに明らかにしてきた。各集落の生活構造をまとめると、表 5-7 のようになる。この表をみ

ながら、各集落の特徴について説明しよう。 

 

表 5-7 3 集落の生活集団の生活構造 

集落 在 村 人

口 (高齢

化率) 

 

10 代以下お

よび次世代

再生産人口 

婚姻状況 世帯数・ 

世帯構成 

就 業 構

造 

他出子 

と の 関

係 

将来に 

ついて 

L 集落 26 

(46%) 

少ない 

(2・11 人) 

 

長男後継

者未婚 

後継者未婚

世帯中心 

農 林 業

中心 

やや 

強い 

後継者の

確保と結

婚問題 

M 集落 34 

(52%) 

少ない 

(4・9 人) 

長男後継

者未婚＋

婿取り難 

後継者未婚

世帯中心 

半 兼 業

型 

やや 

強い 

後継者の

確保と結

婚問題 

N 集落 52 

(33%) 

多い 

(17・18 人) 

安定型結

婚 

中核世帯形

成型 

複業型 やや 

強い 

将来への

漠然とし

た不安 

 

 

まずは、3 集落の婚姻状況についてだが、L 集落では長男後継者の未婚がみられ、M 集落

においては長男後継者の未婚にくわえて跡取り女性の未婚がみられた。一方、N 集落では

30 代から 50 代の男女全員が結婚していた。集落住民の婚姻状況は、在村人口、高齢化率の

みならず、10 代以下人口と次世代再生産人口に大きな影響を及ぼしている。特に 10 代以下

の人口は L 集落 2 人、M 集落 4 人に対して N 集落では 17 人と圧倒的に多いという結果で

あった。 

世帯構成については、L 集落と M 集落では、後継者未婚世帯が 2～3 割を占めており、い

まは後継者未婚世帯に属していなくとも、後継者の結婚問題を抱える世帯もみられていた

ために、「後継者未婚世帯中心」とした。N 集落の場合は、多世代同居世帯のほかに、50

代の夫婦がいる中高齢者小世帯や夫婦世帯が、N 集落の中核となっていた。そのため N 集

落では「中核世帯形成型」としている。 

婚姻状況と世帯構成は、就業構造にも大きく連関していることも明らかとなった。L 集落

では農林業に従事する（もしくは森林組合などに勤務している）男性が多かったため、「農

林業中心」とした。M 集落の場合は、高齢者による林業経営が中心であるため「半兼業型」
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とした。L 集落と M 集落では、壮年男女の未婚が多いために複業化を形成できている世帯

はわずか 2～3 世帯であった。一方、N 集落のほとんどの世帯では、30 代～50 代の夫婦が

いるために複業化の形成が可能となっている。しかも、畜産や花、ハウス野菜といった経

営展開がみられていることにも N 集落の特徴である。現代農山村においては、複業化が安

定した生活を送ってゆくための重要な手だてであるが、そのためには 30 代から 50 代の夫

婦が基軸となっていることが必要であるということが、N集落の事例からはっきり言える。

夫が勤めに出ている場合、妻が農業、畜産の中核を担っており、女性の果たす役割はたい

へん大きいものとなっている。 

 他出子との関係であるが、3 集落とも他出子の半数が宮崎県内に居住しており、車で 1 時

間程度に住む（村内、日向市など）他出子たちの頻繁な帰省がみられていた。とくに、高

齢者世帯では、農業の手伝いや山の手入れ、病院への送迎などといった日常生活のサポー

トが行われていた。また、3 集落ともに 10 代から 30 代の他出子の多くが、日向市を中心

に宮崎県内にとどまっており、大都市圏への他出はきわめて少ないということがわかった。

これらにより、3 集落とも他出子との関係を「やや強い」とした。 

後に、将来についてだが、3集落ともに 1～2世帯で長男の U ターン予定が確認できた。

しかし、L 集落と M 集落においては、後継者の結婚問題を抱えており、もし後継者が結婚

できなかったときにどうするのかについても家族内で話し合っていない。また、L 集落、M

集落とも娘しかいない家もあったが、娘はみな婚姻他出していたため、「誰も継ぐことはな

い」という事態を生じさせている。そのためこの 2 集落では、後継者の確保と後継者の結

婚問題が課題となっている。N 集落では、30 代から 50 代の親は、「子どもには帰ってきて

ほしいが、帰ってきても仕事がない」といった漠然とした不安を抱えている。だが、彼ら

もまた高校進学を機に一旦他出しているが、その後 U ターンしているのである。男性は、

あととり意識のもと U ターンしてきているが、女性もまた、あととりだからという理由や、

親の面倒をみるために戻ってきているのである。N 集落が抱える漠然とした不安感は、子

どもたちとの積極的なコミュニケーションの積み重ねによって解消してゆくしかほかなら

ないが、多くの子どもたちが、頻繁に行き来できる距離に居ることを大いに認識しなけれ

ばならないだろう。 

3 集落ともに今後は人口、世帯の縮小再編成を経ることは間違いない。だが、L 集落と M

集落では後継者の未婚により、いくつかの家では消滅へと向かう恐れがあり、そのことに

よって集落の維持・存続が危機的となることも考えられる。親の高齢化にくわえて、未婚

後継者自身も 40 代や 50 代であるため、家をどうするのか、今後の世帯・家族の生活をど

うするのかといったことに対しての早い対応が求められる。その一方で、N 集落の場合、

後継者の未婚によって家の消滅にいたる状況が想定されない分、集落の維持・存続におい

てやや明るい将来展望を持っているといえる。 
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6.結論 

 

 本章では、宮崎県諸塚村の 3 集落を事例に、生活集団の生活構造分析を行い、結婚に焦点

を当てて、農山村集落の維持・存続を検討してきた。 

事例分析を通して、結婚と他の生活構造要件との関連が明らかとなった。具体的にいえば、

結婚難問題を抱えている集落とそうでない集落には、人口、高齢化率、少子化、世帯構成、

就業構造、将来展望において大きな差異があった。つまり、結婚は人びとのいまの生活、

将来の生活、「家」の継承、集落の現状、そして集落の維持・存続といったあらゆる側面に

おいて影響をもたらすものであった。 

 N 集落の壮年男女は、主に高校卒業後 U ターンし、職をみつけ、結婚し、子どもが誕生

し、農林業とかかわりながら生活を送っている。すなわち「家族再生産の健全」がみられ

ている。「家族再生産の健全」、つまり結婚し、家族を形成し、安定した生活を送るという

ことが、集落の維持・存続にとってもっとも大きな強みとなっている。現代農山村で暮ら

すうえでの生活の安定とは、なにも収入が多いということではない。農林業を軸にしなが

ら、多様な収入源を持つ「複業化」によって生計を立てることであり、それは家族形成が

できてこそ成し得ることである。たとえ小規模集落であっても、こうした世帯層を形成で

きることによって、生活集団が持続されてゆくのである。また、将来の担い手がいるとい

う安心感も彼らの生活を支えている。子どもはまだ小さくとも、またいまは子どもと同居

していなくとも近隣に住む子どもと安定した関係を保ち、子どもに継承を託す。N 集落で

みられた生活集団の生活構造は、厳しい現代農山村を乗り切ってゆくための大きな武器で

あり、生活婚は安定した農山村生活を送るための基盤づくりであることが、N 集落の事例

を通して明白に理解できる。 

 第 4 章と本章の事例を通して明らかになった点は、現代農山村家族は、未婚・晩婚化、

少子・高齢化、離婚等によって複雑な家族構成を形成しているということである。これま

で長男が後継者として残り、結婚して子どもを産み育て…という男系長子相続では家の継

承がたいへん難しくなっていることを示唆している。長男が後継者として残っていても、

結婚し子どもが生まれるとは限らないし、そして必ず男の子が生まれるという時代ではな

い。現に、本章の事例からは、娘のみの家もいくつかみられている。特に M 集落では、次

世代再生産人口において男女比のアンバランスが生じていた。男系長子相続パターンの固

執は、生活サポートを行う子ども（女）はいても、家を継承する子ども（男）がいないと

いうことを意味している。そのため、娘や孫を後継者として据えるという柔軟な対応が求

められる。しかしながら、娘全員が結婚して他出している場合や、娘が後継者として残っ

ていても、婿取り難が生じている家がみられている。「家」の継承は、集落の維持・存続に

おいて大きな意味を持つため、男性の結婚対策はもちろんのこと、娘しかいない家への後

継者対策、女性の結婚対策も、現代農山村が抱える重要な課題の 1 つとなっている。 

本章の分析から、過疎化、高齢化が厳しい諸塚村でも、家と集落は現在までしぶとく持
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ちこたえている。本章の事例で挙げた 3 集落では、非常に小規模集落ではあるものの、こ

れまで、後継者が残り家を継ぎ、農林業を継続させながら、人びとはなんとか生活を維持

してきた。しかし、L 集落と M 集落の 2 集落では後継者の結婚難問題を抱えており、人び

とが維持してきた生活が変容してゆくのは時間の問題であろう。さらに、集団の再生産が

うまくいかずに、集落の維持・存続に危機的状況を導くおそれもある。一方で、「家族再生

産の健全」がみられ、複業化によって安定的な生活を維持している N 集落では、集団の再

生産が行われていることによって、今後もしぶとく集落が存続していく可能性は、L 集落や

M 集落よりも高いと言ってよい。縮小再編成への道がまぬがれない農山村集落において、

結婚は、農山村集落の維持・存続においてきわめて重要な要件であることが、本章の事例

分析を通して得られた知見である。 

 

 
 
 
 
 

【注】 
 
1高校進学を機に他出する傾向が強い地域も多くあり、（本章の諸塚村の事例はまさしくそう

である）10 代以下人口に他出子を加えないと実態は掴めない。 
2本章の事例となる L 集落、M 集落、N 集落は第 3 章の諸塚 L 集落、諸塚 M 集落、諸塚 N

集落と同一の集落である。 

3http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/honbu/toukei/kokusei/index.html

（201109/14 アクセス） 
41960 年の人口量は、ダム建設と大きく関連していることに注意したい。 
5Forest Stewardship Council（森林管理協議会）。国際的な森林管理制度を行う第三者機関

のひとつ。 
6「ウッドピア諸塚」は 1995 年に設立され、1990 年に組織された「国土保全森林作業隊」

を前身とする。林業作業から林道の管理整備、農産物の振興開発などの業務があり、諸塚

村内の重要な勤務先のひとつとなっている。 
72010 年 2 月、諸塚村住民への聞き取り調査より 
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結論 

 

 

 本論文では、結婚という社会的行動に着目しながら、現代農山村の現状分析を行ってき

た。本論文の基本的パースペクティブは次の 3 点である。第 1 に、農山村における結婚を、

農山村集落の維持存続と結びつけて理解したことにある。第 2 に、農山村の生活の基礎的

単位は、世帯・家族、集落といった集団であり、個人を生活の基礎的単位と置く都市部と

は異なる。そのため、分析単位を個人ではなく、世帯・家族、集落といった生活集団に据

えている点にある。第 3 に、農山村の結婚の分析枠組みとして生活構造論を用いているこ

とにある。 

 本論文の結論を述べる前に、各章で論じた内容を要約する。 

 序論では、まず本論文の目的を述べ、生活という視点からわが国の農山村住民の結婚を

捉えるために、「生活婚」という基礎概念を設定した。日本社会では、1980 年までは人びと

の結婚の原理にこの生活婚が根強く息づいていたと捉えることができる。なぜなら、生活

を取り巻く環境をみても、結婚し夫婦結合をしなければ、生活を維持してゆくことは困難

な状況にあったからである。だが、1980 年代以降、生活を維持してゆくために必ずしも結

婚する必要はなくなり、結婚がライフスタイルのひとつとして位置づけられるようになっ

た。本論文ではこれを選択婚と定義しており、1980 年代以降、わが国の結婚の原理が生活

婚から選択婚へと移行したことによって、日本社会での結婚をめぐる状況が大きく変わっ

たと位置づけた。しかしながら、現代農山村社会では、この選択婚の移行がなじまない条

件があり、ゆえに依然として結婚が農山村の社会的課題になっていると判断している。 

 第 1 章では、日本農村社会学史の流れを大まかにではあるが整理したのち、本論文の課

題の位置づけを明確に示している。「家」と「むら」を出発としたわが国の農村社会学は、

高度経済成長過程のなかで「むらの解体」という議論を経たが、農山村に暮らす人びとの

基礎的な生活単位は「家」と「むら」であるということには今でも変わっていない。そし

て、現在でもこの「家」と「むら」は、日本農村社会学の重要な研究テーマであり続けて

いる。農山村では、「個」は抑制されたものであるという時代は過去にはあったが、現代農

山村社会では「個」は自立したものであり、それは「家」と「むら」での生活を基盤に成

立しているのである。この「家」と「むら」という生活単位の構成にとって結婚は重要な

契機である。すなわち、現代農山村においても、家族関係をベースにしなければ人びとは

生活を維持してゆくことはむずかしいのである。 

 2000 年代に突入し、日本農村社会学では、集落の維持存続を問う議論を展開している。

本論文では、集落の維持存続には、人口構成、世帯構成、複業化、他出子のサポート、結

婚などの複数の要件を総合的に捉える必要性を提示している。そしてわが国の農山村が抱

える地域課題――過疎化、少子高齢化、担い手不足問題――は、「家族再生産への不安」へ

と収斂される問題であると位置づけた。家族再生産の視点に立てば結婚はきわめて重要な
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ものであり、結婚は農山村集落の維持存続にもっとも直結するものとなる。本論文の目的

となっている結婚と農山村集落の維持存続を結びつけ、現代農山村の現状分析を行ってゆ

くためには、農山村の壮年（30 代～50 代）男性に焦点を当ててゆく必要があり、とりわけ

農山村の未婚男性の生活に着目しなければならないことを論じた。 

 第 2 章では、農山村の結婚を分析する枠組みとして、生活構造論的アプローチを提起し

ている。これまで、農山村における結婚難問題は、高度経済成長過程のなかで生じてきた 

ものであるという見解があまりにも一般的であり、後進的な農山村の社会構造と農山村の

若い女性の意識のズレが、農山村の結婚難問題の発生の理由として解釈されてきた。しか

しながら、現在壮年男性の深刻な未婚問題を抱えている、福岡県星野村の未婚率変動分析

から、農山村男性の本格的な結婚難問題は、1960 年代ではなく 1980 年代から発生したこ

とを明らかにした。つまり、高度経済成長による産業構造の変容のみが農山村の人びとの

結婚を大きく変えたのではない。むしろ、社会構造の変容とは別に、農山村に住む男性の

主体的な選択とその選択によって生じる生活上の要件が、農山村の「結婚難」問題を顕在

化させたのではないかと指摘している。しかしながら、主に家族社会学が展開している、

個人に主眼を置いた、条件―選択論的アプローチのみでも、農山村の結婚を分析する枠組

みとして不十分である。なぜなら、個人レベルのアプローチでは、結婚と集落維持との連

関を明らかにすることはできないからであり、農山村の基礎的な生活単位はあくまでも集

団にあるからである。これらのことをふまえると、現代農山村の「結婚難」を分析するア

プローチとして、個人と社会構造との連結点に位置し、生活主体の側から集落構造を把握

することができる生活構造論的アプローチが適切であると判断する。つまり、本論文はこ

の生活構造論的アプローチを用いて、現代農山村に居住する男性の「結婚難」の実態から、

結婚と集落維持との連関を明らかにしようとするものである。 

 第 3 章では、農山村に暮らす人びとの生活構造を把握する調査方法である「T 型集落点検」

の手法を説明し、これまで筆者が行ってきた「T 型集落点検」調査結果をまとめている。小

規模集落の人口、世帯の現状、および個人の婚姻状況を明らかにしている。調査結果から、

現在小規模集落では過疎化、少子高齢化が全体的に進行している傾向がみられた。そして、

1980 年代から生じた農山村男性の本質的な「結婚難」問題は、今日では壮年男性の未婚化

へと深刻化している。農山村男性の「結婚難」問題は、30 代男性のみならず 40 代や 50 代

にまで拡大していることを明らかにした。壮年の未婚男性が属している世帯を、本論文で

は主に「後継者未婚世帯」と称しているが、この後継者未婚世帯が集落の人口構成や世帯

構成に大きなインパクトを与えている。集落の維持存続の観点から考えると、限界集落論

で用いられる高齢化率よりも、後継者未婚世帯のほうが集落の現状や集落の将来展望を左

右するものであることを指摘した。 

第 4 章では、未婚男性が多く滞留していた 2 集落を取り上げて、なぜ現代農山村では結

婚していなくても生活できるのかという点を、農山村の未婚男性の生活構造分析を通して

明らかにし、それを通じて、現代農山村における「結婚難」を考察している。現代農山村
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において、男性が結婚しなくても生活できる要件として、母親との同居、自給程度を含む

農業、家産、現金収入を提示した。未婚男性の生活構造分析を通して、現代農山村は、結

婚しなくても個人レベルの衣食住を維持することができ、家族、特に母親との同居によっ

て生活手段のための結婚の意味づけも薄くなっている。現在、農山村に暮らす壮年男性は

結婚しなくても生活できているという状況から、現代農山村が抱える「結婚難」問題は深

刻ではないという見方ができるかもしれないが、実際にはそうではない。なぜなら、集団

の再生産ができないために、人びとの生活基盤が掘り崩されてゆき、現代農山村社会が抱

える諸課題が深刻化してゆくからである。そして、現在未婚でも男性が生活できる要件は、

生活集団の家族のさらなる縮小化と高齢化によって維持できなくなってしまう。生活集団

の持続性を望む農村男性が結婚できないことによって、結果として集団の再生産ができな

いことが、農山村の「結婚難」問題の核心である。 

 第 5 章では、宮崎県諸塚村の 3 つの小規模集落を事例に、結婚をはじめ複数の生活構造

要件について検証し、結婚と他の生活構造要件とにどのような連関がみられているか、い

ま集落はどのような状況にあるのか、今後集落の維持・存続や将来展望はどうなるのか等

の点を生活集団の生活構造分析を通して明らかにした。この章は、本論文の目的に核心的

に迫っていく章でもある。事例分析から、壮年男女の結婚難問題を抱えている集落とそう

でない集落とのあいだでは、集落の人口構成、世帯構成、高齢化率、少子化、就業構造、

将来展望において大きな差がみられた。つまり、結婚は農山村で暮らす人びとのいまの生

活、将来の生活、「家」の継承、そして集落の維持存続といった、あらゆる側面において大

きな影響をもたらしているのである。このことから、結婚は農山村集落の維持存続におい

てきわめて重要な要件であり、農山村住民が結婚し家族の形成ができ、農林業を軸とした

複業化による安定した生活を送り、世代継承ができている、つまり、結婚によって集団の

再生産ができているかどうか――生活婚ができているかどうか――が、集落の維持存続を

左右するものであるということを、この章の分析から導きだすことができた。 

 以下では、これまで述べてきたことをややレベルを変えて論じることにより、本論文で

得られた知見を示すことにしたい。本論文で得られた知見は次の 2 点である。 

 1 つめは現代農山村における男性の「結婚難」問題の構造的な特性と問題の発生である。

農山村の結婚難は、単に男性を中心に結婚できない人が増えているということではない。

都市部で選択婚が浸透していることに対して、農山村ではその選択婚がなじまない、つま

り農山村における結婚はいまでもなお生活婚であるということが、「結婚難」問題の特性で

ある。 

農山村の結婚が生活婚であり続けているのは、それが個人の衣食住を安定させるという

個人レベル、農作業などの生活手段という共同性のレベル、さらに世帯などの基礎的な生

活集団の再生産という生活構造の各レベルとかかわっているからである。しかし、現代農

山村の人びとの生活構造の変化によって、それらの各レベルの関係は、大きく変化してい

る。個人レベルや農作業の共同レベルでは、衣食住の都市化や農作業の機械化などもあっ
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て、結婚しなくてもそれを維持することが可能となった。結婚しなくても当面の生活は持

続できる生活構造が、農山村社会にも浸透してきたからである。 

しかしながら、農山村の生活構造には、変わるものと変わらないものがある。変わる生

活構造とは、今挙げてきたような就業形態、移動手段、個人レベルの衣食住などがある。

より具体的な言い方をすれば、就業形態については、かつてのように、人びとは農林業に

よって生計を立てているのではなく、今日では多様な就業形態へと変化している。また、

自動車を保持することによって、人びとの生活圏も拡大している。その一方で、変わらな

い生活構造とは、「家」の継承、農業・農地の維持、共同性、伝統文化を守る意識などであ

る。これは、未婚でも男性が農山村に留まる理由、人びとを農山村に還流させる理由から

理解できよう。この変わらない生活構造を持続してゆくためには生活集団の再生産が必要

不可欠であるし、基礎的な生活集団を維持してゆこうとする意識は、農村女性よりも、あ

とつぎなどの地位と役割を持つことが多い男性側に強くあらわれていた。 

このように、現代の農山村において、変わらない生活構造があるということは、農山村

の結婚がいまもなお生活婚という側面を濃厚に有しているということを意味している。し

かしこれは、結婚をゴールとみなす現代社会の恋愛市場において、農村男性の結婚を阻む

要因である。すなわち、恋愛結婚でなければ結婚できないという農村男性の意識と農村男

性固有の生活構造とのズレが農山村の結婚難問題の構造を生みだしている。これが、本論

文で得られた 1 つめの知見である。 

このような農山村の男性の「結婚難」問題は、現代農山村の集落の維持存続という社会

構造上の問題へと直結することになる。これが本論文の考察から得られる 2 つめの知見で

ある。 

1980 年代に端を発した農山村男性の本格的な結婚難問題は、現在では壮年男性の結婚難

問題として広がっている。生活構造論的アプローチから、農村男性が結婚できないという

ことは、個人の生活レベルにおいても、世帯・家族の生活レベルにおいても、集落生活の

レベルにおいても、実にさまざまな生活レベルの側面に影響を及ぼしていることを明らか

にした。集落の維持存続を検討するということは、この 3 つの生活レベルの関連性のなか

でも、特に集落維持の根拠となる基礎的な生活集団の再生産に注目することになる。農山

村における後継者の未婚は、とりわけ、この基礎的な生活集団の再生産を困難にしてゆく。

すなわち、現代農山村における集落の維持・存続問題を左右するものは、この未婚者の増

加という事態なのである。この集落維持という問題と、結婚との結びつきは、選択婚とい

う価値観の浸透のもとでは見えにくく、農山村の結婚難問題のなかでも、きちんと論じら

れない傾向にある。現代農山村において男性に対する結婚への圧力が依然として高い理由

は、結婚を通して、基礎的な生活集団の再生産が可能となるためであり、集落の維持・存

続において結婚はきわめて重要な要件であるからである。つまり、現代農山村において結

婚が社会的課題となっているのは、農山村男性の「結婚難」問題が、集落の維持存続とい

う社会構造上の問題と直結しているからである。 
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農山村には農山村なりの生活構造があり、これまで農山村の人びとはその農山村なりの

生活構造を意識しながら、結婚という行動を選択してきた歴史性がある。しかし、この問

題が集落維持の問題と直結しはじめたことは、農村男性の未婚問題は、われわれに突き付

けられた課題となってきたことを意味する。なぜなら、農山村の存続は日本社会の存続そ

れ自体でもあるからである。農山村なりの生活構造が持続でき、よりよい社会へと向かっ

てゆくには、やはり結婚したいという意欲はあるがなかなか実現できない未婚者への対策

は必要不可欠である。ここでは、対策の提案を行うことまで考察の範囲とはしないが、農

山村の集落維持の可能性について論じるのであれば、生活構造という視点を意識して、結

婚問題を視野に含めることが重要である。 

後に、本論文において充分議論できなかった点を 2 点述べておきたい。 

1 つめは、本論文では、現代農山村の現状分析を行っていくために、第 1 章図 1-1 の生活

構造論的分析枠組みを用いた。しかし、本論文の分析では複数の要件のうち、(1)人口、(2)

世帯類型、(8)結婚の 3 つしか焦点を当てることはできなかった。なかでも、(5)の移動能力

や＜E＞の地域統合についてはまったく触れることができなかった。そして、農業経営をは

じめその他の要件についても十分調査し、議論できたとは言えない。やはり、このすべて

の要件を総合的に捉えないと、農山村で暮らす人びとの生活を詳細に述べることはできな

いであろう。この点は今後の課題としたい。 

2 つめは対象地域の特性である。本論文では、九州の中山間地域や山村地域の集落を対象

とした生活構造分析を行ってきており、地域特性にやや偏った傾向にある。都市近郊農村

や、九州外の地域を対象とすることによって、わが国の農山村社会を幅広く知ることがで

きただろう。たとえば、第 3 章で取り上げた福岡市西区の B 集落は、都市近郊農村であり

ながらも純農業集落を維持しており、ほとんどの男性が結婚していた。こうした地域の生

活構造とはどのようなものかを明らかにすることは、農村研究においても新たな知見をも

たらすものとなるだろう。筆者は、この B 集落の調査に参加したが、調査から得られた点

を整理し、まとめることができなかった。筆者の力量不足である。この B 集落の分析につ

いては、次のステップとして取り組んでみたい。 

しかしながら、本論文では、豊富な実証データから、農山村の未婚男性、ならびに農山

村住民の生活ぶりを、リアリティをもって描いてゆけたと考えている。この研究はフィー

ルド調査からはじまった。九州のフィールドを回るなかで、集落内の未婚男性の多さに驚

いた。未婚男性への聞き取りを行ったが、彼らは親の面倒を見、家を継承し、農林業、農

地、山を守りながら日々生活を送っている。農山村集落の維持存続を考えるには、未婚男

性の実態を明らかにしなければならないのではないか、これがこの研究の出発点となって

いる。農山村の世帯・家族、そして集落はかたちを変えながらもしぶとくも根強く残って

いる。しかし、結婚という 1 つの農山村集落の維持存続要件によって、農山村の世帯・家

族、集落はいま大きく変容しようとしている。農山村社会は大きな転換点にあり、今後ど

のような方向性へと向かうのか、見守っていかねばならないだろう。 



115 
 

【引用・参考文献】 

 

安達生恒，1981，『過疎地再生の道（安達生恒著作集④）』日本経済評論社． 

秋津元輝，2008，「農村暮らしの再建とスモールビジネスの役割」『農業と経済 vol.74 

No.13』昭和堂，5-14． 

――――，2009，「集落の再生にむけて――村落研究からの提案」日本村落研究学会監修・

秋津元輝編『村落社会研究 45 集落再生―農山村・離島の実情と対策』農山漁村

文化協会，199-235． 

天野正子，1992，「洗濯機 『戦後』の幕を引く」天野正子・桜井厚『「モノと女」の戦後

史』有信堂，127-150.  

有賀喜左衛門，1948，『婚姻・労働・若者』 

（再録：1968，有賀喜左衛門著作集Ⅵ 未来社．） 

――――――， 1972，『家（『日本の家族』改題）』至文堂． 

福田アジオ，2007，『柳田国男の民族学』吉川弘文館． 

福武直，1949，『日本農村の社会的性格』（再録：1972，『福武直著作集 4』東京大学出

版会．） 

―――，1951[1986]，「家族に於ける封建遺制」日本人文科学会編『封建遺制』有斐閣，

147-166． 

―――，1971，『日本の農村』東京大学出版会． 

藤井和佐，2007a，「農村女性起業とエンパワメント」日本村落研究学会編『むらの資源を

研究する』農山漁村文化協会，180-189． 

――――，2007b，「克服か回避か」秋津元輝ほか『農村ジェンダー』昭和堂，71-105． 

原珠里，2009，『農村女性のパーソナルネットワーク』農林統計協会． 

蓮見音彦，1981，「1970 年代における農村社会の変動と村落」『社会学評論 124』2-15． 

――――，2008，『シリーズ世界の社会学・日本の社会学 福武直』東信堂． 

林直樹ほか，2010，『撤退の農村計画』学芸出版社． 

姫岡勤，1976，「婚姻の概念と類型」大橋薫・増田光吉編『改訂家族社会学―現代家族の

実態と病理』川島書店，77-82． 

細谷昂，1993，「『現代』と日本農村社会学―家・村理論の射程―」細谷昂ほか『農民生

活における個と集団』御茶の水書房，15-152． 

飯島伸子，1993，『改訂版 環境問題と被害者運動』学文社． 

岩本純明，1995，「農村の結婚難」『東京大学公開講座 60 結婚』東京大学出版会， 

211-233． 

岩崎稔他編著，2009，『戦後日本スタディ―ズ③』紀伊國屋書店． 

岩澤美帆，2010，「職縁結婚の盛衰からみる良縁追求の隘路」佐藤博樹他編『結婚の壁 

―非婚・晩婚の構造』勁草書房，37-53． 



116 
 

人口問題審議会他編，1988，「日本の人口・日本の家族」東洋経済． 

上子武次他，1991，『結婚相手の選択』行路社． 

神原文子・杉井潤子・竹田美和編著，2009，『よくわかる現代家族』ミネルヴァ書房． 

河村能夫，2004，「日本農村の兼業化とその持続性への展望」日本村落研究学会編『村落

社会研究40東アジア農村の兼業化その持続性への展望』農山漁村文化協会，27-75. 

川手督也，2007，「今、農村家族の問題は何か―その現状・動向・課題―」日本村落研究

学会編『むらの社会を研究する』農山漁村文化協会，84-94． 

木下謙治，1974，「農家生活の実態と展望」喜多野清一・安達生恒・山本陽三編『農山村

開発論』御茶の水書房．（再録：木下謙治，1991，『家族・農村・コミュニティ』

恒星社厚生閣，178-202．） 

――――，1980，「現代家族考」（再録：1991，『家族・農村・コミュニティ』恒星社厚

生閣，129-138． 

木村亜希子・松本貴文・Tolga OZSEN，2010，「現代農山村における共同性：熊本県上益

城郡山都町Ⅰ地区の事例から」『熊本大学社会文化研究 8』147-162. 

熊谷苑子，1995，「家族農業経営における女性労働の役割評価とその意義」日本村落研究

学会編『村落社会研究 31 家族農業経営における女性の自立』農山漁村文化協会，

7-26． 

正岡寛二，1994，「結婚のかたちと意味」『家族社会学研究』No6，45-52． 

松村和則，1992，「東北果樹・畑作複合地帯における世代連続の農家経営」塚本哲人編『現

代農村における「いえ」と「むら」』未来社，39－119． 

光岡浩二，1996，『農村家族の結婚難と高齢者問題』ミネルヴァ書房． 

宮坂靖子，1997，「配偶者選択と恋愛・性」石川実編『現代家族の社会学』有斐閣ブック

ス，96-109． 

望月嵩，1982，「戦後日本の結婚」「家族史研究」編集委員会編『家族史研究』第六集， 

大月書店（再録：2002，義江明子編『日本家族史論集 8 婚姻と家族・親族』吉川

弘文館，136-156．） 

―――，1997，「結婚の意味と機能」森岡清美・望月嵩共著『新しい家族社会学 四訂版』

培風館，44-53． 

村田陽一，2000，「中年シングルを疎外する場所」『人文地理』第 52 巻第 6 号 533-551． 

永野由紀子，2005，『現代農村における「家」と女性』刀水書房． 

内藤考至，2004，『農村の結婚と結婚難』九州大学出版会． 

中野卓，1996，「『むら』の解体（共通課題）の論点をめぐってⅡ」村落社会研究会『村落

社会研究第二集』塙書房，255-282． 

中道仁美，2007，「農村女性とパートナーシップ」日本村落研究学会編『むらの社会を研究

する』農山漁村文化協会，118-124. 

中安定子，1969，「農民層の分解と農村婦人」丸岡秀子・大島清編『農村婦人』亜紀書房． 



117 
 

並木正吉，1960，『農村は変わる』岩波新書． 

西山未真，2009，「農村女性起業の到達点とソーシャル・ビジネスへの展開『農業と経済』

75（13）昭和堂，37-46． 

NHK 放送文化研究所編，2010，『現代日本人の意識構造 第 7 版』NHK ブックス． 

落合恵美子，2000，『近代家族の曲がり角』角川選書． 

―――――，2004，『21 世紀家族へ 第 3 版』有斐閣選書． 

―――――，2008，「近代家族は終焉したか」NHK 放送文化研究所編『現代社会とメディ

ア・家族・世代』新曜社．39-58. 

大野晃，2009，「山村集落の現状と集落再生の課題」日本村落研究学会監修・秋津元輝編『村

落社会研究 45 集落再生―農山村・離島の実情と対策』農山漁村文化協会，45-87． 

大瀧友織，2009，「結婚行動の動機」野々山久也編『論点ハンドブック 家族社会学』 

世界思想社，135-138． 

大友由紀子，2007，「縮小化する世帯・家族と家の変化」日本村落研究学会編『むらの社

会を研究する』農山漁村文化協会，76-84． 

大内雅利，2007，「都市化とむらの変化」日本村落研究学会編『むらの社会を研究する』 

農山漁村文化協会，38-46． 

小山隆，1951[1986]，「家族構成の面からみた封建遺制」日本人文科学会編『封建遺制』 

有斐閣，167-174． 

斎藤晴造編著，1976，『過疎の実証分析』法政大学出版局． 

佐々木衛，1986，「第 3 部 地域社会と生活構造 解説」三浦典子・森岡淸志・佐々木衛 

編『リーディングス日本の社会学 5 生活構造』東京大学出版会，143-144． 

佐藤博樹，2010，「結婚の『壁』はどこに存在するのか」『結婚の壁―非婚・晩婚の構造』 

勁草書房，183-192． 

瀬川清子，［1957］2006，『婚姻覚書』講談社学術文庫． 

菅谷よし子，1985，「配偶者選択における世代的変化」『宮城学院女子大学研究論文集』

第 62 号，27-59． 

鈴木榮太郎，1940，『日本農村社会学原理』（再録：1968，『鈴木榮太郎著作集Ⅰ、Ⅱ』

未来社） 

―――――，1970，『農村社会の研究 （鈴木榮太郎著作集Ⅳ）』未来社． 

橘木俊詔，2008，『女女格差』東洋経済． 

高橋明善，1991，「農村社会編成の論理と展開―共通課題をめぐる三年間の討議の総括― 

日本村落研究学会編『村落社会研究 27 転換期農村の主体形成』農山漁村文化協 

会，21-44. 

高野和良，1998，「配偶者選択と地域社会―農村社会における結婚難の構造―」山本努・

徳野貞雄・加来和典・高野和良『現代農山村の社会分析』学文社，93-111． 



118 
 

――――，2008，「地域の高齢化と福祉」堤マサエ・徳野貞雄・山本努編著『地方から社

会学』学文社，118-139． 

玉里恵美子，2009，「高知県における集落の現状と集落再生への模索」『高知女子大学紀

要社会福祉学部編 第 58 巻』，85-97． 

徳野貞雄，1994，「農山村住民の存在形態と変革主体」日本村落研究学会編『村落社会研

究 30 家族農業経営の変革と継承』農山漁村文化協会（再録：2011a，『生活農

業論』学文社，222-262．） 

――――，1998，「農山村における『花嫁不足』問題」山本努・徳野貞雄・加来和典・高

野和良『現代農山村の社会分析』学文社，171-191． 

――――，2005，『少子・高齢化時代の農山村における環境維持の担い手に関する研究』

2001～2004 年度科学研究費補助金研究成果報告書，熊本大学． 

――――，2007『農村の幸せ 都市の幸せ』生活人新書． 

――――，2009，「福岡市における市街化調整区域の農村集落の現状と課題」福岡アジア

都市研究所研究プロジェクト『市街化調整区域の施策に関する研究 中間報告書

第 2 篇』． 

――――，2011b，『都市他出者による過疎農山村の維持システムの研究』2008-2010 年度

科学研究費補助金研究成果報告書，熊本大学． 

――――・松本貴文，2008，「過疎農山村の若者定住問題―高校生の進路をめぐって―」

『西日本社会学会年報第５号』，36-47． 

Tolga OZSEN，2008，「農村社会における高齢者の位置づけ」『熊本大学社会文化研究 6』

135-149． 

富永健一，1995，『社会学講義』中公新書． 

塚本哲人編著，1992，『現代農村における「いえ」と「むら」』未来社． 

靍理恵子，1990，「ムラを支える諸要因」日本村落研究学会編『村落社会研究 26 転換期

の家と農業経営』151-185. 

――――，2007，『農家女性の社会学』コモンズ． 

堤マサエ，2002，「農村家族研究の系譜―変動論的視点を中心に―（1）『山梨県立女子短

大紀要 第 35 号』，137-154． 

――――，2003，「農村家族研究の系譜―変動論的視点を中心に―（2）『山梨県立女子短

大紀要 第 36 号』，45-75． 

――――，2004，「農村家族研究の系譜―変動論的視点を中心に―（3）『山梨県立女子短

大紀要 第 37 号』，33-67． 

――――，2009，『日本農村家族の持続と変動』学文社． 

上野千鶴子，2009，「高度成長期と生活革命」岩崎他編著『戦後日本スタディ―ズ②』紀

伊國屋書店，165-183. 

梅谷博貞，1959，『百姓家になぜ嫁こぬか』東洋経済新報社． 



119 
 

山田昌弘，1996，『結婚の社会学』丸善ライブラリー． 

――――，1999，『パラサイト・シングルの時代』ちくま新書． 

――――，白河桃子，2008，『「婚活」時代』ディスカバー21． 

柳田國男，[1931]1993，『明治大正史世相篇 新装版』講談社学術文庫． 

――――，[1948]1990，『婚姻の話』（再録；『柳田國男全集 12』ちくま文庫． 

山本努，1996，『現代過疎問題の研究』恒星社厚生閣． 

―――，1998，「はじめに」山本努・徳野貞雄・加来和典・高野和良『現代農山村の社会

分析』学文社，ⅲ-ⅴ． 

―――，2008，「過疎地域」堤マサエ・徳野貞雄・山本努編著『地方からの社会学』学文

社，142-163． 

―――，2011，「過疎農山村研究の課題と過疎地域における定住と還流（U ターン）をめ

ぐって」『県立広島大学経営情報学部論集（3）』，69-82． 

山本陽三，1977，『日本の農業 111 宮崎県「SAP」運動』農政調査委員会． 

――――，1981a，『農の哲学』御茶の水書房． 

――――，1981b，『農村集落の構造分析』御茶の水書房． 

山下祐介，2008，『シリーズ災害と社会 6 リスクコミュニティ論』弘文堂． 

――――，2009，「家の継承と集落の存続―青森県・過疎地域の事例から」日本村落研究

学会監修・秋津元輝編『年報村落研究 45 集落再生―農山村・離島の実情と対策』

農山漁村文化協会，164－197． 

米山俊直，1967，『日本のむらの百年』NHK ブックス． 

――――，1969，『過疎社会』NHK ブックス． 

義江明子編，2002，『日本家族史論集 8 婚姻と家族・親族』吉川弘文館． 

吉廣紀代子，1988，『男たちの非婚時代』三省堂． 

吉見俊哉，2009，『ポスト戦後社会』岩波書店． 

湯沢雍彦，2005，『明治の結婚 明治の離婚』角川選書． 

――――，2010，『大正期の家族問題』ミネルヴァ書房． 

――――編，1999，『祖母・母たちの娘時代』クレス出版． 

湯沢雍彦・宮本みち子，2008，『新版 データで読む家族問題』NHK ブックス． 

 

 

【参考資料】 

農林水産省，1998，『農村女性等に関する省内プロジェクトチーム報告書アグリウェルカ

ムプラン』5 章 

 

 

 



120 
 

【謝辞】 

 

 私が本論文を書くことができたのも、非常に多くの方のご支援・ご指導・ご助言を頂き、

支えられたことによるものであります。 

 まずは、修士課程からご指導をいただいた、徳野貞雄先生には、深く感謝を申し上げま

す。研究面においても、生活面においても、いつもあたたかく見守っていただきました。

たいへん有意義なご指導はもちろんのことですが、徳野先生を通じてこれまで知り合った

方との出会いは、私のなかで非常に大きいものでした。 

 牧野厚史先生には、博士課程 3 年次からご指導をいただきました。1 年間という短い間で

したがお忙しい合間を縫って、丁寧なご指導をしていただき、本当にありがとうございま

す。 

 研究室の先輩方の存在も大変大きなものでした。松本貴文さん（尚絅大学）にはいつも

適切なアドバイスをいただきました。博士論文のご指導もしていただき、大変お世話にな

りました。トルコ・チャナッカレ大学のトルガ・オズシェン氏も、トルコからいつも励ま

していただきました。先輩方と過ごした日々は、とても良い経験です。ありがとうござい

ます。また、毎年地域社会学研究室に入門（！）してくるユニークな後輩たちとの時間も

楽しかったです。 

 （株）コッコファームの松岡会長をはじめ、社員の方々には研究面でご支援いただきま

した。感謝申し上げます。 

 後に、いつも心配ばかりかけた家族に、感謝します。 

 


	表題
	目次
	序論 結婚と集落維持
	第1章 日本農村社会学における研究展開と本論文の課題
	第2章 農山村社会における「結婚難」の分析枠組み
	第3章 「T 型集落点検調査」からみる小規模集落の現状
	第4章 現代農山村の未婚男性の生活構造
	第5章 農山村における生活集団の生活構造と集落の維持・存続
	結論
	【引用・参考文献】
	【謝辞】

